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ひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～



　光市は、白砂青松の虹ヶ浜・室積両海岸、緑豊かな峨嵋山や石城山、そして母なる川であ

る島田川など、美しい海・山・川に育まれ、長い年月にわたり、守り続けられてきた豊かな

自然環境を有する都市環境の充実したまちです。

　また、平成 17 年度には全国に先駆け、自然の恵みに感謝し、自然を敬愛し、自然の摂理に

かなった、快適でうるおいとやすらぎのあるまちづくりを進めるため、「自然敬愛都市」を宣

言しました。

　光 市 水 道 事 業 は、こ の 豊 か な 自 然 の 恩 恵 を 受 け た 島 田 川 の 伏 流 水 と い う 清 浄 な 水 源 を

もって、良質な水の供給を行っています。

　現在、光市では、平成 19 年 3 月に策定した光市総合計画において、基本理念を「共創と

協働で育むまちづくり」として、まちの将来像である「人と自然がきらめく　生活創造都市」

の実現に向けて、諸施策に取り組んでいます。

　こうした中、平成 19 年度に策定した「環境基本計画」の基礎資料として実施した市民ア

ンケートでは、光市の優位性の一つとして、「水道水

のおいしさ」が挙げられました。市民生活と深い関わ

り の あ る 水 道 は、暮 ら し の 基 礎 と な る 重 要 な 都 市 基

盤であると同時に、「まちづくり」に欠かすことので

きない大切な施設です。　

　私 た ち が、偉 大 な る 先 人 た ち か ら 受 け 継 い で き た

母 な る 川・島 田 川 の 恩 恵 を、市 民 の 皆 様 を は じ め 各

企 業 と 行 政 と の 共 創 と 協 働 に よ り、次 世 代 へ と 継 承

し、島田川の良質な水が「人と自然がきらめく　生活

創造都市」実現の一翼を担い、市民生活の支えとなる

ことを願っております。

　光市は、白砂青松の虹ヶ浜・室積両海岸、緑豊かな峨嵋山や石城山、そして母なる川であ

る島田川など、美しい海・山・川に育まれ、長い年月にわたり、守り続けられてきた豊かな

自然環境を有する都市環境の充実したまちです。

　また、平成 17 年度には全国に先駆け、自然の恵みに感謝し、自然を敬愛し、自然の摂理に

かなった、快適でうるおいとやすらぎのあるまちづくりを進めるため、「自然敬愛都市」を宣

言しました。

　光 市 水 道 事 業 は、こ の 豊 か な 自 然 の 恩 恵 を 受 け た 島 田 川 の 伏 流 水 と い う 清 浄 な 水 源 を

もって、良質な水の供給を行っています。

　現在、光市では、平成 19 年 3 月に策定した光市総合計画において、基本理念を「共創と

協働で育むまちづくり」として、まちの将来像である「人と自然がきらめく　生活創造都市」

の実現に向けて、諸施策に取り組んでいます。

　こうした中、平成 19 年度に策定した「環境基本計画」の基礎資料として実施した市民ア

ンケートでは、光市の優位性の一つとして、「水道水

のおいしさ」が挙げられました。市民生活と深い関わ

り の あ る 水 道 は、暮 ら し の 基 礎 と な る 重 要 な 都 市 基

盤であると同時に、「まちづくり」に欠かすことので

きない大切な施設です。　

　私 た ち が、偉 大 な る 先 人 た ち か ら 受 け 継 い で き た

母 な る 川・島 田 川 の 恩 恵 を、市 民 の 皆 様 を は じ め 各

企 業 と 行 政 と の 共 創 と 協 働 に よ り、次 世 代 へ と 継 承

し、島田川の良質な水が「人と自然がきらめく　生活

創造都市」実現の一翼を担い、市民生活の支えとなる

ことを願っております。

アの拡大に努めた拡張期など、様々な時代を経験してきましたが、その根底には常に生活の

支えとなる水を供給し続けるという一貫した目的・役割がありました。

　施 設 の 老 朽 化 に 伴 う 施 設 更 新・高 水 準 化 期 を 迎 え て い る 現 在 に お い て も、そ の 目 的 は 変

わりませんが、ライフスタイルの変化などにより、水道に対するお客さまニーズは複雑化・

多様化しており、水道サービスの高水準化や水源保全を含んだ環境への取り組みなど、新た

な役割が求められています。

　その一方で、施設更新期の到来は、大規模な更新工事による減価償却費の増加という問題

を引き起こし、昭和 59 年以来 23 年間据え置かれていた水道料金改定を行う要因ともな

りました。

　しかしながら、新料金の算定にあたっては、激変的な改定を回避するために維持修繕費や

災害リスクに対する財源が十分に考慮されておらず、今なお、適正な料金水準であるとは言

えません。そのため、平成 20 年度からの工場用水の大幅な使用量減少という水需要予測も

踏まえながら、ライフラインの確保・サービス低下を招かないことを基本として、再度、維

持 修 繕 費 や 災 害 リ ス ク の 財 源 も 考 慮 し た、料 金 原 価 の 算 出 を 行 っ て い く こ と が 必 要 に な っ

てきます。

　

　こ の よ う に 水 道 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 は さ ら に 厳 し さ を 増 し て い く こ と が 考 え ら れ ま す

が、水道は人々の生活に必要不可欠なものであり、創設期よりの一貫した目的である常に生

活の支えとなる水を供給し続けることが、私たち水道

事業者の使命であると考えています。

　今後、この「ひかりかがやく水のまち～光市水道光

合成プラン～」を基礎とした、様々な事業・施策を着

実に実行していくことで、水道サービスの高水準化に

努めるとともに、脈々と次世代へ受け継がれる水道の

構築に尽力していきたいと思います。

　最後に、地域水道ビジョンの策定にあたり、貴重な

ご意見やご提言をいただきました皆様をはじめ、市議

会並びに関係各位に対しまして、心からお礼を申し上

げますとともに、本ビジョンの実現に向けて、皆様の

よ り 一 層 の ご 理 解 と ご 協 力 を よ ろ し く お 願 い 申 し 上

げます。
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　光市の水道事業は、戦後間もない昭和 20 年、旧海軍工廠の専用水道を引き継ぎ、その産

声をあげました。その後、現在に至るまで、半世紀以上にわたって、豊かな伏流水を有する島

田 川 の 恩 恵 を 受 け、安 全 な 水 を 安 定 し て 給 水 す る こ と に よ り 光 市 民 の 生 活 を 支 え て き ま し

た。

　この間、戦後の荒廃からの復興を目指した創設期、高度経済成長期突入を契機に給水エリ
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　日本の水道事業は、1965 年以降の高度経済成長期を契機とした人口増加や生活用水・

工場用水等の給水需要拡大に対応するために各地で行われた大規模な水道施設の整備事業

によって、急速な発展・拡大を遂げ、今日では国民の大部分が水道水による給水を受ける

ことができるまでに普及してきました。

　急速な普及率の向上という拡張期の終焉を迎えた現在の水道事業は、安心・安全な水の

供給の確保や、将来にわたり安定的な給水を行うための施設の強化など、質的な向上が求

められる段階に入ってきました。

　しかし、一方においては、水道普及率の向上とともに右肩上がりに推移してきた水道料

金収入の増加に陰りが見え始め、全国で 97.2％以上の水道普及率を達成した現在では、さ

らなる給水エリアの拡大による水需要の増加は見込めず、加えて、人口減少社会の到来、節

水型社会への転換、産業の空洞化などの様々な要因が複雑に絡み合い、水道料金収入の減

少といった新たな課題を抱えることになりました。

　さらに、拡張期に整備された水道管や浄水場・配水池などの多くの施設が老朽化による

更新時期を迎えるとともに、施設の耐震化や、新たな浄水設備の導入など、直接収入の増加

につながらない事業への投資も必要不可欠となっており、収益の減少に相反して、費用は

増加傾向にあります。

　日本の水道事業は、1965 年以降の高度経済成長期を契機とした人口増加や生活用水・

工場用水等の給水需要拡大に対応するために各地で行われた大規模な水道施設の整備事業

によって、急速な発展・拡大を遂げ、今日では国民の大部分が水道水による給水を受ける

ことができるまでに普及してきました。

　急速な普及率の向上という拡張期の終焉を迎えた現在の水道事業は、安心・安全な水の

供給の確保や、将来にわたり安定的な給水を行うための施設の強化など、質的な向上が求

められる段階に入ってきました。

　しかし、一方においては、水道普及率の向上とともに右肩上がりに推移してきた水道料

金収入の増加に陰りが見え始め、全国で 97.2％以上の水道普及率を達成した現在では、さ

らなる給水エリアの拡大による水需要の増加は見込めず、加えて、人口減少社会の到来、節

水型社会への転換、産業の空洞化などの様々な要因が複雑に絡み合い、水道料金収入の減

少といった新たな課題を抱えることになりました。

　さらに、拡張期に整備された水道管や浄水場・配水池などの多くの施設が老朽化による

更新時期を迎えるとともに、施設の耐震化や、新たな浄水設備の導入など、直接収入の増加

につながらない事業への投資も必要不可欠となっており、収益の減少に相反して、費用は
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　水道料金収入のみで経営を行う独立採算制によって事業運営を行っている水道事業体に

とって、このような状況は決して楽観視できるものではなく、このままでは、近い将来、水

道事業そのものが立ち行かなくなる状況に陥る危険性さえ孕んでおり、多くの水道事業体

はかつて経験したことのない危機的な状況に直面していると言っても過言ではありませ

ん。

　水道事業を取り巻く近年のこうした厳しい状況は、光市水道事業においても例外ではな

く、年間有収水量の約半分を工場用水に依存した地域性を考慮すると、さらに深刻な状況

であると言えます。

　光市水道事業では、これまで経営基盤の強化を図るための「集中改革プラン」や「中期経

営計画」を策定し、事業運営を行っているところでありますが、水道が最も重要なライフラ

インのひとつであり、私達の暮らしと密接に係わりがあるということから、今後の運営に

あたっては、経営基盤の強化ばかりでなく、さらなる水質の向上や将来にわたる安定給水

の実現など、時代の流れとともに多様化していくお客さまのニーズに応えられる、多岐に

わたる水道サービスの高水準化に取り組んでいくことが必要であると考えています。
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平成１７年平成１７年

林
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水
場
（
電
気
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備
等
）
更
新
工
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終
了

林
浄
水
場
（
電
気
設
備
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ポ
ン
プ

設
備
等
）
更
新
工
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了

◆  海軍工廠
　海軍の指揮のもと、兵器・弾薬などを製造した工場。

◆  伏流水
　河床や旧河道などに形成された砂利層を潜流となって流れる水。

◆  近代水道
　導管を用いて、人の飲用に適する水圧で、常時供給する施設の総体。

◆  周南都市水道水質検査センター
　水質基準の項目の増加、基準値の見直しに対応するため、周南市、下松市、光市の３市の共同出
資で設立された機関。所在地は周南市富田。

光市水道事業のあゆみ

1　創設期

　明治 20 年に日本最初の近代水道が横浜に完成してからも、光地域の住民は井戸水を飲料水

として生活を送っていました。しかし、地域によっては水質が非常に悪いところも多くあったた

め、昭和 13 年に光市南部海岸地帯への海軍工廠の設置が決まると、日本海軍は島田川の伏流水

を水源とする軍用水道の創設に着手しました。そして、昭和 15 年 9 月に光地域で最初の近代水

道施設が完成し、海軍工廠内の工業用水および従業員福利施設の生活用水として給水が開始さ

れました。

　第二次世界大戦の終戦を迎えた昭和 20 年、光市は遊休施設となった旧海軍工廠専用水道施

設の使用許可を大蔵省より受け、暫定的に水道事業を開始しました。

　そして、昭和 23 年に光市水道事業の認可を、昭和 28 年に一時使用許可を受けたまま使用し

ていた旧海軍工廠専用水道施設の無償貸付を大蔵省より正式に受け、これに併せて、既得水利権

者の同意を得て島田川流水引用の許可を申請し、第 1 次拡張事業への礎を築いていきました。

2　拡張期

【第 1 次拡張期　（昭和 30 年～昭和 36 年）】

　光市が水道の供給を開始したのは旧海軍工廠専用水道施設の使用許可を受け、戦災を免れた

工廠宿舎施設の入居者に給水したのが始まりでしたが、人口の増加や企業の進出によって給水

量は加速的に増え続けました。

　この給水量の増加に対応するため、第 2 号集水管を島田川に埋設し取水能力を 30,000 ㎥

増加させるとともに、旧海軍の既設配水池 2 池（１池 5,000 ㎥）を復旧し、市内各方面に 10 ㎞

もの配水管を布設して給水エリアの拡大を図りました。

【第 2 次拡張期　（昭和 45 年～昭和 50 年）】

　第 1 次拡張事業により、着実に給水能力、給水エリアを拡大していきましたが、時代は高度経

済成長期に突入しており、さらなる水の需要量増加により、東部配水地域の水圧が極度に低下し

ていました。

　このような状況を打開すべく、全水利権の 1 日 50 ,000 ㎥を最大限に活用するため、配水池

の改修工事や第 3 号集水管の埋設、送水ポンプの増強、電気施設の整備や中央管理システムの導

入、原水の汚染に対処するための浄水施設の新設などを行い、清浄・豊富な水の確保が可能とな

りました。

▲第 2 次拡張事業において着手した林浄水場建設の様子（左）と現在の林浄水場の様子（右）

平成２０年平成２０年
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Ⅰ 概 要

未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

【第 3 次拡張期　（昭和 51 年～平成 4 年）】

　衰えを見せない市勢の発展、生活水準の向上などにより、水需要の増加には陰りが見えず、さ

らに河川環境の悪化という新たな問題が生じてきました。

　これらの問題に対応するため、市内全

域にわたる主要配水管の整備、拡充を行

い、また、林浄水場の隣接地を購入し汚

泥処理施設として天日乾燥床を新設し

ました。この結果、現在の送・導・配水

管 延 長 の 約 85％ が こ の 時 期 ま で に 布

設され、普及率も 94.1％へと飛躍的に

増大しました。

【第 4 次拡張期　（平成 12 年～）】

　これまでの 3 度にわたる拡張事業は、増加し続ける水需要に対応するための施設の拡大を事

業の柱としていましたが、平成 7 年に発生した阪神淡路大震災を契機に安心・安全な水の安定

的な給水が求められるようになってきました。

　そこで、市内給水の核となる施設である林浄

水場の運転管理の安全性の強化を図るため、中

央管理システムをはじめとした各種設備の更新

工事を行うとともに、安定給水の確保を図るた

め、清山配水池に新タンクを築造しました。

　また、給水サービスの地域間格差を解消し、可

能な限り広域的な事業運営を行っていくための

第一歩として、平成 20 年に上ヶ原簡易水道を

上水道に統合し、これにより、それまで西の河原

川上流を水源として給水を受けていた上ヶ原地

区への、島田川の伏流水というより恵まれた水源からの給水が可能となりました。

3　施設更新・高水準化期

▲第４次拡張事業において更新された、電気設備（左）、中央監理棟（中）、薬品注入設備（右）

▲林浄水場中央監理室の様子

▲水道管の布設距離と給水人口の増加の経緯
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未来へ走り続ける光のライフライン 市民アンケートの実施

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

市民アンケートの実施

1　市民アンケート実施にあたって

　『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』では、水道事業の将来ビジョンを地

域住民のみなさまと構築していくという観点から、平成 19 年 12 月に「光市水道市民アンケー

ト」を実施しました。

　本アンケートの結果から得られた、地域住民のみなさまの水道に対する意見・要望をもとに、

光市水道事業の考えと併せて、『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』で掲げ

る取り組みを決定しました。

2　回収状況

配 布 数配 布 数 有効配布数有効配布数 回 収 数回 収 数 回収率 (%)回収率 (%)

2,0102,010 1,9991,999 967967 48.448.4

◆回収率

◆生活用水利用別回答者数

◆飲み水として何を利用されていますか？

◆（そのまま飲まない）理由をお聞かせください

◆上水道利用者お住まいの内訳

◆簡易水道利用者お住まいの内訳

上 水 道上 水 道 簡 易 水 道簡 易 水 道 計計その他（井戸など）その他（井戸など）

769769 8686 112112 967967

島田・上島田
三井・周防地区
島田・上島田
三井・周防地区浅 江 地 区浅 江 地 区 光 井 地 区光 井 地 区 室 積 地 区室 積 地 区 計計

272272 195195 127127 175175 769769

◆その他 ( 井戸など ) お住まいの内訳

島田・上島田
三井・周防地区
島田・上島田
三井・周防地区

浅 江 地 区浅 江 地 区 光 井 地 区光 井 地 区 大 和 地 区大 和 地 区 計計

33 4545 88 5656 112112

岩屋・
伊保木地区
岩屋・
伊保木地区上 ヶ 原 地 区上 ヶ 原 地 区 牛 島 地 区牛 島 地 区 大 和 地 区大 和 地 区 計計

44 99 88 6565 8686

◆  簡易水道
　給水人口が５,０００人以下の水道で、現在光市では、岩屋・伊保木地区、牛島地区、大和地区が
該当する。それぞれの水源は、【岩屋・伊保木…西・東伊保木深井戸】、【牛島…牛島深井戸】、【大
和…田布施川表流水】。

Q.1　直接飲用度

0 20 40 60 80 100（％）

その他
（井戸など）
（回答者数：112 人）

簡易水道
（回答者数：86 人）

上水道
（回答者数：769 人）

その他
（井戸など）
（回答者数：36 人）

簡易水道
（回答者数：48 人）

上水道
（回答者数：329 人）

57.2%57.2%

44.2%44.2%

67.8%67.8% 13.4%13.4% 10.7%10.7%

5.4%5.4%

2.7%2.7%

20.9%20.9% 24.4%24.4% 4.7%4.7%

5.8%5.8%

18.5%18.5% 15.7%15.7%

5.6%5.6%
3.0%3.0%

そのまま飲んでいる 浄水器を通して飲んでいる

一度煮沸させて飲んでいる

その他

市販のペットボトル水を購入している

0 20 40 60 80

44.4%44.4%

45.8%45.8%

55.6%55.6% 5.5%5.5% 16.7%16.7% 22.2%22.2%

14.6%14.6% 12.5%12.5% 8.3%8.3% 18.8%18.8%

10.3%10.3% 10.6%10.6% 4.9%4.9% 29.8%29.8%

水質に不安があるから いやな臭いがするから

おいしくないから

その他

飲むものではないと考えるから

　水道水は 50 項目もの水質基準をクリアして、各家庭へと供給されていますが、水道を利用し

ている人のうちの約半数は水質に不安を感じ、蛇口の水をそのまま飲用水として使っていない

という結果が得られました。
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未来へ走り続ける光のライフライン 市民アンケートの実施

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

※上ヶ原簡易水道は平成 20 年４月
　１日に上水道統合されました。

Q.2　不満・心配な点

◆現在の上水道（簡易水道）に対して不満（心配）な点をお聞かせ下さい ◆上水道との統合を希望しますか？（簡易水道利用者のみ）

◆水道水の利用を希望しますか？（その他（井戸など）利用者のみ）

その他 (3.6%)
事業内容の情報提供 (1.2%)

水道事業の経営状態 (1.4%)

水圧が低い (2.0%)

給水の安定性 (2.2%)

災害時の給水確保

(13.4%)

災害時の給水確保

(13.4%)

水道料金

(19.0%)

水道料金

(19.0%)

水質の安全性

(24.6%)

水質の安全性

(24.6%)

特にない

(32.6%)

特にない

(32.6%)

上水道

(769人）

水圧が低い (5.8%)

　上水道、簡易水道ともに「特に

ない」、「水道料金」、「水質の安

全性」、「災害時の給水確保」と

いう 4 項目が、全体の約 9 割

を占めていますが、簡易水道

では、そのうちの約 3 割の人

が水道料金に対して不満を感

じ て い る と い う 結 果 と な り ま

した。

　これは、上ヶ原を除く簡易水道

の 水 道 料 金 体 系 が 上 水 道 よ り も 高

く 設 定 さ れ て い る た め で あ る と 考 え

られますが、牛島簡易水道を除く、3 簡易

水道は平成 21 年度までに上水道に統合され

料金体系も統一されるため、この不満は大きく解消

されるものと考えられます。

その他 (1.2%)

給水の安定性 (5.8%)

災害時の給水確保

(8.1%)

災害時の給水確保

(8.1%)

水質の安全性

(22.1%)

水質の安全性

(22.1%)

特にない

（24.4%)

特にない

（24.4%)

水道料金

(32.6%)

水道料金

(32.6%)

簡易水道

Q.3　水道利用希望度

その他 (5.6%)

早急に希望する

(38.4%)

早急に希望する

(38.4%)

上水道の水質に

不安があるから (8.3%)

将来的に希望する

(19.8%)

将来的に希望する

(19.8%)

統合の経費が無駄

であるから (8.3%)

統合のメリットが

わからない (41.7%)

統合のメリットが

わからない (41.7%)

簡易水道で十分

であるから (36.1%)

どちらでもよい

(34.9%)

どちらでもよい

(34.9%)

希望しない (6.9%)

上水道を引き込む経費が

無駄であるから (12.5%)

早急に希望する

(17.0%)

早急に希望する

(17.0%)

その他 (12.5%)

将来的に希望する

(25.8%)

将来的に希望する

(25.8%)

水道料金がかかるから (8.3%)

水道はきているが

切り替えていない

(14.3%)

水道はきているが

切り替えていない

(14.3%)

上水道の水質に

不安があるから (4.2%)

どちらでもよい

(17.0%)

どちらでもよい

(17.0%)

現在のままで

十分であるから

　(62.5%)

現在のままで

十分であるから

　(62.5%)

希望しない

(25.9%)

希望しない

(25.9%)

　全体の 6 割近いお客さまが上水道への統合を希望しており、どちらでもよいというお客さま

を加えると、全体の 9 割以上を占める結果となりました。どちらでもよいと回答したお客さまの

うち、その理由を統合のメリットがわからない、簡易水道のままで十分であるからと回答したお

客さまが 8 割近くいるため、統合により水道料金が安くなるなどのメリットをＰＲしていけば、

統合希望度は大幅に上昇すると考えられます。

　簡易水道に比べて、上水道への統合を希望するお客さまは少なく、現状で満足されているお客

さまが多いという結果が得られました。

(86人）
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未来へ走り続ける光のライフライン 市民アンケートの実施

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

※上ヶ原簡易水道は平成 20 年４月
　１日に上水道統合されました。

Q.2　不満・心配な点

◆現在の上水道（簡易水道）に対して不満（心配）な点をお聞かせ下さい ◆上水道との統合を希望しますか？（簡易水道利用者のみ）

◆水道水の利用を希望しますか？（その他（井戸など）利用者のみ）

その他 (3.6%)
事業内容の情報提供 (1.2%)

水道事業の経営状態 (1.4%)

水圧が低い (2.0%)

給水の安定性 (2.2%)

災害時の給水確保

(13.4%)

災害時の給水確保

(13.4%)

水道料金

(19.0%)

水道料金

(19.0%)

水質の安全性

(24.6%)

水質の安全性

(24.6%)

特にない

(32.6%)

特にない

(32.6%)

上水道

(769人）

水圧が低い (5.8%)

　上水道、簡易水道ともに「特に

ない」、「水道料金」、「水質の安

全性」、「災害時の給水確保」と

いう 4 項目が、全体の約 9 割

を占めていますが、簡易水道

では、そのうちの約 3 割の人

が水道料金に対して不満を感

じ て い る と い う 結 果 と な り ま

した。

　これは、上ヶ原を除く簡易水道

の 水 道 料 金 体 系 が 上 水 道 よ り も 高

く 設 定 さ れ て い る た め で あ る と 考 え

られますが、牛島簡易水道を除く、3 簡易

水道は平成 21 年度までに上水道に統合され

料金体系も統一されるため、この不満は大きく解消

されるものと考えられます。

その他 (1.2%)

給水の安定性 (5.8%)

災害時の給水確保

(8.1%)

災害時の給水確保

(8.1%)

水質の安全性

(22.1%)

水質の安全性

(22.1%)

特にない

（24.4%)

特にない

（24.4%)

水道料金

(32.6%)

水道料金

(32.6%)

簡易水道

Q.3　水道利用希望度

その他 (5.6%)

早急に希望する

(38.4%)

早急に希望する

(38.4%)

上水道の水質に

不安があるから (8.3%)

将来的に希望する

(19.8%)

将来的に希望する

(19.8%)

統合の経費が無駄

であるから (8.3%)

統合のメリットが

わからない (41.7%)

統合のメリットが

わからない (41.7%)

簡易水道で十分

であるから (36.1%)

どちらでもよい

(34.9%)

どちらでもよい

(34.9%)

希望しない (6.9%)

上水道を引き込む経費が

無駄であるから (12.5%)

早急に希望する

(17.0%)

早急に希望する

(17.0%)

その他 (12.5%)

将来的に希望する

(25.8%)

将来的に希望する

(25.8%)

水道料金がかかるから (8.3%)

水道はきているが

切り替えていない

(14.3%)

水道はきているが

切り替えていない

(14.3%)

上水道の水質に

不安があるから (4.2%)

どちらでもよい

(17.0%)

どちらでもよい

(17.0%)

現在のままで

十分であるから

　(62.5%)

現在のままで

十分であるから

　(62.5%)

希望しない

(25.9%)

希望しない

(25.9%)

　全体の 6 割近いお客さまが上水道への統合を希望しており、どちらでもよいというお客さま

を加えると、全体の 9 割以上を占める結果となりました。どちらでもよいと回答したお客さまの

うち、その理由を統合のメリットがわからない、簡易水道のままで十分であるからと回答したお

客さまが 8 割近くいるため、統合により水道料金が安くなるなどのメリットをＰＲしていけば、

統合希望度は大幅に上昇すると考えられます。

　簡易水道に比べて、上水道への統合を希望するお客さまは少なく、現状で満足されているお客

さまが多いという結果が得られました。

(86人）
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未来へ走り続ける光のライフライン 市民アンケートの実施

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

Q.4　水道事業への希望・要望

◆これからの水道事業に何を望みますか？（ひとり最大３つまで選択） ◆水道事業の果たすべき社会的役割は何があると思いますか？

　（ひとり最大３つまで選択）

その他及び無回答

(12.2%)

その他及び無回答

(12.2%)

窓口・電話対応の強化 (0.7%)

環境負荷へ配慮した事業運営 (1.2%)

水道事業の民営化 (1.2%)

料金支払方法の選択肢拡大 (1.3%)

事業内容の情報公開の充実 (1.9%)

経営の効率化 (2.5%)

水源涵養林の取得・維持管理

(4.7%)

水源の確保（渇水対策）

(9.3%)

水源の確保（渇水対策）

(9.3%)

災害に強い施設・

配水管網の構築

(11.7%)

災害に強い施設・

配水管網の構築

(11.7%) 島田川流域の水質保全

(15.3%)

島田川流域の水質保全

(15.3%)

水道料金の適正化

(16.6%)

水道料金の適正化

(16.6%)

水質の安全強化

(21.4%)

水質の安全強化

(21.4%)

上水道

その他及び無回答

(24.4%)

その他及び無回答

(24.4%)
窓口・電話対応の強化 (0.4%)

水道事業の民営化 (0.8%)

環境負荷へ配慮した

事業運営 (1.2%)

料金支払方法の

選択肢拡大 (2.3%)

経営の効率化 (2.3%)

事業内容の情報公開の充実 (3.1%)

水源涵養林の取得・維持管理 (3.1%)

島田川流域の水質保全

(5.8%) 災害に強い施設・

配水管網の構築 (7.8%)

水源の確保（渇水対策）

(8.1%)

水道料金の適正化

(18.2%)

水道料金の適正化

(18.2%)

水質の安全強化

(22.5%)

水質の安全強化

(22.5%)

簡易水道

その他及び無回答

(25.3%)

その他及び無回答

(25.3%)

経営の効率化 (0.9%)

水道事業の民営化 (0.9%)

料金支払方法の

選択肢拡大 (1.8%)

環境負荷へ配慮した

事業運営 (1.5%)

事業内容の情報

公開の充実 (3.6%)

水源涵養林の取得・維持管理 (6.0%)

水源の確保（渇水対策）(7.4%)

災害に強い施設・

配水管網の構築 (8.0%)

水道料金の適正化

(11.9%)

水道料金の適正化

(11.9%)

島田川流域の水質保全

(12.8%)

島田川流域の水質保全

(12.8%)

水質の安全強化

(19.9%)

水質の安全強化

(19.9%)

　上水道、簡易水道、その他（井戸など）、3 つ全てに共通して、「水道料金の適正化」「災害に強い

施設・配水管網の構築」「水源の確保（渇水対策）」「水質の安全強化」「島田川流域の水質保全」が

上位 5 項目に挙げられるという結果になりました。この結果から、水道事業に対するニーズは、

施設面、水質面、サービス面へと多種・多様化していることがうかがえます。

Q.5　水道事業の社会的役割

その他及び無回答

(25.8%)

その他及び無回答

(25.8%)

山口県全域における

広域運営 (2.7%)

発展途上国への

技術及び給水支援 (2.9%)

水道事業独自の広報誌

による定期的情報発信 (3.5%)

下水道使用料との同時徴収 (5.2%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (7.8%)

光市民全員が水道水を

利用できること (9.7%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (20.4%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (20.4%)

島田川周辺の環境整備

(22.0%)

島田川周辺の環境整備

(22.0%)

上水道

その他及び無回答

(34.5%)

その他及び無回答

(34.5%)

水道事業独自の広報誌による

定期的情報発信 (2.3%)

発展途上国への技術

及び給水支援 (3.1%)

下水道使用料との同時徴収 (4.3%)

山口県全域における広域運営 (4.7%)

光市民全員が水道水を

利用できること (9.7%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (12.0%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (12.0%)

島田川周辺の

環境整備 (11.2%)

島田川周辺の

環境整備 (11.2%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (18.2%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (18.2%)

簡易水道

その他及び無回答

(33.9%)

その他及び無回答

(33.9%)

発展途上国への

技術及び給水支援 (1.5%)

水道事業独自の広報誌に

よる定期的情報発信 (1.5%)

下水道使用料との同時徴収 (3.3%)

山口県全域における広域運営 (4.5%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (7.4%)

光市民全員が水道水を

利用できること (12.2%)

島田川周辺の環境整備

(16.1%)

島田川周辺の環境整備

(16.1%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (19.6%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (19.6%)

その他

（井戸など）

その他

（井戸など）

　上水道、簡易水道、その他（井戸など）、3 つ全てに共通して、「島田川周辺の環境整備」「50 年

先の水源確保を見越した涵養林の育成」が上位 2 項目までに挙げられており、環境に関心を持っ

ているお客さまが多いという結果が得られました。また、「受水槽などの飲料水の衛生管理」も上

位 4 項目までに挙げられていることから、水道の安全性や安定性に関心を持っているお客さま

が多いという結果も得られました。
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未来へ走り続ける光のライフライン 市民アンケートの実施

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

Q.4　水道事業への希望・要望

◆これからの水道事業に何を望みますか？（ひとり最大３つまで選択） ◆水道事業の果たすべき社会的役割は何があると思いますか？

　（ひとり最大３つまで選択）

その他及び無回答

(12.2%)

その他及び無回答

(12.2%)

窓口・電話対応の強化 (0.7%)

環境負荷へ配慮した事業運営 (1.2%)

水道事業の民営化 (1.2%)

料金支払方法の選択肢拡大 (1.3%)

事業内容の情報公開の充実 (1.9%)

経営の効率化 (2.5%)

水源涵養林の取得・維持管理

(4.7%)

水源の確保（渇水対策）

(9.3%)

水源の確保（渇水対策）

(9.3%)

災害に強い施設・

配水管網の構築

(11.7%)

災害に強い施設・

配水管網の構築

(11.7%) 島田川流域の水質保全

(15.3%)

島田川流域の水質保全

(15.3%)

水道料金の適正化

(16.6%)

水道料金の適正化

(16.6%)

水質の安全強化

(21.4%)

水質の安全強化

(21.4%)

上水道

その他及び無回答

(24.4%)

その他及び無回答

(24.4%)
窓口・電話対応の強化 (0.4%)

水道事業の民営化 (0.8%)

環境負荷へ配慮した

事業運営 (1.2%)

料金支払方法の

選択肢拡大 (2.3%)

経営の効率化 (2.3%)

事業内容の情報公開の充実 (3.1%)

水源涵養林の取得・維持管理 (3.1%)

島田川流域の水質保全

(5.8%) 災害に強い施設・

配水管網の構築 (7.8%)

水源の確保（渇水対策）

(8.1%)

水道料金の適正化

(18.2%)

水道料金の適正化

(18.2%)

水質の安全強化

(22.5%)

水質の安全強化

(22.5%)

簡易水道

その他及び無回答

(25.3%)

その他及び無回答

(25.3%)

経営の効率化 (0.9%)

水道事業の民営化 (0.9%)

料金支払方法の

選択肢拡大 (1.8%)

環境負荷へ配慮した

事業運営 (1.5%)

事業内容の情報

公開の充実 (3.6%)

水源涵養林の取得・維持管理 (6.0%)

水源の確保（渇水対策）(7.4%)

災害に強い施設・

配水管網の構築 (8.0%)

水道料金の適正化

(11.9%)

水道料金の適正化

(11.9%)

島田川流域の水質保全

(12.8%)

島田川流域の水質保全

(12.8%)

水質の安全強化

(19.9%)

水質の安全強化

(19.9%)

　上水道、簡易水道、その他（井戸など）、3 つ全てに共通して、「水道料金の適正化」「災害に強い

施設・配水管網の構築」「水源の確保（渇水対策）」「水質の安全強化」「島田川流域の水質保全」が

上位 5 項目に挙げられるという結果になりました。この結果から、水道事業に対するニーズは、

施設面、水質面、サービス面へと多種・多様化していることがうかがえます。

Q.5　水道事業の社会的役割

その他及び無回答

(25.8%)

その他及び無回答

(25.8%)

山口県全域における

広域運営 (2.7%)

発展途上国への

技術及び給水支援 (2.9%)

水道事業独自の広報誌

による定期的情報発信 (3.5%)

下水道使用料との同時徴収 (5.2%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (7.8%)

光市民全員が水道水を

利用できること (9.7%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (20.4%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (20.4%)

島田川周辺の環境整備

(22.0%)

島田川周辺の環境整備

(22.0%)

上水道

その他及び無回答

(34.5%)

その他及び無回答

(34.5%)

水道事業独自の広報誌による

定期的情報発信 (2.3%)

発展途上国への技術

及び給水支援 (3.1%)

下水道使用料との同時徴収 (4.3%)

山口県全域における広域運営 (4.7%)

光市民全員が水道水を

利用できること (9.7%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (12.0%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (12.0%)

島田川周辺の

環境整備 (11.2%)

島田川周辺の

環境整備 (11.2%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (18.2%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (18.2%)

簡易水道

その他及び無回答

(33.9%)

その他及び無回答

(33.9%)

発展途上国への

技術及び給水支援 (1.5%)

水道事業独自の広報誌に

よる定期的情報発信 (1.5%)

下水道使用料との同時徴収 (3.3%)

山口県全域における広域運営 (4.5%)

受水槽などの飲料水

の衛生管理 (7.4%)

光市民全員が水道水を

利用できること (12.2%)

島田川周辺の環境整備

(16.1%)

島田川周辺の環境整備

(16.1%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (19.6%)

50 年先の水源確保を見越

した涵養林の育成 (19.6%)

その他

（井戸など）

その他

（井戸など）

　上水道、簡易水道、その他（井戸など）、3 つ全てに共通して、「島田川周辺の環境整備」「50 年

先の水源確保を見越した涵養林の育成」が上位 2 項目までに挙げられており、環境に関心を持っ

ているお客さまが多いという結果が得られました。また、「受水槽などの飲料水の衛生管理」も上

位 4 項目までに挙げられていることから、水道の安全性や安定性に関心を持っているお客さま

が多いという結果も得られました。
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Ⅰ 概 要

第３章

光市水道事業の
　　目指すべき方向性
光市水道事業の
　　目指すべき方向性

Problem

１ 近年の水道事業を取り巻く現状 21

２ 光市水道事業の現状と課題 21

未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

清山配水タンクから望む光市
（上）室積方面、（右）浅江方面

▲平成 21 年から通水予定の
　大和送水ポンプ所

▲周南都市水道水質検査センター
　（旧新南陽市水道局）
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第３章
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　　目指すべき方向性
光市水道事業の
　　目指すべき方向性

Problem

１ 近年の水道事業を取り巻く現状 21

２ 光市水道事業の現状と課題 21

未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

清山配水タンクから望む光市
（上）室積方面、（右）浅江方面

▲平成 21 年から通水予定の
　大和送水ポンプ所

▲周南都市水道水質検査センター
　（旧新南陽市水道局）
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未来へ走り続ける光のライフライン 光市水道事業の目指すべき方向性

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

光市水道事業の目指すべき方向性

1　近年の水道事業を取り巻く現状

　横浜に日本で最初の近代水道が登場してから 120 年もの歳月が経過した現在、日本の水道普

及率は全国で 97.2％にも達し、給水普及率の拡大という水道事業発足当初の目標はほぼ達成

されました。

　「急速な普及率の向上を目指した拡張期」に終わりを告げ、「途絶えることなく次世代へと受け

継がれる水道を目指した施設維持期・高水準化期」へと足を踏み入れた近年の水道事業は、人口

減少社会の到来や長引く景気の低迷による水需要の減少など、新たな課題を抱えることとなり

ました。

　さらに、ライフスタイルの変化などによって、お客様のニーズも多様化しており、今後、水道事

業の果たすべき役割はさらに広範囲に及んでいくと考えられます。

　時代の流れとともに、水道事業を取り巻く環境も大きく変わり、変革期を迎えている今、将来

を見据えた長期的展望に基づく事業運営が必要とされています。

2　光市水道事業の現状と課題

◆施設更新時代の到来

　昭和 20 年に旧海軍工廠の水道施設の

使用許可を受け、暫定的に給水を開始し

た光市の水道事業は、昭和 30 年から平

成 5 年にかけて、3 度にわたる拡張事業

を繰り返し、旧海軍工廠の水道施設を基

礎とした、浄水場の建設工事や送・配水

管の拡張工事を行ってきました。その結

果、普及率は飛躍的に増大しましたが、

第 1 次拡張事業の終了から 50 年近く

が経過し、市内の水道施設の多くが老朽

化による更新時期を迎えることとなりま

した。

　そこで、平成 12 年より開始した第 4 次拡張事業において、基幹施設である浄水場の薬注・電

気・ポンプ設備などの更新工事を行いましたが、一方では、取水・ろ過・沈殿設備など未だ更新

されていない施設も一部残っており、取水から浄水までの一貫した設備機能を考慮すると、これ

らの施設の更新が必要となっています。また、拡張期に集中的に市内各方面へ整備された管路に

ついても、毎年度、更新工事を行っているものの、老朽化している管路が広範囲にわたるため、万

全な更新を行えていないのが現状です。

　さらに、送水管の一部など光市水道事業創設期から使用している施設も未だに残っており、適

切な維持管理による延命化を図るとともに、限られた財源のなかで、効率的な施設更新を行って

いくことが必要とされています。

▲昭和４０年代に行った集水管埋設の様子（第３号集水管）

▲光市水道局所有の車載用給水タンク

▲全国の水道水源の種別割合（平成 18 年度）

◆災害に対する対策

　水道事業は、常に、地震・台風などの自然災害、主要配水管の破損事故、水源への有害物質流入

による水質事故など様々な危険と隣り合わせで事業を行っています。

　水道、電気、ガスといったライフライ

ンが壊滅的な状態となった阪神淡路大

震災以来、災害に強い施設の構築、とり

わけ地震の発生に対する備えが求めら

れるようになってきました。

　幸いにも、光市は地震が少ないという

地域性に恵まれており、水道施設が壊滅

的な被害を受けるほどの大規模な地震

が発生する可能性は極めて低いと考え

られますが、浄水場、配水池などの基幹

施設や主要配水管の耐震化など事業規

模に見合った最低限の対策は必要不可

欠であると考えています。

　また、災害の発生はその予測が困難であることから、災害に強い施設の構築といったハード面

の強化のみならず、災害時に迅速・的確な対応が取れる体制づくりといったソフト面の強化に

も取り組んでいかなければならないと考えています。

◆将来にわたる水源の確保

　光市は島田川の伏流水という恵まれた水源を持ち、現在に至るまで良質な水を安定して取水

しています。伏流水を水源とする水道事業体は全国でわずか 3.7％しかなく、この恵まれた水源

を将来にわたり守り続けていくこともまた、重要な使命であると考えています。

　しかしながら、近年、島田川では伏流

水の取水量の減少が生じており、その

動 向 を 危 惧 し て い る と こ ろ で あ り ま

す。

　新たな水源の開発によるリスク分散

という考え方もありますが、今後の水

需要が見込めず、厳しい財政状況に置

かれている現状では、今ある水源の保

全に向けた取り組みを進めていくこと

が重要であると考えています。

ダムダム

河川水河川水

湖沼水
（1.4％）

その他
（2.9％）伏流水

（3.7％）

井戸水井戸水
（20.2％）（20.2％）

（26.0％）（26.0％）

（45.8％）（45.8％）
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未来へ走り続ける光のライフライン 光市水道事業の目指すべき方向性

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

光市水道事業の目指すべき方向性

1　近年の水道事業を取り巻く現状

　横浜に日本で最初の近代水道が登場してから 120 年もの歳月が経過した現在、日本の水道普

及率は全国で 97.2％にも達し、給水普及率の拡大という水道事業発足当初の目標はほぼ達成

されました。

　「急速な普及率の向上を目指した拡張期」に終わりを告げ、「途絶えることなく次世代へと受け

継がれる水道を目指した施設維持期・高水準化期」へと足を踏み入れた近年の水道事業は、人口

減少社会の到来や長引く景気の低迷による水需要の減少など、新たな課題を抱えることとなり

ました。

　さらに、ライフスタイルの変化などによって、お客様のニーズも多様化しており、今後、水道事

業の果たすべき役割はさらに広範囲に及んでいくと考えられます。

　時代の流れとともに、水道事業を取り巻く環境も大きく変わり、変革期を迎えている今、将来

を見据えた長期的展望に基づく事業運営が必要とされています。

2　光市水道事業の現状と課題

◆施設更新時代の到来

　昭和 20 年に旧海軍工廠の水道施設の

使用許可を受け、暫定的に給水を開始し

た光市の水道事業は、昭和 30 年から平

成 5 年にかけて、3 度にわたる拡張事業

を繰り返し、旧海軍工廠の水道施設を基

礎とした、浄水場の建設工事や送・配水

管の拡張工事を行ってきました。その結

果、普及率は飛躍的に増大しましたが、

第 1 次拡張事業の終了から 50 年近く

が経過し、市内の水道施設の多くが老朽

化による更新時期を迎えることとなりま

した。

　そこで、平成 12 年より開始した第 4 次拡張事業において、基幹施設である浄水場の薬注・電

気・ポンプ設備などの更新工事を行いましたが、一方では、取水・ろ過・沈殿設備など未だ更新

されていない施設も一部残っており、取水から浄水までの一貫した設備機能を考慮すると、これ

らの施設の更新が必要となっています。また、拡張期に集中的に市内各方面へ整備された管路に

ついても、毎年度、更新工事を行っているものの、老朽化している管路が広範囲にわたるため、万

全な更新を行えていないのが現状です。

　さらに、送水管の一部など光市水道事業創設期から使用している施設も未だに残っており、適

切な維持管理による延命化を図るとともに、限られた財源のなかで、効率的な施設更新を行って

いくことが必要とされています。

▲昭和４０年代に行った集水管埋設の様子（第３号集水管）

▲光市水道局所有の車載用給水タンク

▲全国の水道水源の種別割合（平成 18 年度）

◆災害に対する対策

　水道事業は、常に、地震・台風などの自然災害、主要配水管の破損事故、水源への有害物質流入

による水質事故など様々な危険と隣り合わせで事業を行っています。

　水道、電気、ガスといったライフライ

ンが壊滅的な状態となった阪神淡路大

震災以来、災害に強い施設の構築、とり

わけ地震の発生に対する備えが求めら

れるようになってきました。

　幸いにも、光市は地震が少ないという

地域性に恵まれており、水道施設が壊滅

的な被害を受けるほどの大規模な地震

が発生する可能性は極めて低いと考え

られますが、浄水場、配水池などの基幹

施設や主要配水管の耐震化など事業規

模に見合った最低限の対策は必要不可

欠であると考えています。

　また、災害の発生はその予測が困難であることから、災害に強い施設の構築といったハード面

の強化のみならず、災害時に迅速・的確な対応が取れる体制づくりといったソフト面の強化に

も取り組んでいかなければならないと考えています。

◆将来にわたる水源の確保

　光市は島田川の伏流水という恵まれた水源を持ち、現在に至るまで良質な水を安定して取水

しています。伏流水を水源とする水道事業体は全国でわずか 3.7％しかなく、この恵まれた水源

を将来にわたり守り続けていくこともまた、重要な使命であると考えています。

　しかしながら、近年、島田川では伏流

水の取水量の減少が生じており、その

動 向 を 危 惧 し て い る と こ ろ で あ り ま

す。

　新たな水源の開発によるリスク分散

という考え方もありますが、今後の水

需要が見込めず、厳しい財政状況に置

かれている現状では、今ある水源の保

全に向けた取り組みを進めていくこと

が重要であると考えています。

ダムダム

河川水河川水

湖沼水
（1.4％）

その他
（2.9％）伏流水

（3.7％）

井戸水井戸水
（20.2％）（20.2％）

（26.0％）（26.0％）

（45.8％）（45.8％）
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未来へ走り続ける光のライフライン 光市水道事業の目指すべき方向性

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

◆水道サービスの向上・充実

　近年、ライフスタイルの変化などにより、お客さまのニーズは多様化しており、水道サービス

の質的向上が求められています。

　独立採算制である水道事業は、お客さまか

らの料金収入によって成り立っており、多様

化するお客様のニーズに応えていくこともま

た、水道事業者にとって重要な取り組みであ

ると考えています。

　大規模な水道事業体では、料金支払い方法

の選択肢拡大やインターネットによる各種受

付など水道サービスを向上・充実させるため

の様々な取り組みが行われていますが、新た

なサービスの導入にあたっては、当然、様々な

費用が発生するため、それが光市において必

要なサービスであるかどうかを慎重に検討する必要があります。

　これらの検討にあたって、まずは、事業内容などの情報を積極的に公開していき、水道事業に

対する理解と協力を得ながら、お客さまのニーズを的確に把握していくことが重要であると考

えています。

◆新たな経営環境への対応

　平成 11 年の PF I 法の施行以来、第三者委託制度、指定管理者制度などの新たな経営手法に関

する制度改正がなされ、水道事業体はこれらの民間的経営手法の導入による経営の合理化、効率

化を図っていくことが求められています。

　光市水道事業においては、従来型の業務委託として、検針業務の完全委託、残留塩素検査業務

の委託などを実施していますが、近年、制度化された新たな制度については、まだ、その導入に

至っていません。

　新たな経営手法の導入には、経費

削減、技術力強化などの効果がある

反面、契約先の経営状況が悪化して

も事業が遂行される体制の確立、責

任分担の明確化、非常時の対応など

の課題も抱えています。

　そのため、これらの導入にあたっ

ては、地域の実情、水道事業の専門性

を考慮したうえで、最適な事業運営

の形態を選択していかなければなり

ません。

　また、近年、光市水道事業では、職員採用の抑制などによって過去 5 年間で 17.7％の人員削

減を行ってきましたが、今後、簡易水道の統合による給水エリアの拡大や、本ビジョンでの様々

な施策への取り組みによって、業務量は増加していくことが予測されます。こうした業務量の増

加に対しても、限られた職員数で事業を行っていくために、個々の能力の向上、水道事業の専門

的知識の蓄積、技術の継承など人材育成への取り組みも必要であると考えています。

▲非常用・ＰＲ用ペットボトル水（ひかりの水）

▲過去の有収水量の推移

▲光市水道事業における職員給与費・人件費削減の推移

◆財政状況

　水需要の減少により、収入の確保が厳しさを増す一方で、将来にわたり途切れることなく継続

していかなければならないという水道事業の特質上、施設維持などに要する一定の経費は避け

ることができません。さらに、前述したとおり、市内には老朽化が進み更新時期を迎えた水道施

設が数多く残っているため、投資的経費は増加していく傾向にあります。

　現在、光市水道事業では、様々な事業を行うにあたって、その財源のほとんどを企業債に依存

していますが、これらの利息や償還金は、間違いなく 10 年先、20 年先の経営を圧迫する原因

となります。

　光市では、平成 19 年 4 月

に昭和 59 年以来、23 年ぶ

りとなる水道料金改定を行っ

たところですが、改定後も水

道料金は、山口県内で 3 番目

の低水準（口径 13 ㎜で 20

㎥使用の場合）にあります。今

回の料金改定では平成 21 年

度までを算定期間としている

ため、平成 22 年度には、再

度、ライフラインの確保・サー

ビス低下を招かないことを基

本とした適正な料金となるよ

う、水道料金の見直しを行う

ことが必要です。

　今後は、さらなる経営努力を続けていくとともに、定期的な水道料金の見直しを行うことに

よって、将来の事業を行うにあたっての財源を確保し、企業債に依存しない事業運営へと移行し

ていくことが重要であると考えています。

◆  独立採算性
　企業などが、独自の計画及び収入をもって経営を行う管理方法及び制度。水道事業の場合、給水
サービスの対価として水道料金を徴収し、それにより、企業活動を継続している。

◆  P F I 法、第三者委託制度、指定管理者制度
　P. 79 で詳しく解説。
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要なサービスであるかどうかを慎重に検討する必要があります。
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化を図っていくことが求められています。

　光市水道事業においては、従来型の業務委託として、検針業務の完全委託、残留塩素検査業務

の委託などを実施していますが、近年、制度化された新たな制度については、まだ、その導入に

至っていません。

　新たな経営手法の導入には、経費

削減、技術力強化などの効果がある

反面、契約先の経営状況が悪化して

も事業が遂行される体制の確立、責

任分担の明確化、非常時の対応など

の課題も抱えています。

　そのため、これらの導入にあたっ

ては、地域の実情、水道事業の専門性

を考慮したうえで、最適な事業運営

の形態を選択していかなければなり

ません。

　また、近年、光市水道事業では、職員採用の抑制などによって過去 5 年間で 17.7％の人員削

減を行ってきましたが、今後、簡易水道の統合による給水エリアの拡大や、本ビジョンでの様々

な施策への取り組みによって、業務量は増加していくことが予測されます。こうした業務量の増

加に対しても、限られた職員数で事業を行っていくために、個々の能力の向上、水道事業の専門

的知識の蓄積、技術の継承など人材育成への取り組みも必要であると考えています。
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　水需要の減少により、収入の確保が厳しさを増す一方で、将来にわたり途切れることなく継続

していかなければならないという水道事業の特質上、施設維持などに要する一定の経費は避け

ることができません。さらに、前述したとおり、市内には老朽化が進み更新時期を迎えた水道施

設が数多く残っているため、投資的経費は増加していく傾向にあります。

　現在、光市水道事業では、様々な事業を行うにあたって、その財源のほとんどを企業債に依存

していますが、これらの利息や償還金は、間違いなく 10 年先、20 年先の経営を圧迫する原因

となります。
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　今後は、さらなる経営努力を続けていくとともに、定期的な水道料金の見直しを行うことに

よって、将来の事業を行うにあたっての財源を確保し、企業債に依存しない事業運営へと移行し

ていくことが重要であると考えています。

◆  独立採算性
　企業などが、独自の計画及び収入をもって経営を行う管理方法及び制度。水道事業の場合、給水
サービスの対価として水道料金を徴収し、それにより、企業活動を継続している。
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未来へ走り続ける光のライフライン ビジョンの全体像

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

ビジョンの全体像

1　ビジョンの概要

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』

◆計画（光市地域水道ビジョン）の名称 ◆植物の光合成

◆光市水道事業の光合成

『未来へ走り続ける光のライフライン』『未来へ走り続ける光のライフライン』

◆基本理念

『平成20年度から10年間（平成29年度まで）』『平成20年度から10年間（平成29年度まで）』

◆目標期間

　様々な課題に直面している光市の水道事業が、「光市の地域性」、「市民のみなさま」、「水道局」

の三要素の力を合わせて、直面する課題を乗り越え、将来にわたって、他市に誇れる清浄な水の

あるまちを守り続けたいという思いを込めて決定した名称。

　島田川の伏流水という恵まれた水源を持つ安心・安全な光の水を、将来も絶やすことなく安

定して給水し続け、お客さまに愛される水道事業でありたいという思いから決定した基本理念。

　施設更新・高水準化期という新たなステージに突入した水道事業が、50 年後のあるべき姿の

実現に向けて、直面する課題を乗り越えていくための様々な施策に取り組んでいく初動期間と

して、平成 20 年度から 10 年間とした。

2　ビジョンの名称

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』

　植 物 は、空 気 中 の 二 酸 化 炭 素

と 根 か ら 吸 い 上 げ た 水 を 材 料 に

し て、太 陽 の 光 の 力 で 光 合 成 を

行 い、自 ら が 成 長 す る た め に 必

要 な 栄 養 分 と し て 使 わ れ る「で

ん ぷ ん」と 人 間 を は じ め 多 く の

動 物 が 生 き て い く た め に 必 要 な

「酸素」を作り出します。

　水道事業を取り巻く状況が大きく変化している現在、植物が光合成によって自らに必要な栄

養分を作り出しているように、水道事業も自らの力で、直面する課題を乗り越え、成長し続けて

いくための栄養分を作り出していかなければなりません。

　そこで、光市水道事業は、「光市の地域性」、「市民のみなさま」、「水道局」の三要素によって光

合成を行いながら、安心・安全な水道を供給できる水道事業へと成長していきたいと思います。

　こ の 光 市 水 道 光 合

成 を 行 う こ と に よ っ

て、水道事業が直面す

る 課 題 を 乗 り 越 え て

い く た め の 栄 養 分 と

な る「水 道 ビ ジ ョ ン

（で ん ぷ ん）」を 策 定

し、さらに、「人々の暮

ら し に 欠 か せ な い 水

（酸 素）」を 将 来 に わ

た っ て 供 給 し 続 け る

ことで、植物の光合成

と 同 様 の 役 割 を 果 た

し て い き た い と 思 い

ます。

光合成光合成

太陽の光

二酸化炭素

根から吸い上げた水
酸素・栄養分酸素・栄養分

光市水道局

光市の地域性光市の地域性

水道局水道局

市民のみなさま市民のみなさま

光市水道光合成光市水道光合成

光市地域水道ビジョン光市地域水道ビジョン
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未来へ走り続ける光のライフライン ビジョンの全体像

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

ビジョンの全体像

1　ビジョンの概要

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』

◆計画（光市地域水道ビジョン）の名称 ◆植物の光合成

◆光市水道事業の光合成

『未来へ走り続ける光のライフライン』『未来へ走り続ける光のライフライン』

◆基本理念

『平成20年度から10年間（平成29年度まで）』『平成20年度から10年間（平成29年度まで）』

◆目標期間

　様々な課題に直面している光市の水道事業が、「光市の地域性」、「市民のみなさま」、「水道局」

の三要素の力を合わせて、直面する課題を乗り越え、将来にわたって、他市に誇れる清浄な水の

あるまちを守り続けたいという思いを込めて決定した名称。

　島田川の伏流水という恵まれた水源を持つ安心・安全な光の水を、将来も絶やすことなく安

定して給水し続け、お客さまに愛される水道事業でありたいという思いから決定した基本理念。

　施設更新・高水準化期という新たなステージに突入した水道事業が、50 年後のあるべき姿の

実現に向けて、直面する課題を乗り越えていくための様々な施策に取り組んでいく初動期間と

して、平成 20 年度から 10 年間とした。

2　ビジョンの名称

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』

　植 物 は、空 気 中 の 二 酸 化 炭 素

と 根 か ら 吸 い 上 げ た 水 を 材 料 に

し て、太 陽 の 光 の 力 で 光 合 成 を

行 い、自 ら が 成 長 す る た め に 必

要 な 栄 養 分 と し て 使 わ れ る「で

ん ぷ ん」と 人 間 を は じ め 多 く の

動 物 が 生 き て い く た め に 必 要 な

「酸素」を作り出します。

　水道事業を取り巻く状況が大きく変化している現在、植物が光合成によって自らに必要な栄

養分を作り出しているように、水道事業も自らの力で、直面する課題を乗り越え、成長し続けて

いくための栄養分を作り出していかなければなりません。

　そこで、光市水道事業は、「光市の地域性」、「市民のみなさま」、「水道局」の三要素によって光

合成を行いながら、安心・安全な水道を供給できる水道事業へと成長していきたいと思います。

　こ の 光 市 水 道 光 合

成 を 行 う こ と に よ っ

て、水道事業が直面す

る 課 題 を 乗 り 越 え て

い く た め の 栄 養 分 と

な る「水 道 ビ ジ ョ ン

（で ん ぷ ん）」を 策 定

し、さらに、「人々の暮

ら し に 欠 か せ な い 水

（酸 素）」を 将 来 に わ

た っ て 供 給 し 続 け る

ことで、植物の光合成

と 同 様 の 役 割 を 果 た

し て い き た い と 思 い

ます。

光合成光合成

太陽の光

二酸化炭素

根から吸い上げた水
酸素・栄養分酸素・栄養分

光市水道局

光市の地域性光市の地域性

水道局水道局

市民のみなさま市民のみなさま

光市水道光合成光市水道光合成

光市地域水道ビジョン光市地域水道ビジョン
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

3　ビジョンの位置づけ

◆  水道ビジョン
　厚生労働省が、我が国の水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像につい
て全ての水道関係者が共通目標を持ち、その目標を達成することを目指して作成されたもの。

◆  集中改革プラン
　総務省において、地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針策定として「事務・
事業の再編・整理、廃止、統合」、「民間委託の推進」、「定員管理の適正化」、「手当の総点検をはじ
めとする給与の適正化」などの平成２１年度までの具体的な取り組みを住民に公表することを義務
づけたもの。

◆  光市総合計画
　平成１９年度を初年度とし、平成２８年度までの１０年間で、新しい都市経営を行うにあたって、
市民と行政がともに創る光市の将来像と、それを実現するための基本的な方向性を示した「基本構
想」を踏まえ、市民と行政が取り組むべき施策の基本的な目標と方向性を明らかにしたもの。

◆  パブリックコメント ( 意見公募手続 )
　公的な機関が規則の制定、あるいは計画などを策定しようとするときに、広く公に、意見・情報・
改善策などをもとめる手続き。

4　ビジョン策定のプロセス
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

3　ビジョンの位置づけ

◆  水道ビジョン
　厚生労働省が、我が国の水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像につい
て全ての水道関係者が共通目標を持ち、その目標を達成することを目指して作成されたもの。

◆  集中改革プラン
　総務省において、地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針策定として「事務・
事業の再編・整理、廃止、統合」、「民間委託の推進」、「定員管理の適正化」、「手当の総点検をはじ
めとする給与の適正化」などの平成２１年度までの具体的な取り組みを住民に公表することを義務
づけたもの。

◆  光市総合計画
　平成１９年度を初年度とし、平成２８年度までの１０年間で、新しい都市経営を行うにあたって、
市民と行政がともに創る光市の将来像と、それを実現するための基本的な方向性を示した「基本構
想」を踏まえ、市民と行政が取り組むべき施策の基本的な目標と方向性を明らかにしたもの。

◆  パブリックコメント ( 意見公募手続 )
　公的な機関が規則の制定、あるいは計画などを策定しようとするときに、広く公に、意見・情報・
改善策などをもとめる手続き。

4　ビジョン策定のプロセス
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未来へ走り続ける光のライフライン ビジョンの全体像

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅰ 概 要

5　将来像実現のための６つの柱

「光市の地域性」、「市民のみなさま」、「水道局」の三要素から作り出した6

つの柱で、光市水道事業の目指す将来像を支え、実現していく。

① 施 設 維 持 計 画

～よりよい水道水のため安全・安定を目指し、継続して強い施設を構築します～

② 災 害 対 策 及 び 維 持 管 理 計 画

～どんなときでも安心できる給水をし、ライフラインとしての責任を果たします～

③ 環 境 対 策 及 び 水 質 保 全 計 画

～環境にやさしく、将来も絶やすことのない水循環を目指します～

④ サ ー ビ ス 向 上 計 画

～お客さまの声に耳を傾け、満足度の高いクリーンな水道を目指します～

⑤ 経 営 基 盤 強 化 計 画

～水道サービスを発展・継承し、お客さまに信頼される高水準な水道事業を目指します～

⑥ 財 政 適 正 化 計 画

～ビジョン達成に向けた財政基盤の構築に努めます～
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将  来  像  の  実  現

未 来 へ 走 り 続 け る 光 の ラ イ フ ラ イ ン

6　光合成プランベンチマーク２５の設定

　『ひかりかがやく水のまち～光市水道光合成プラン～』では、自らの事業活動を定量化し、評価

することで、各施策への取り組みの進捗状況を把握するため、日本水道協会が制定した水道事業

ガイドラインに基づく業務指標や独自に設定した業務指標を活用しています。

　そして、目標達成に向けた数値管理、進捗状況の公開を行っていくことで、本ビジョンをより

有意義なものにしていくため、この 25 の指標のそれぞれについて、基準値となるベンチマーク

を設定しました。

光合成プランベンチマーク２５

『数値目標の名称』『数値目標の名称』

過 去 の 推 移 光合成プランベンチマーク

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

P o i n tP o i n t
⇒ 数値設定の目的、内容を表示

過去の数値を基に目標数値設定

⇒ 各数値を算出する式を表示

⇒ 解説が必要な項目、数値について解説

ベンチマーク
ナンバー

◆  水道事業ガイドライン
　社団法人日本水道協会が、平成１７年１月に ISO( 国際標準化機構 ) による水道サービスの国際規
格化の流れを受け、「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、「国際」の６つの分類による１３７
項目の業務指標を設定した。
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5　将来像実現のための６つの柱

「光市の地域性」、「市民のみなさま」、「水道局」の三要素から作り出した6

つの柱で、光市水道事業の目指す将来像を支え、実現していく。

① 施 設 維 持 計 画

～よりよい水道水のため安全・安定を目指し、継続して強い施設を構築します～

② 災 害 対 策 及 び 維 持 管 理 計 画

～どんなときでも安心できる給水をし、ライフラインとしての責任を果たします～

③ 環 境 対 策 及 び 水 質 保 全 計 画

～環境にやさしく、将来も絶やすことのない水循環を目指します～

④ サ ー ビ ス 向 上 計 画

～お客さまの声に耳を傾け、満足度の高いクリーンな水道を目指します～

⑤ 経 営 基 盤 強 化 計 画

～水道サービスを発展・継承し、お客さまに信頼される高水準な水道事業を目指します～

⑥ 財 政 適 正 化 計 画

～ビジョン達成に向けた財政基盤の構築に努めます～
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6　光合成プランベンチマーク２５の設定

　『ひかりかがやく水のまち～光市水道光合成プラン～』では、自らの事業活動を定量化し、評価

することで、各施策への取り組みの進捗状況を把握するため、日本水道協会が制定した水道事業

ガイドラインに基づく業務指標や独自に設定した業務指標を活用しています。

　そして、目標達成に向けた数値管理、進捗状況の公開を行っていくことで、本ビジョンをより

有意義なものにしていくため、この 25 の指標のそれぞれについて、基準値となるベンチマーク

を設定しました。

光合成プランベンチマーク２５

『数値目標の名称』『数値目標の名称』

過 去 の 推 移 光合成プランベンチマーク

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

P o i n tP o i n t
⇒ 数値設定の目的、内容を表示

過去の数値を基に目標数値設定

⇒ 各数値を算出する式を表示

⇒ 解説が必要な項目、数値について解説

ベンチマーク
ナンバー

◆  水道事業ガイドライン
　社団法人日本水道協会が、平成１７年１月に ISO( 国際標準化機構 ) による水道サービスの国際規
格化の流れを受け、「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、「国際」の６つの分類による１３７
項目の業務指標を設定した。
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１ 光市水道事業の施設の現状把握

1　基幹施設の現状

　安心・安全な水道水を安定して供給しなければならない水道事業は、取水から配水まで多く

の施設を有しているため、老朽化した施設の更新工事を一度に行うことは困難であるという特

徴があります。

　平 成 12 年 度 か ら 開 始 し た 第

4 次拡張事業においても、各種電

気 設 備・ポ ン プ 設 備・薬 品 注 入

設 備 の 更 新 や 老 朽 化 対 策・災 害

リスクの軽減を目的とした、清山

配 水 池 の タ ン ク の 増 設 工 事 を

行ったものの、取水・ろ過、沈殿

設 備 等 の 更 新 工 事 は 行 う こ と が

で き ず、未 だ に 旧 海 軍 工 廠 が 軍 用 水 道 と し て 建 設 し た

施 設 を そ の ま ま 使 用 し て い る も の も あ り、災 害 時 等 に

おける破損が懸念されています。

▲更新が必要な沈殿池（左）、ろ過池（右）

取 水 施 設取 水 施 設

浄 水 施 設浄 水 施 設

送 水 施 設送 水 施 設

第１号集水埋管 昭和１５年９月

第１取水ポンプ所 昭和１５年９月

第１取水ポンプ (１.２号 ) 昭和４８年６月

着水井 昭和４８年６月

第２号集水埋管 昭和３７年３月

第２取水ポンプ所 昭和３７年３月

第２取水ポンプ (１.２号 ) 昭和４８年６月

第３号集水埋管 昭和４６年４月

第３取水ポンプ所 昭和４８年６月

第３取水ポンプ (１.２号 ) 昭和４８年６月

沈殿池 昭和４８年６月

攪拌池 昭和４８年６月

フロック形成池 昭和４８年６月

傾斜板沈殿池 昭和４８年６月

ろ過池建屋 昭和４８年６月

急速ろ過池 昭和４８年６月

浄水池 昭和４８年６月

送水ポンプ所 昭和４８年６月

薬品注入棟 昭和４８年６月

硫酸バンド注入装置 平成１８年２月

苛性ソーダ注入装置 平成１８年２月

塩素注入装置 平成１８年２月

白ぬき文字

観音寺送水ポンプ (１,２号 ) 平成１８年２月

送水ポンプ (１,２,３,４号 ) 平成１８年２月

汚泥池 昭和４8 年 6 月

汚泥ポンプ (1,２,３号 ) 昭和４８年６月

汚水ポンプ (１,２号 ) 昭和４８年６月

各施設の取得・更新時期各施設の取得・更新時期

林浄水場の各施設の概要林浄水場の各施設の概要

…耐震化を行った施設

第１号集水埋管
φ800×240m

　15,000 ㎥ / 日
第３号集水埋管
φ1100×135m

　 5,000 ㎥ / 日

着水井

浄水池

天日乾燥床

旧監理棟

新監理棟

電気室

第２電気室

倉庫

観音寺送水ポンプ所

第２号集水埋管
φ900×380m

　30,000 ㎥ / 日

取水ポンプ１,２号

第１取水ポンプ所

取水ポンプ１,２号

薬品注入棟
塩素注入装置

硫酸バンド注入装置

苛性ソーダ注入装置

第３取水ポンプ所

取水ポンプ１,２号

汚泥池

汚泥ポンプ１,２,３号

汚水ポンプ１,２号

混和池

薬品混和機

フロック形成池
攪拌機

沈殿池

傾斜板

ろ過池
急速ろ過４池

送水ポンプ所
送水ポンプ４台

◆  天日乾燥床
　沈澱池、ろ過池からの汚水を天日等によって乾燥させ汚泥という土にする場所。

◆  混和池・フロック形成池・沈澱池・ろ過池
　取水された原水は、混和池で薬品を加え殺菌を行い、フロック形成池で小さなゴミを大きな塊にし、沈澱池で
水よりも重くなったフロックを沈下させ、その上の水をろ過池のろ過砂を通過させることで、さらに小さなゴミ
を取り除く工程を経て浄水池へ送る。

集水埋管

着水井

浄水池
送水ポンプ

観音寺送水ポンプ

清山配水池へ

観音寺配水池へ

硫酸バンド・苛性ソーダ

取水ポンプ
汚泥池 天日乾燥床

島田川
伏流水

混和池 沈殿池 ろ過池

塩素

フロック形成池

第２号取水ポンプ所

取水ポンプ１,２号
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１ 光市水道事業の施設の現状把握

1　基幹施設の現状

　安心・安全な水道水を安定して供給しなければならない水道事業は、取水から配水まで多く

の施設を有しているため、老朽化した施設の更新工事を一度に行うことは困難であるという特

徴があります。

　平 成 12 年 度 か ら 開 始 し た 第

4 次拡張事業においても、各種電

気 設 備・ポ ン プ 設 備・薬 品 注 入
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施 設 を そ の ま ま 使 用 し て い る も の も あ り、災 害 時 等 に

おける破損が懸念されています。

▲更新が必要な沈殿池（左）、ろ過池（右）

取 水 施 設取 水 施 設

浄 水 施 設浄 水 施 設
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各施設の取得・更新時期各施設の取得・更新時期

林浄水場の各施設の概要林浄水場の各施設の概要

…耐震化を行った施設

第１号集水埋管
φ800×240m

　15,000 ㎥ / 日
第３号集水埋管
φ1100×135m

　 5,000 ㎥ / 日

着水井

浄水池

天日乾燥床

旧監理棟

新監理棟

電気室

第２電気室

倉庫

観音寺送水ポンプ所

第２号集水埋管
φ900×380m

　30,000 ㎥ / 日

取水ポンプ１,２号

第１取水ポンプ所

取水ポンプ１,２号

薬品注入棟
塩素注入装置

硫酸バンド注入装置

苛性ソーダ注入装置

第３取水ポンプ所

取水ポンプ１,２号

汚泥池

汚泥ポンプ１,２,３号

汚水ポンプ１,２号

混和池

薬品混和機

フロック形成池
攪拌機

沈殿池

傾斜板

ろ過池
急速ろ過４池

送水ポンプ所
送水ポンプ４台

◆  天日乾燥床
　沈澱池、ろ過池からの汚水を天日等によって乾燥させ汚泥という土にする場所。

◆  混和池・フロック形成池・沈澱池・ろ過池
　取水された原水は、混和池で薬品を加え殺菌を行い、フロック形成池で小さなゴミを大きな塊にし、沈澱池で
水よりも重くなったフロックを沈下させ、その上の水をろ過池のろ過砂を通過させることで、さらに小さなゴミ
を取り除く工程を経て浄水池へ送る。

集水埋管

着水井

浄水池
送水ポンプ

観音寺送水ポンプ

清山配水池へ

観音寺配水池へ

硫酸バンド・苛性ソーダ

取水ポンプ
汚泥池 天日乾燥床

島田川
伏流水

混和池 沈殿池 ろ過池

塩素

フロック形成池

第２号取水ポンプ所

取水ポンプ１,２号
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財財政政適適正正化化計計画画

強強
化化

計計
画画

経経
営営

基基
盤盤

びび
及及

策策
対対

境境

環環

画画
計計

全全
保保

質質

水水

ササ
ーー

ビビ
スス

向向
上上
計計

画画

びび
及及

策策
対対

害害
災災

画画

計計
理理

管管
維維

持持

画画計計持持維維設設施施

ひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～

2　水道管の現状

　現在、光市内には、浄水場からお客さまのもとまで水を届けるための配水管網が、200km 以

上にわたり張り巡らされており、その維持管理は光市水道局が行っています。

　技術力の進歩とともに、耐久性の強い新しい管種が開発され、新たに布設する管、老朽化に伴

い布設替えする管については、耐久性の強い管種を

布設していくことで配水管網の強化が図られてい

ますが、過去に布設した管については、その耐久性

に不安を抱え、老朽化などによる破損事故が頻発し

ています。

　今後は、基幹配水管を中心に、これらの経年管を

耐久性の強い管種へと計画的に布設替えしていく

ことが求められます。同時に、近年、各地で発生して

いる地震による災害リスクを軽減するため、耐震性

の高い配水管への布設替えも行っていかなければ

なりません。
▲林浄水場から清山配水池へ連絡する送水管

室積村

室積村中国セル ラー

室積無線局

ＪＡふれあいセ ンター

東水 源地

慶 宝寺

室積村

室積気象観測所

室積村

室積七丁目

室積七丁目

池 原自治会館

室積八丁目

室積浦

室積村

高地区 配水池

岩屋公 会堂

西水 源地

西伊 保木公会堂

武田薬品沖田住 宅

室積神田

神田住 宅

東江ノ浦会館

光 市栽培漁 業セ ンター

室積二丁目

西江ノ浦 会館

光 漁業協同組 合
室積郵 便局

室積一丁目

室積出張 所

市営みたらい住宅

室積 駅

室積公民館

ＪＲバス

室積三丁目

室積保育園

室積四丁目

室積五丁目

室積六丁目

汐浜住宅

室積小学校

保育 園

みた らい

室積東ノ庄

白雲 神社

多賀 神社多賀神社

ア ネッ クススポ－ツラン ド

保養センタ ー

光簡易保険

江 浦天満宮

室積村

金刀比 羅神 社

室積大町

松原保育園

松原保育園

光市海浜荘

マリア幼稚園

室積大町

室積西ノ庄

室積沖田

サン・ アビリティー ズ光

室 積圧送 セ ンター

中央 自治 会館

室積中央町

大町住宅

大町会館

室積正木

正木自治会館

室積松原

無線中継局

光地区消防組合

如宝寺

室積市延

新 日鐵水 無瀬寮

千坊台三丁目

千坊台二丁目

千坊台自治 会館

千坊台一丁目

室積新開二丁目

光寿苑

特別養護老人ホ ーム

室 積中学校

新日 鐵住 金ス テン レス（株）

新日 鐵住金ス テンレス（ 株）

島田

光警察署

中央二丁目

中央二丁目中央町自治 会館

光井

武田薬 品工 業（ 株）光 工場

光井三丁目

光井小 学校

中央一丁目

中 国電力光 変電所

光 井

小学校

光井七丁目

光井

光市生涯学習センタ ー

光井公民 館

中央一丁目

光井四丁目

武田薬 品

河 畑寮

光井
光井圧送 センター

光市
総合福社センター

あいぱーく光

岡庄自治会 館

光井三丁目
光市

身体障害者

デイサービスセンター

光井二丁目

副管理棟

武 田薬品冠 山社宅

光井一丁目

室積村

戸仲自 治会館

山 口県ス ポーツ交 流村

新宮自治 会館

室積村

島田

新 日 鐵住金 ステンレ ス（株）

シルトロ ニック ・ ジャパン

島田

新日鐵住金 ス テンレ ス（株）

浅江六丁目

光井倶楽部

光井八丁目

緑 ヶ丘 自 治会 館

緑ヶ丘 団地

光井九丁目

緑 ヶ丘住 宅

野原保 育園

光市文化センター

光市 教育 委員 会

光市スポー ツ館

聖光幼稚 園

中央三丁目

光郵便局

光 市 図書 館

聖光高等学校

中央四丁目

真福寺

光市役所

中央六丁目

中央五丁目

光井

武田記念体 育館

光市総 合体育館

光井五丁目

高畑自治会 館

光井四丁目

武 田薬 品青雲寮

浴自治会 館

青 雲寮

武田薬品

光井五丁目

玉 泉寺

森ケ峠市 営住宅

光井四丁目

光井県営 住宅

山口県立光高 等学校

光井中学 校

金比羅社

光井七丁目

光井六丁目

浄真 寺

室積村

鮎 新自 治会館

三輪

浅江五丁目

虹ヶ浜一丁目
虹ヶ浜三丁目

浅江五丁目

虹ヶ浜二丁目

光 市立光総合 病院

市 営緑町西住宅

老 人ホーム

光 富士白苑

市営高 洲西 住 宅

浅江七丁目

光 市隣保 館

市 営緑町住宅

体育 センタ ー

光勤労者

島田二丁目

島 田市郵 便局

相生自治会館

島田一丁目

光市水道局

愛光園

浅江一丁目

ＪＡ周南光支所

浅江二丁目

ハ ロー ワー ク光

浅江四丁目

浅江ショッピングセンタ ー

新日本製 鐵 （株）

日鐵住金溶 接工業 光工場

浅江南保育園

光市立わ かば児 童館

市 営高洲住 宅

中央 消防 署防災セン ター

光地 区消 防組合消防 本部

島田

光市勤労

青少 年ホーム

光市水 道局配水池

光井

光井

妙見神社

光井

明光自治会 館

岩田
岩田

旭が丘町内会 集会所

善流 寺

岩田

三輪第一

老人憩の家

妙福寺

西畑公会 堂

三輪

三輪

山口県周 南流 域

下 水道 浄 化セン タ ー

虹ヶ丘五丁目

虹ヶ丘七丁目

虹ヶ丘自 治 センター

虹ヶ丘五丁目

虹ヶ丘六丁目

光 市 深山浄 苑

虹ヶ丘

栄 下自 治会館

虹ヶ丘四丁目

幼 児学園

光市立学校給食セ ンター

浅江小 学校

中村町

虹ヶ丘三丁目

中 村自治 会館

虹ヶ丘一丁目

虹 ヶ丘

自 治会館

光市西 部

憩い の家

虹ヶ丘二丁目

浅江三丁目

虹ヶ浜一丁目

周防営業 所

中国ＪＲ バス

虹ヶ浜三丁目

両家県営 住宅

市 営領家台 住宅

木 園自治 会館

島田六丁目ジャ スコ 光 店

木園一丁目

花園一丁目

島田四丁目
光天使幼 稚園

新日 鐵光製鐵 所 浅江 寮

光 市民 ホール

島田 公民館

下 島田事 務 所

ＪＡ周 南

総合 福祉セ ン ター

光勤労者

市営平岡台住 宅

浅江一丁目

浅江二丁目

浅江 郵便 局

島田

大田病 院

市 営東領 家住 宅

しまた川 苑

葵神 社

島田五丁目

島 田小学校

島田三丁目

光井

恩浄寺

岩戸八幡 宮

岩田

岩田第 二

老人憩 の家

やまと 園

特別養 護 老人ホ ーム

上岩田自治会館

浄国寺

三輪集会所

上大塚

集会所

幼稚園

私立三 輪

三輪福 祉会館

貞延 昇沙門 堂

集会所三輪 小学校

市立大和 保育園

やま と台

集 会所

荒神 社

第三老 人憩の家

三輪

浄水場

三 輪第 二老人

大和 簡易水道

憩の 家

小豆尻 住宅

集会所

ポンプ場

潤田マンホ ール

市集 会所

妙見 神 社

浅江

西河内

浅江

願成 院

山口県

ソ フトウェアー センター

連合 自 治 会館

丸山 町 自治会館

大楽寺

保育園

浅江東

宝町

丸山町

浅江

協和町

光協和簡易 郵便 局

和田町

島田七丁目

宮ノ下町

山 口県立光丘高 等学校

三井四丁目

今桝県 営住宅

三井

三井三丁目

三井四丁目

三井

三井一丁目

光市 水道 局林浄水場

中島田三丁目

島田川水 源地

武田薬 品光工場

三井二丁目

雇 用促進 住宅

島田宿舎

岡宮 神 社

島田川水 源地

新日鐵光製 鐵所

中島田二丁目

島田

島田県営住 宅

中島田一丁目

上島田二丁目

上島田三丁目

安養 寺

聖華 保育園

三井六丁目

三井五丁目

光島田郵便局

上島 田小学校

島田支所

ＪＡ周南

島田支所

ＪＡ周南

島田

上島田三丁目

上島田二丁目

島田中学 校

上島田一丁目

立野

立野

島田

中岩田住宅

集会所

岩田小学校

教西寺

センター

大和ス ポーツ

岡原集 会所

シル バー

人材 セン ター

岩田老 人憩の 家

大和農産物

加工センター

鏡守 社

分教 会
天理 教順周

大和 総合病院

センター

大和保 健

大和商工会 館

岩田郵便局

ナ イスケ ア

まほろば光警察 署

大和駐在 所

セン ター
ふれ あい

大和公民館

公会堂

下大塚

岩田

塩田

大 和中学 校大和中学校

給 食センター

塩田

石城苑

救護施設

三輪配水 池

集会 所

共和 町内会

高日神社

石城神社

塩田

塩田

物 部神 社

五十 猛神社

若宮神社

宇和奈神社石城 大師堂

塩田

浅江

浅江

浅江

鶏舎

浅江

和田県営 住宅

丸 山町大気汚染観 測所

丸山町

今桝集 会所

大師 堂

三井一丁目

今桝住 宅

自治会 館

三井三丁目

毘沙門天王

永明寺

雇用促 進事業団アパート

島田

牛舎

岩狩二丁目

岩狩一丁目

下 大原集 会所

三井七丁目

三井八丁目

上島田四丁目

駐在所

上島田警察 官

やよ い幼稚 園三井小 学校

婦人の家
光 市農村

三井五丁目

三井六丁目教 職員 住宅

三井 支所

ＪＡ周 南

和光苑

上島田六丁目

立野

高杉団地

上島田九丁目

山 田中央第 二団地

上島田七丁目

山田中央第一団地

上島田八丁目

立野

島田

人丸神社

上島田五丁目

亀山県営住宅

市営亀山住宅

公会堂

岩田立野

周南 東部環 境

施設組合

正法院

岩田

三輪

蓮光寺

新内 共同集会所

浄泉寺

塩田

周地公民館

塩田

三国志 城

十王公会堂

Ｗ

塩田

正 讃寺

佐 田上集会 所

三井

三井

浅江
満 願寺

龍珠院

分教 会

天理 教虹ヶ浜

三井

常盤会 館

三井

荒神社

光自動車 学校

島田

ＪＲ島田 変電所

束荷

向山文 庫跡

慶見集 会所

束荷
束荷

大和あ けぼの園

大和共同作業 場

光照寺

光照幼稚 園

専修 院

塩田小学 校

塩田公民館

佐田八幡 宮

三井

立野

下小周防 集会所

河野 ヒューム管

養護老人 ホーム周防長養園

西恩寺

立野

束荷

伊藤公資料館

伊藤公 記念館

束荷

来迎寺

束荷神社

束 荷公民 館

束荷

塩田

塩田

鹿之石 上公民館

周防出 張所

周 防公 民館

小周防

ファノス周防 工場

ＪＡ 周南 周防支所

さつき幼 稚園

白王神 社

白王神社

さつき幼稚園

周防警 察官駐在所

ユー メック ス光事業所

小周防

イクヨ山口光工場アロイ光加工センター光営業所

水上 金属 工業

中国工業周防 工場

中国工 業周防工場

旭興産光工場

カンロ ひかり工場

太平パ イル工業

山口唯 永自動 車

小周防

籾乾 燥調整 施設

ＪＡ周 南熊毛

大師堂

小周防

束荷

束荷

ＪＡ周南 農産物

出荷貯蔵施設

ＮＴＴドコモ小周防基地局

光市内の配水管網光市内の配水管網

光市内の地区別水道管布設状況光市内の地区別水道管布設状況

（上水道のみ）

※図の水道管は、口径φ５０㎜以上の送水管及び配水管の合計距離

※その他の水道管は、鋼管・石綿管など

浅江地区

全長 100,930ｍ

浅江地区

全長 100,930ｍ

光井地区

全長 50,140ｍ

光井地区

全長 50,140ｍ

室積地区

全長 52,350ｍ

室積地区

全長 52,350ｍ

大和地区

全長 38,000ｍ

大和地区

全長 38,000ｍ

島田・三井・周防地区

全長 202,790ｍ

島田・三井・周防地区

全長 202,790ｍ

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（62.4％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（62.4％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（47.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（47.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（42.9％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（42.9％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（23.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（23.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（90.8％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（90.8％）

ダクタイル鋳鉄管
（29.5％）（29.5％）

ダクタイル鋳鉄管
（41.9％）

ダクタイル鋳鉄管
（41.9％）

ダクタイル鋳鉄管
（33.7％）

ダクタイル鋳鉄管
（33.7％）

ダクタイル鋳鉄管
（68.8％）

ダクタイル鋳鉄管
（68.8％）

ダクタイル鋳鉄管
（7.4％）

ダクタイル鋳鉄管
（7.4％）

鋳鉄管
（7.1％）

鋳鉄管
（7.1％）

鋳鉄管
（8.9％）

鋳鉄管
（8.9％）

鋳鉄管
（21.8％）

鋳鉄管
（21.8％）

鋳鉄管
（5.3％）

鋳鉄管
（5.3％）

その他
（1.0％）

その他
（1.0％）

その他
（1.5％）

その他
（1.5％）

その他
（1.6％）

その他
（1.6％）

その他
（2.2％）

その他
（2.2％）

その他
（1.8％）

その他
（1.8％）
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未来へ走り続ける光のライフライン 施設維持計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

財財政政適適正正化化計計画画

強強
化化

計計
画画

経経
営営

基基
盤盤

びび
及及

策策
対対

境境

環環

画画
計計

全全
保保

質質

水水

ササ
ーー

ビビ
スス

向向
上上
計計

画画

びび
及及

策策
対対

害害
災災

画画

計計
理理

管管
維維

持持

画画計計持持維維設設施施

ひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～

2　水道管の現状

　現在、光市内には、浄水場からお客さまのもとまで水を届けるための配水管網が、200km 以

上にわたり張り巡らされており、その維持管理は光市水道局が行っています。

　技術力の進歩とともに、耐久性の強い新しい管種が開発され、新たに布設する管、老朽化に伴

い布設替えする管については、耐久性の強い管種を

布設していくことで配水管網の強化が図られてい

ますが、過去に布設した管については、その耐久性

に不安を抱え、老朽化などによる破損事故が頻発し

ています。

　今後は、基幹配水管を中心に、これらの経年管を

耐久性の強い管種へと計画的に布設替えしていく

ことが求められます。同時に、近年、各地で発生して

いる地震による災害リスクを軽減するため、耐震性

の高い配水管への布設替えも行っていかなければ

なりません。
▲林浄水場から清山配水池へ連絡する送水管

室積村

室積村中国セル ラー

室積無線局

ＪＡふれあいセ ンター

東水 源地

慶 宝寺

室積村

室積気象観測所

室積村

室積七丁目

室積七丁目

池 原自治会館

室積八丁目

室積浦

室積村

高地区 配水池

岩屋公 会堂

西水 源地

西伊 保木公会堂

武田薬品沖田住 宅

室積神田

神田住 宅

東江ノ浦会館

光 市栽培漁 業セ ンター

室積二丁目

西江ノ浦 会館

光 漁業協同組 合
室積郵 便局

室積一丁目

室積出張 所

市営みたらい住宅

室積 駅

室積公民館

ＪＲバス

室積三丁目

室積保育園

室積四丁目

室積五丁目

室積六丁目

汐浜住宅

室積小学校

保育 園

みた らい

室積東ノ庄

白雲 神社

多賀 神社多賀神社

ア ネッ クススポ－ツラン ド

保養センタ ー

光簡易保険

江 浦天満宮

室積村

金刀比 羅神 社

室積大町

松原保育園

松原保育園

光市海浜荘

マリア幼稚園

室積大町

室積西ノ庄

室積沖田

サン・ アビリティー ズ光

室 積圧送 セ ンター

中央 自治 会館

室積中央町

大町住宅

大町会館

室積正木

正木自治会館

室積松原

無線中継局

光地区消防組合

如宝寺

室積市延

新 日鐵水 無瀬寮

千坊台三丁目

千坊台二丁目

千坊台自治 会館

千坊台一丁目

室積新開二丁目

光寿苑

特別養護老人ホ ーム

室 積中学校

新日 鐵住 金ス テン レス（株）

新日 鐵住金ス テンレス（ 株）

島田

光警察署

中央二丁目

中央二丁目中央町自治 会館

光井

武田薬 品工 業（ 株）光 工場

光井三丁目

光井小 学校

中央一丁目

中 国電力光 変電所

光 井

小学校

光井七丁目

光井

光市生涯学習センタ ー

光井公民 館

中央一丁目

光井四丁目

武田薬 品

河 畑寮

光井
光井圧送 センター

光市
総合福社センター

あいぱーく光

岡庄自治会 館

光井三丁目
光市

身体障害者

デイサービスセンター

光井二丁目

副管理棟

武 田薬品冠 山社宅

光井一丁目

室積村

戸仲自 治会館

山 口県ス ポーツ交 流村

新宮自治 会館

室積村

島田

新 日 鐵住金 ステンレ ス（株）

シルトロ ニック ・ ジャパン

島田

新日鐵住金 ス テンレ ス（株）

浅江六丁目

光井倶楽部

光井八丁目

緑 ヶ丘 自 治会 館

緑ヶ丘 団地

光井九丁目

緑 ヶ丘住 宅

野原保 育園

光市文化センター

光市 教育 委員 会

光市スポー ツ館

聖光幼稚 園

中央三丁目

光郵便局

光 市 図書 館

聖光高等学校

中央四丁目

真福寺

光市役所

中央六丁目

中央五丁目

光井

武田記念体 育館

光市総 合体育館

光井五丁目

高畑自治会 館

光井四丁目

武 田薬 品青雲寮

浴自治会 館

青 雲寮

武田薬品

光井五丁目

玉 泉寺

森ケ峠市 営住宅

光井四丁目

光井県営 住宅

山口県立光高 等学校

光井中学 校

金比羅社

光井七丁目

光井六丁目

浄真 寺

室積村

鮎 新自 治会館

三輪

浅江五丁目

虹ヶ浜一丁目
虹ヶ浜三丁目

浅江五丁目

虹ヶ浜二丁目

光 市立光総合 病院

市 営緑町西住宅

老 人ホーム

光 富士白苑

市営高 洲西 住 宅

浅江七丁目

光 市隣保 館

市 営緑町住宅

体育 センタ ー

光勤労者

島田二丁目

島 田市郵 便局

相生自治会館

島田一丁目

光市水道局

愛光園

浅江一丁目

ＪＡ周南光支所

浅江二丁目

ハ ロー ワー ク光

浅江四丁目

浅江ショッピングセンタ ー

新日本製 鐵 （株）

日鐵住金溶 接工業 光工場

浅江南保育園

光市立わ かば児 童館

市 営高洲住 宅

中央 消防 署防災セン ター

光地 区消 防組合消防 本部

島田

光市勤労

青少 年ホーム

光市水 道局配水池

光井

光井

妙見神社

光井

明光自治会 館

岩田
岩田

旭が丘町内会 集会所

善流 寺

岩田

三輪第一

老人憩の家

妙福寺

西畑公会 堂

三輪

三輪

山口県周 南流 域

下 水道 浄 化セン タ ー

虹ヶ丘五丁目

虹ヶ丘七丁目

虹ヶ丘自 治 センター

虹ヶ丘五丁目

虹ヶ丘六丁目

光 市 深山浄 苑

虹ヶ丘

栄 下自 治会館

虹ヶ丘四丁目

幼 児学園

光市立学校給食セ ンター

浅江小 学校

中村町

虹ヶ丘三丁目

中 村自治 会館

虹ヶ丘一丁目

虹 ヶ丘

自 治会館

光市西 部

憩い の家

虹ヶ丘二丁目

浅江三丁目

虹ヶ浜一丁目

周防営業 所

中国ＪＲ バス

虹ヶ浜三丁目

両家県営 住宅

市 営領家台 住宅

木 園自治 会館

島田六丁目ジャ スコ 光 店

木園一丁目

花園一丁目

島田四丁目
光天使幼 稚園

新日 鐵光製鐵 所 浅江 寮

光 市民 ホール

島田 公民館

下 島田事 務 所

ＪＡ周 南

総合 福祉セ ン ター

光勤労者

市営平岡台住 宅

浅江一丁目

浅江二丁目

浅江 郵便 局

島田

大田病 院

市 営東領 家住 宅

しまた川 苑

葵神 社

島田五丁目

島 田小学校

島田三丁目

光井

恩浄寺

岩戸八幡 宮

岩田

岩田第 二

老人憩 の家

やまと 園

特別養 護 老人ホ ーム

上岩田自治会館

浄国寺

三輪集会所

上大塚

集会所

幼稚園

私立三 輪

三輪福 祉会館

貞延 昇沙門 堂

集会所三輪 小学校

市立大和 保育園

やま と台

集 会所

荒神 社

第三老 人憩の家

三輪

浄水場

三 輪第 二老人

大和 簡易水道

憩の 家

小豆尻 住宅

集会所

ポンプ場

潤田マンホ ール

市集 会所

妙見 神 社

浅江

西河内

浅江

願成 院

山口県

ソ フトウェアー センター

連合 自 治 会館

丸山 町 自治会館

大楽寺

保育園

浅江東

宝町

丸山町

浅江

協和町

光協和簡易 郵便 局

和田町

島田七丁目

宮ノ下町

山 口県立光丘高 等学校

三井四丁目

今桝県 営住宅

三井

三井三丁目

三井四丁目

三井

三井一丁目

光市 水道 局林浄水場

中島田三丁目

島田川水 源地

武田薬 品光工場

三井二丁目

雇 用促進 住宅

島田宿舎

岡宮 神 社

島田川水 源地

新日鐵光製 鐵所

中島田二丁目

島田

島田県営住 宅

中島田一丁目

上島田二丁目

上島田三丁目

安養 寺

聖華 保育園

三井六丁目

三井五丁目

光島田郵便局

上島 田小学校

島田支所

ＪＡ周南

島田支所

ＪＡ周南

島田

上島田三丁目

上島田二丁目

島田中学 校

上島田一丁目

立野

立野

島田

中岩田住宅

集会所

岩田小学校

教西寺

センター

大和ス ポーツ

岡原集 会所

シル バー

人材 セン ター

岩田老 人憩の 家

大和農産物

加工センター

鏡守 社

分教 会
天理 教順周

大和 総合病院

センター

大和保 健

大和商工会 館

岩田郵便局

ナ イスケ ア

まほろば光警察 署

大和駐在 所

セン ター
ふれ あい

大和公民館

公会堂

下大塚

岩田

塩田

大 和中学 校大和中学校

給 食センター

塩田

石城苑

救護施設

三輪配水 池

集会 所

共和 町内会

高日神社

石城神社

塩田

塩田

物 部神 社

五十 猛神社

若宮神社

宇和奈神社石城 大師堂

塩田

浅江

浅江

浅江

鶏舎

浅江

和田県営 住宅

丸 山町大気汚染観 測所

丸山町

今桝集 会所

大師 堂

三井一丁目

今桝住 宅

自治会 館

三井三丁目

毘沙門天王

永明寺

雇用促 進事業団アパート

島田

牛舎

岩狩二丁目

岩狩一丁目

下 大原集 会所

三井七丁目

三井八丁目

上島田四丁目

駐在所

上島田警察 官

やよ い幼稚 園三井小 学校

婦人の家
光 市農村

三井五丁目

三井六丁目教 職員 住宅

三井 支所

ＪＡ周 南

和光苑

上島田六丁目

立野

高杉団地

上島田九丁目

山 田中央第 二団地

上島田七丁目

山田中央第一団地

上島田八丁目

立野

島田

人丸神社

上島田五丁目

亀山県営住宅

市営亀山住宅

公会堂

岩田立野

周南 東部環 境

施設組合

正法院

岩田

三輪

蓮光寺

新内 共同集会所

浄泉寺

塩田

周地公民館

塩田

三国志 城

十王公会堂

Ｗ

塩田

正 讃寺

佐 田上集会 所

三井

三井

浅江
満 願寺

龍珠院

分教 会

天理 教虹ヶ浜

三井

常盤会 館

三井

荒神社

光自動車 学校

島田

ＪＲ島田 変電所

束荷

向山文 庫跡

慶見集 会所

束荷
束荷

大和あ けぼの園

大和共同作業 場

光照寺

光照幼稚 園

専修 院

塩田小学 校

塩田公民館

佐田八幡 宮

三井

立野

下小周防 集会所

河野 ヒューム管

養護老人 ホーム周防長養園

西恩寺

立野

束荷

伊藤公資料館

伊藤公 記念館

束荷

来迎寺

束荷神社

束 荷公民 館

束荷

塩田

塩田

鹿之石 上公民館

周防出 張所

周 防公 民館

小周防

ファノス周防 工場

ＪＡ 周南 周防支所

さつき幼 稚園

白王神 社

白王神社

さつき幼稚園

周防警 察官駐在所

ユー メック ス光事業所

小周防

イクヨ山口光工場アロイ光加工センター光営業所

水上 金属 工業

中国工業周防 工場

中国工 業周防工場

旭興産光工場

カンロ ひかり工場

太平パ イル工業

山口唯 永自動 車

小周防

籾乾 燥調整 施設

ＪＡ周 南熊毛

大師堂

小周防

束荷

束荷

ＪＡ周南 農産物

出荷貯蔵施設

ＮＴＴドコモ小周防基地局

光市内の配水管網光市内の配水管網

光市内の地区別水道管布設状況光市内の地区別水道管布設状況

（上水道のみ）

※図の水道管は、口径φ５０㎜以上の送水管及び配水管の合計距離

※その他の水道管は、鋼管・石綿管など

浅江地区

全長 100,930ｍ

浅江地区

全長 100,930ｍ

光井地区

全長 50,140ｍ

光井地区

全長 50,140ｍ

室積地区

全長 52,350ｍ

室積地区

全長 52,350ｍ

大和地区

全長 38,000ｍ

大和地区

全長 38,000ｍ

島田・三井・周防地区

全長 202,790ｍ

島田・三井・周防地区

全長 202,790ｍ

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（62.4％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（62.4％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（47.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（47.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（42.9％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（42.9％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（23.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（23.7％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（90.8％）

塩化ビニル・
ポリエチレン管
（90.8％）

ダクタイル鋳鉄管
（29.5％）（29.5％）

ダクタイル鋳鉄管
（41.9％）

ダクタイル鋳鉄管
（41.9％）

ダクタイル鋳鉄管
（33.7％）

ダクタイル鋳鉄管
（33.7％）

ダクタイル鋳鉄管
（68.8％）

ダクタイル鋳鉄管
（68.8％）

ダクタイル鋳鉄管
（7.4％）

ダクタイル鋳鉄管
（7.4％）

鋳鉄管
（7.1％）

鋳鉄管
（7.1％）

鋳鉄管
（8.9％）

鋳鉄管
（8.9％）

鋳鉄管
（21.8％）

鋳鉄管
（21.8％）

鋳鉄管
（5.3％）

鋳鉄管
（5.3％）

その他
（1.0％）

その他
（1.0％）

その他
（1.5％）

その他
（1.5％）

その他
（1.6％）

その他
（1.6％）

その他
（2.2％）

その他
（2.2％）

その他
（1.8％）

その他
（1.8％）
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未来へ走り続ける光のライフライン 施設維持計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ 安定給水のための施設更新計画

1　直面する課題

◆水道管（導水管・送水管・配水管）の経年化および老朽化

　耐 用 年 数 を 過 ぎ た 経 年 水 道 管（法 定 耐 用 年 数 40

年）は、破損の可能性ばかりでなく、赤水（サビ水）の

発生という可能性も増大させます。

　光市では、現在のところ、水道水の水質検査の結果

から、赤水（サビ水）の原因となる金属及びその化合物

は水質基準を大きく下回っており、安全な水道水を供

給していると言えますが、耐用年数を過ぎた経年水道

管は、老朽化などによる破損修理の際に、濁り水の直

接的な原因となるため、経年水道管については、計画

的に布設替えをしていくことが必要となっています。

▲配水管布設替工事における
　経年管（石綿管）撤去の様子

クリプトスポリジウムの微分干渉像　（写真提供：東京都水道局）▲

◆クリプトスポリジウム対策

　近年、いくつかの都市では、従来の浄水方法では殺菌できない「クリプトスポリジウム」という

新たな病原性の原虫が検出されており、各水道事業体は新たな浄水方法

の導入などによる対応を厚生労働省から求められています。　

　光市では、伏流水を取水源としているため、クリプトスポリジ

ウムが検出される可能性はほとんどありませんが、安心・安全な

水を供給するという観点から、新たな浄水設備の設置などによる

対応を検討することが必要となっています。

◆長期的な安定給水の確保

　光市では、伏流水を水源としているため、光市水道事業発足当時から渇水はなく、安定的な給

水を行っています。

　しかし、この伏流水を将来にわたり安定的にお客さまに供給していくためには、水源の状況を

把握することが必要で、地下の水脈調査などを実施し、伏流水の水量や水質などについて注視し

ていかなければなりません。

◆  クリプトスポリジウム
　腸管に感染して下痢を起こす病原微生物。水道水の消毒程度の塩素濃度では殺菌できず、厚生労働省は、濁度
０.１以下であっても、その対策をとることを求めている。

2　目指すべき将来像及び施策

　現在、光市内に布設されている耐用年数を過ぎた経年水道管のうち、基幹配水管を中心に、毎

年度、計画的に布設替えを行い老朽管を解消していくことで、より安定した給水を目指します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

経年水道管の解消

　現時点で耐用年数 (４０年 ) を経過している水道管について、計画的な布設替えを
行っていき、解消します。

　伏流水を水源とする光市に適した、効率的・効果的なクリプトスポリジウム対策施
設を構築します。

　将来も安定した伏流水を取水するため、地下水脈調査を実施します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

1

クリプトスポリジウム対策の UV 照射施設の構築２
施 策

地下水脈調査の実施３
施 策

実　施

実　施

実　施

検　討

検　討

光合成プランベンチマーク２５

『経年化管路率』『経年化管路率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１

P o i n tP o i n t

４１.３ ４１.１ ４０.1 ３７.０ ３３.０ ２９.０

経年化老朽管を毎事業年度５km 更新することにより、本指標の達成を目指す。

『管路延長』 … 管路とは、浄水場へ取水する「導水管」、配水池までの「送水管」、各戸までの

　　　　　　  「配水管」

法定耐用年数を超えた管路延長

管路総延長
× １００ [ ％ ]

　安心・安全な水をお客さまのもとに届けるため、光市に適した、効率的・効果的なクリプトス

ポリジウム対策施設を設置し、水質安全のさらなる強化を図ります。

　将来にわたって、豊かな伏流水を水源とし、より清浄な水道水を提供していくため、地下水脈

調査を実施します。

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 施設維持計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ 安定給水のための施設更新計画

1　直面する課題

◆水道管（導水管・送水管・配水管）の経年化および老朽化

　耐 用 年 数 を 過 ぎ た 経 年 水 道 管（法 定 耐 用 年 数 40

年）は、破損の可能性ばかりでなく、赤水（サビ水）の

発生という可能性も増大させます。

　光市では、現在のところ、水道水の水質検査の結果

から、赤水（サビ水）の原因となる金属及びその化合物

は水質基準を大きく下回っており、安全な水道水を供

給していると言えますが、耐用年数を過ぎた経年水道

管は、老朽化などによる破損修理の際に、濁り水の直

接的な原因となるため、経年水道管については、計画

的に布設替えをしていくことが必要となっています。

▲配水管布設替工事における
　経年管（石綿管）撤去の様子

クリプトスポリジウムの微分干渉像　（写真提供：東京都水道局）▲

◆クリプトスポリジウム対策

　近年、いくつかの都市では、従来の浄水方法では殺菌できない「クリプトスポリジウム」という

新たな病原性の原虫が検出されており、各水道事業体は新たな浄水方法

の導入などによる対応を厚生労働省から求められています。　

　光市では、伏流水を取水源としているため、クリプトスポリジ

ウムが検出される可能性はほとんどありませんが、安心・安全な

水を供給するという観点から、新たな浄水設備の設置などによる

対応を検討することが必要となっています。

◆長期的な安定給水の確保

　光市では、伏流水を水源としているため、光市水道事業発足当時から渇水はなく、安定的な給

水を行っています。

　しかし、この伏流水を将来にわたり安定的にお客さまに供給していくためには、水源の状況を

把握することが必要で、地下の水脈調査などを実施し、伏流水の水量や水質などについて注視し

ていかなければなりません。

◆  クリプトスポリジウム
　腸管に感染して下痢を起こす病原微生物。水道水の消毒程度の塩素濃度では殺菌できず、厚生労働省は、濁度
０.１以下であっても、その対策をとることを求めている。

2　目指すべき将来像及び施策

　現在、光市内に布設されている耐用年数を過ぎた経年水道管のうち、基幹配水管を中心に、毎

年度、計画的に布設替えを行い老朽管を解消していくことで、より安定した給水を目指します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

経年水道管の解消

　現時点で耐用年数 (４０年 ) を経過している水道管について、計画的な布設替えを
行っていき、解消します。

　伏流水を水源とする光市に適した、効率的・効果的なクリプトスポリジウム対策施
設を構築します。

　将来も安定した伏流水を取水するため、地下水脈調査を実施します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

1

クリプトスポリジウム対策の UV 照射施設の構築２
施 策

地下水脈調査の実施３
施 策

実　施

実　施

実　施

検　討

検　討

光合成プランベンチマーク２５

『経年化管路率』『経年化管路率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１

P o i n tP o i n t

４１.３ ４１.１ ４０.1 ３７.０ ３３.０ ２９.０

経年化老朽管を毎事業年度５km 更新することにより、本指標の達成を目指す。

『管路延長』 … 管路とは、浄水場へ取水する「導水管」、配水池までの「送水管」、各戸までの

　　　　　　  「配水管」

法定耐用年数を超えた管路延長

管路総延長
× １００ [ ％ ]

　安心・安全な水をお客さまのもとに届けるため、光市に適した、効率的・効果的なクリプトス

ポリジウム対策施設を設置し、水質安全のさらなる強化を図ります。

　将来にわたって、豊かな伏流水を水源とし、より清浄な水道水を提供していくため、地下水脈

調査を実施します。

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 施設維持計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

３ 施設の耐震化

1　直面する課題

　平成 7 年の阪神淡路大震災、平成 16 年の新潟県中越地震においては、水道・電気・ガスといっ

たライフラインは寸断され、住民の生活に大きな負担をもたらしました。特に、生活用水を確保

す る た め の 手 段 で あ る 水 道 施 設 の 崩 壊 が 住

民生活へ与えた影響は甚大で、より早急な復

旧が求められました。

　地震によって浄水場や配水池、送・配水管

な ど の 基 幹 施 設 が 倒 壊・破 損 し て し ま っ た

場合には、復旧までに多大な時間を要するた

め、基幹施設を耐震化していくことが求めら

れていますが、莫大な水道施設を有する水道

事業においては、施設の耐震化を万全に行っ

ていくことは困難であり、多くの水道事業体

が直面する課題となっています。

　光市水道事業では、近年、水道管の布設及

び布設替えに併せて、耐震性の高い水道管を布設していますが、その布設距離は全体の約 12％

程度に留まっています。

　光市では、過去に大規模な地震を経験したことはありませんが、市内に地震を引き起こす断層

帯が存在するため、万が一、地震が発生した場合においても、その被害を最小限に抑えるため、施

設全般の耐震化を検討していかなければなりません。

▲耐震性の高い水道管として使用するダクタイル鋳鉄管

▲光市水道事業で主に使用している水道管

鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

ＮＳダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管

石綿管

管の名称 解　　　説

鉄・炭素・ケイ素からなる鉄合金。光市では、大口径の基幹水道管布設時に多
く使用してきたが、現在、新設時には使用していない。

鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ強度がある。現在、光
市で最も多く布設されている管種。

伸縮性・離脱防止機能等の継手を有するダクタイル鋳鉄管。耐震性が高く、現
在、光市では、150 ㎜以上の水道管布設時に使用している。

塩化ビニル樹脂を主な原料とし、安定剤・顔料を加え加熱して製造したもの。
光市では、小口径の配水管として使用している。

軽量で、耐寒性・耐衝撃性に優れ、接合時に熱融着による方法を用いることに
より、耐震性を向上させることができる。光市では、小口径配水管、給水管で
使用する。

石綿繊維・硅砂・セメントを水で練り混ぜて製造したもの。耐震性が低く、最
近では人体への影響が問題となり製造が中止されている。現在、光市では、ほ
とんどが撤去されている。

2　目指すべき将来像及び施策

　経年管の更新に併せて、耐震性の高い水道管への布設替えを

行っていくとともに、経年管以外の基幹水道管についても計画

的に耐震化を図っていきます。

　取水から配水まで一貫した施設強化を図るため、第 4 次拡張

事業において更新されなかった基幹施設の更新計画を策定します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

既存水道管・新設管の耐震化の推進

　「安定給水のための施設更新計画」で示した、経年水道管の解消と並行して、耐用年
数を経過していない基幹水道管全般についても、耐震化を促進します。

　取水から配水まで一貫した耐震施設の構築に向けた施設計画を策定します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

４

取水・ろ過・沈澱施設の更新計画策定５
施 策

実　施

実　施

光合成プランベンチマーク２５

『管路の耐震化率』『管路の耐震化率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

2

P o i n tP o i n t

７.９ ８.２ １１.5 １５.０ ２３.０ ３２.０

水道管の布設替時・新設時に、耐震管を布設することにより本指標の達成を目指す。

『耐震管』 … 離脱防止機能付き継手を有するダクタイル鋳鉄管・鋼管、高密度・熱融着継手を

 有するポリエチレン管

耐震管延長

管路総延長
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 施設維持計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

３ 施設の耐震化

1　直面する課題

　平成 7 年の阪神淡路大震災、平成 16 年の新潟県中越地震においては、水道・電気・ガスといっ

たライフラインは寸断され、住民の生活に大きな負担をもたらしました。特に、生活用水を確保

す る た め の 手 段 で あ る 水 道 施 設 の 崩 壊 が 住

民生活へ与えた影響は甚大で、より早急な復

旧が求められました。

　地震によって浄水場や配水池、送・配水管

な ど の 基 幹 施 設 が 倒 壊・破 損 し て し ま っ た

場合には、復旧までに多大な時間を要するた

め、基幹施設を耐震化していくことが求めら

れていますが、莫大な水道施設を有する水道

事業においては、施設の耐震化を万全に行っ

ていくことは困難であり、多くの水道事業体

が直面する課題となっています。

　光市水道事業では、近年、水道管の布設及

び布設替えに併せて、耐震性の高い水道管を布設していますが、その布設距離は全体の約 12％

程度に留まっています。

　光市では、過去に大規模な地震を経験したことはありませんが、市内に地震を引き起こす断層

帯が存在するため、万が一、地震が発生した場合においても、その被害を最小限に抑えるため、施

設全般の耐震化を検討していかなければなりません。

▲耐震性の高い水道管として使用するダクタイル鋳鉄管

▲光市水道事業で主に使用している水道管

鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

ＮＳダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管

石綿管

管の名称 解　　　説

鉄・炭素・ケイ素からなる鉄合金。光市では、大口径の基幹水道管布設時に多
く使用してきたが、現在、新設時には使用していない。

鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ強度がある。現在、光
市で最も多く布設されている管種。

伸縮性・離脱防止機能等の継手を有するダクタイル鋳鉄管。耐震性が高く、現
在、光市では、150 ㎜以上の水道管布設時に使用している。

塩化ビニル樹脂を主な原料とし、安定剤・顔料を加え加熱して製造したもの。
光市では、小口径の配水管として使用している。

軽量で、耐寒性・耐衝撃性に優れ、接合時に熱融着による方法を用いることに
より、耐震性を向上させることができる。光市では、小口径配水管、給水管で
使用する。

石綿繊維・硅砂・セメントを水で練り混ぜて製造したもの。耐震性が低く、最
近では人体への影響が問題となり製造が中止されている。現在、光市では、ほ
とんどが撤去されている。

2　目指すべき将来像及び施策

　経年管の更新に併せて、耐震性の高い水道管への布設替えを

行っていくとともに、経年管以外の基幹水道管についても計画

的に耐震化を図っていきます。

　取水から配水まで一貫した施設強化を図るため、第 4 次拡張

事業において更新されなかった基幹施設の更新計画を策定します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

既存水道管・新設管の耐震化の推進

　「安定給水のための施設更新計画」で示した、経年水道管の解消と並行して、耐用年
数を経過していない基幹水道管全般についても、耐震化を促進します。

　取水から配水まで一貫した耐震施設の構築に向けた施設計画を策定します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

４

取水・ろ過・沈澱施設の更新計画策定５
施 策

実　施

実　施

光合成プランベンチマーク２５

『管路の耐震化率』『管路の耐震化率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

2

P o i n tP o i n t

７.９ ８.２ １１.5 １５.０ ２３.０ ３２.０

水道管の布設替時・新設時に、耐震管を布設することにより本指標の達成を目指す。

『耐震管』 … 離脱防止機能付き継手を有するダクタイル鋳鉄管・鋼管、高密度・熱融着継手を

 有するポリエチレン管

耐震管延長

管路総延長
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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４ 鉛製給水管の解消

1　直面する課題

　多くの水道事業体では、過去に施工が安易であることから、鉛製の給水管を使用することが主

流となっていました。

　しかし、鉛製給水管は、長期にわたって水道水を使用しなかった場合に、わずかに鉛が溶け出

すことで人体への影響が懸念されるということがわかり、数年前から問題となっています。

　光市水道事業においては、昭和 60 年まで鉛製給水管の使用を許可していたため、今なお鉛製

給水管を使用しているところが残っています。

　幸いにも、現状では、鉛及びその化合物の検出量は水質基準値を大きく下回っているため、人

体へ悪影響を及ぼすことはないと考えられますが、長期的な観点から、配水管の布設替えなどに

併せて、鉛製給水管を解消していく事業も考慮していかなければなりません。

▲漏水修理において撤去された鉛製給水管

2　目指すべき将来像及び施策

　鉛製給水管が多く分岐している配水管の布設替えを優先的に行っていくことで、効率的な鉛

製給水管の解消を図っていきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

鉛製給水管使用分布図の作成

　光市内で、鉛製給水管を使用している箇所の分布図を作成し、鉛製給水管が多く分
岐している配水管を把握します。

　鉛製給水管が多く分岐する配水管から優先的に布設替えを行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

６

鉛製給水管分岐配水管の布設替え７
施 策

実　施

実　施

検 討

光合成プランベンチマーク２５

『鉛製給水管率』『鉛製給水管率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

３

P o i n tP o i n t

２６.５ ２６.3 ２６.２ ２４.０ ２１.０ １７.５

鉛製給水管の残存率を示す指標で、計画的に減少させることを目指す。

『鉛製給水管』 … ここでの給水管とは、水道局所有の配水管から分岐する水道メータまでの管

鉛製給水管使用件数

給水件数
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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～光市水道光合成プラン～

４ 鉛製給水管の解消

1　直面する課題

　多くの水道事業体では、過去に施工が安易であることから、鉛製の給水管を使用することが主

流となっていました。

　しかし、鉛製給水管は、長期にわたって水道水を使用しなかった場合に、わずかに鉛が溶け出

すことで人体への影響が懸念されるということがわかり、数年前から問題となっています。

　光市水道事業においては、昭和 60 年まで鉛製給水管の使用を許可していたため、今なお鉛製

給水管を使用しているところが残っています。

　幸いにも、現状では、鉛及びその化合物の検出量は水質基準値を大きく下回っているため、人

体へ悪影響を及ぼすことはないと考えられますが、長期的な観点から、配水管の布設替えなどに

併せて、鉛製給水管を解消していく事業も考慮していかなければなりません。

▲漏水修理において撤去された鉛製給水管

2　目指すべき将来像及び施策

　鉛製給水管が多く分岐している配水管の布設替えを優先的に行っていくことで、効率的な鉛

製給水管の解消を図っていきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

鉛製給水管使用分布図の作成

　光市内で、鉛製給水管を使用している箇所の分布図を作成し、鉛製給水管が多く分
岐している配水管を把握します。

　鉛製給水管が多く分岐する配水管から優先的に布設替えを行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

６

鉛製給水管分岐配水管の布設替え７
施 策

実　施

実　施

検 討

光合成プランベンチマーク２５

『鉛製給水管率』『鉛製給水管率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

３

P o i n tP o i n t

２６.５ ２６.3 ２６.２ ２４.０ ２１.０ １７.５

鉛製給水管の残存率を示す指標で、計画的に減少させることを目指す。

『鉛製給水管』 … ここでの給水管とは、水道局所有の配水管から分岐する水道メータまでの管

鉛製給水管使用件数

給水件数
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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５ 直結給水の利用拡大

1　直面する課題

　光市水道事業では、昭和 20 年の事業開始以来、できるだけ多くの市民のみなさまに水道水を

利用していただくため、水道普及率の向上に努めてきました。

　その結果、平成 7 年には、旧光市

における普及率は 95％を超え、現

在 は 旧 大 和 町 と の 合 併 に よ り、

81.4％ ま で 低 下 し て い る も の の、

平成 21 年に予定している大和簡

易水道の上水道統合により、再び、

90％を超える見込みです。

　こ の よ う に、水 道 事 業 発 足 当 初

の 目 的 で あ る 水 道 普 及 率 の 向 上 に

頭 打 ち が 見 ら れ、よ り 安 心・安 全

な 水 道 水 が 求 め ら れ る よ う に な っ

て き た 現 在 に お い て は、地 域 の 要

望を踏まえながら、未だ、配水管が

布設されていない未普及地域の解消を継続して行っていくとともに、より安心・安全な水道水

を利用していただくために、直結給水の利用拡大を図っていかなければなりません。

具体的な施策具体的な施策
施 策

給水エリア内未普及地域の解消

　第４次拡張事業・簡易水道統合事業での未普及地域解消を推進します。

　清山配水池新タンク増設に伴い、直結給水が可能となったエリアについて、受水槽
からの切り替えの PR を行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

８

直結給水の利用促進９
施 策

実　施

実　施

60

70

80

90

100

H18H14H10H6H2S61S57S53S49S45S41

95.3%95.3%

81.3%81.3%

（％）

旧大和町との合併による普及率の低下

※平成 21 年度の大和簡易水道統合事
　業により、90％以上となる見込み

2　目指すべき将来像及び施策
　地域の要望を踏まえながら、引き続き未普及地域の解消に取り組んでいきます。

　清山配水池の新タンク築造に伴い、直結給水が可能となった地域への直結給水の利用促進を

図っていきます。

▲過去の水道普及率の推移 ▲平成 19 年度に完成した上ヶ原配水タンク（左上）、清山配水タンク（右下）

光合成プランベンチマーク２５

『直結給水率』『直結給水率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

４

P o i n tP o i n t

９４.６ ９４.５ ９４.６ ９４.５ ９５.０ ９６.０

安全性の高い直結給水の割合を示す指標で、受水槽使用者への直結給水切り替えの促進と普及

率の向上により、本指標の達成を目指す。

『直結給水件数』 … 受水槽を介さず、配水管の水圧または直結加圧ポンプにより直結給水され

　　　　　　　　  る給水件数

直結給水件数

給水件数
× １００ [ ％ ]

◆  直結給水
　需要者の必要とする水量、水圧が確保できる場合に、配水管の圧力を利用して給水する方式。

【容量】
　上ヶ原配水タンク（400 ㎥）
　清山配水タンク（6,000 ㎥／１基）

光合成プランベンチマーク
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ひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～

５ 直結給水の利用拡大

1　直面する課題

　光市水道事業では、昭和 20 年の事業開始以来、できるだけ多くの市民のみなさまに水道水を

利用していただくため、水道普及率の向上に努めてきました。

　その結果、平成 7 年には、旧光市

における普及率は 95％を超え、現

在 は 旧 大 和 町 と の 合 併 に よ り、

81.4％ ま で 低 下 し て い る も の の、

平成 21 年に予定している大和簡

易水道の上水道統合により、再び、

90％を超える見込みです。

　こ の よ う に、水 道 事 業 発 足 当 初

の 目 的 で あ る 水 道 普 及 率 の 向 上 に

頭 打 ち が 見 ら れ、よ り 安 心・安 全

な 水 道 水 が 求 め ら れ る よ う に な っ

て き た 現 在 に お い て は、地 域 の 要

望を踏まえながら、未だ、配水管が

布設されていない未普及地域の解消を継続して行っていくとともに、より安心・安全な水道水

を利用していただくために、直結給水の利用拡大を図っていかなければなりません。

具体的な施策具体的な施策
施 策

給水エリア内未普及地域の解消

　第４次拡張事業・簡易水道統合事業での未普及地域解消を推進します。

　清山配水池新タンク増設に伴い、直結給水が可能となったエリアについて、受水槽
からの切り替えの PR を行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

８

直結給水の利用促進９
施 策

実　施

実　施

60

70

80

90

100

H18H14H10H6H2S61S57S53S49S45S41

95.3%95.3%

81.3%81.3%

（％）

旧大和町との合併による普及率の低下

※平成 21 年度の大和簡易水道統合事
　業により、90％以上となる見込み

2　目指すべき将来像及び施策
　地域の要望を踏まえながら、引き続き未普及地域の解消に取り組んでいきます。

　清山配水池の新タンク築造に伴い、直結給水が可能となった地域への直結給水の利用促進を

図っていきます。

▲過去の水道普及率の推移 ▲平成 19 年度に完成した上ヶ原配水タンク（左上）、清山配水タンク（右下）

光合成プランベンチマーク２５

『直結給水率』『直結給水率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

４

P o i n tP o i n t

９４.６ ９４.５ ９４.６ ９４.５ ９５.０ ９６.０

安全性の高い直結給水の割合を示す指標で、受水槽使用者への直結給水切り替えの促進と普及

率の向上により、本指標の達成を目指す。

『直結給水件数』 … 受水槽を介さず、配水管の水圧または直結加圧ポンプにより直結給水され

　　　　　　　　  る給水件数

直結給水件数

給水件数
× １００ [ ％ ]

◆  直結給水
　需要者の必要とする水量、水圧が確保できる場合に、配水管の圧力を利用して給水する方式。

【容量】
　上ヶ原配水タンク（400 ㎥）
　清山配水タンク（6,000 ㎥／１基）

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第２章

災害対策及び維持管理計画災害対策及び維持管理計画

Vision

２ 災害時の備えの充実 51

１ 水道事業における災害の把握、被害予測 49

３ 事故時の迅速な対応の強化及び
日常の維持管理の充実

54

４ 貯水槽水道への指導強化 57

Ⅱ 施 策

～ どんなときでも安心できる給水をし、

　　　　ライフラインとしての責任を果たします ～

▲傾斜板沈殿池

▲薬品注入棟と硫酸バンド貯蔵タンク

▲送水ポンプ

▲高台給水のための加圧施設（西ノ庄）
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第２章

災害対策及び維持管理計画災害対策及び維持管理計画

Vision

２ 災害時の備えの充実 51

１ 水道事業における災害の把握、被害予測 49

３ 事故時の迅速な対応の強化及び
日常の維持管理の充実

54

４ 貯水槽水道への指導強化 57

Ⅱ 施 策

～ どんなときでも安心できる給水をし、

　　　　ライフラインとしての責任を果たします ～

▲傾斜板沈殿池

▲薬品注入棟と硫酸バンド貯蔵タンク

▲送水ポンプ

▲高台給水のための加圧施設（西ノ庄）
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

１ 水道事業における災害の把握、被害予測

1　災害による水道事業への被害

　水道事業においては、浄水場や配

水池などを除き、その施設の大部分

を占める配水管の多くが地中に埋設

されているため、最も脅威となる自

然災害は地震です。

　また、台風や豪雨などについては、

直接的な被害よりもそれらを要因と

した停電や計器故障などによる間接

的な被害が危惧されています。　

　光市における過去の災害事例を見てみると、台風による停電や、集中豪雨による送水管の破損

に伴う広範囲に及ぶ断水が挙げられますが、地震による大きな被害については、半世紀以上にわ

たって経験していません。

　このような経験から、現在、光市では

浄水場の二回線受電による停電時の浄水

場の機能停止というリスク分散や、配水

池タンクの新設による災害時貯留時間の

延 長 な ど の 対 策 を 取 る に 留 ま っ て い ま

す。

　安心・安全な水を安定して給水するという水道事業の使命

を考えると、どのような災害が発生しても安定した給水を行

うため、取水源の二系統化や浄水場への自家発電装置の設置

など、災害に対して万全の体制を整えておく必要があります。

　しかしながら、光市の事業規模を考えた場合、このように全

ての面において万全の体制を確立していくことは困難であるため、過去の災害事例をもとに光

市で起こりえる災害とその被害を予測し、最適な施設強化を図っていくことが重要です。

　また、水道事業にとって最も大きな被害が予測される地震についても、光市では過去にほとん

ど経験がありませんが、市内に地震を引き起こす断層帯が存在するため、施設の耐震化などの最

低限の対策は必要になってきます。

災害の種類 予測される被害

地震【震度３以下】

地震【震度４～５】

地震【震度６以上】

台風

水源への有害物質流入

落雷

給水管破損による漏水

老朽配水管の破損

基幹施設の破損・崩壊

停電による浄水場機能停止

浄水機能を強制的に停止

停電による浄水場機能停止

▲水道事業で予測される災害別の被害

▲山口県における断層帯の概略図

▲山口県における断層帯の評価

▲停電時のリスク分散のための二回線受電

過去の災害における光市水道事業への被害▲

2　光市における過去の災害事例と現状の対策

時期（災害名）

昭和２０年

（大暴風雨）

昭和２５年

（キジア台風）

昭和２６年

（ケート・ルース台風）

昭和５５年

（集中豪雨）

平成５年

（台風１９号）

被　害　内　容

水源池大被害。

（詳細不明）

水道施設への被害。

（詳細不明）

配水池法面崩壊。

岩屋地区配水管大被害。

来州堤決壊により、送水本管破損。1 2 , 0 0 0 世帯

が 2 日間断水状態となる。

塩害で停電となり、浄水場機能が停止し、市内全

域が断水となる。

3　災害に対する今後の考え方

菊川断層菊川断層
岩国断層帯岩国断層帯

光 市光 市

断層の名称 最新活動時期 断層帯の長さ 30 年以内発生確率予想マグニチュード

岩国断層帯

菊川断層帯

7.6 程度 0.03 ～ 2％

7.6 以上 不　明

約 1 万年前

約 8,500 年～
約 2,100 年前

約 44km

（大竹市～周南市）

約 44km
（下関市～響灘）
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

１ 水道事業における災害の把握、被害予測

1　災害による水道事業への被害

　水道事業においては、浄水場や配

水池などを除き、その施設の大部分

を占める配水管の多くが地中に埋設

されているため、最も脅威となる自

然災害は地震です。

　また、台風や豪雨などについては、

直接的な被害よりもそれらを要因と

した停電や計器故障などによる間接

的な被害が危惧されています。　

　光市における過去の災害事例を見てみると、台風による停電や、集中豪雨による送水管の破損

に伴う広範囲に及ぶ断水が挙げられますが、地震による大きな被害については、半世紀以上にわ

たって経験していません。

　このような経験から、現在、光市では

浄水場の二回線受電による停電時の浄水

場の機能停止というリスク分散や、配水

池タンクの新設による災害時貯留時間の

延 長 な ど の 対 策 を 取 る に 留 ま っ て い ま

す。

　安心・安全な水を安定して給水するという水道事業の使命

を考えると、どのような災害が発生しても安定した給水を行

うため、取水源の二系統化や浄水場への自家発電装置の設置

など、災害に対して万全の体制を整えておく必要があります。

　しかしながら、光市の事業規模を考えた場合、このように全

ての面において万全の体制を確立していくことは困難であるため、過去の災害事例をもとに光

市で起こりえる災害とその被害を予測し、最適な施設強化を図っていくことが重要です。

　また、水道事業にとって最も大きな被害が予測される地震についても、光市では過去にほとん

ど経験がありませんが、市内に地震を引き起こす断層帯が存在するため、施設の耐震化などの最

低限の対策は必要になってきます。

災害の種類 予測される被害

地震【震度３以下】

地震【震度４～５】

地震【震度６以上】

台風

水源への有害物質流入

落雷

給水管破損による漏水

老朽配水管の破損

基幹施設の破損・崩壊

停電による浄水場機能停止

浄水機能を強制的に停止

停電による浄水場機能停止

▲水道事業で予測される災害別の被害

▲山口県における断層帯の概略図

▲山口県における断層帯の評価

▲停電時のリスク分散のための二回線受電

過去の災害における光市水道事業への被害▲

2　光市における過去の災害事例と現状の対策

時期（災害名）

昭和２０年

（大暴風雨）

昭和２５年

（キジア台風）

昭和２６年

（ケート・ルース台風）

昭和５５年

（集中豪雨）

平成５年

（台風１９号）

被　害　内　容

水源池大被害。

（詳細不明）

水道施設への被害。

（詳細不明）

配水池法面崩壊。

岩屋地区配水管大被害。

来州堤決壊により、送水本管破損。1 2 , 0 0 0 世帯

が 2 日間断水状態となる。

塩害で停電となり、浄水場機能が停止し、市内全

域が断水となる。

3　災害に対する今後の考え方

菊川断層菊川断層
岩国断層帯岩国断層帯

光 市光 市

断層の名称 最新活動時期 断層帯の長さ 30 年以内発生確率予想マグニチュード

岩国断層帯

菊川断層帯

7.6 程度 0.03 ～ 2％

7.6 以上 不　明

約 1 万年前

約 8,500 年～
約 2,100 年前

約 44km

（大竹市～周南市）

約 44km
（下関市～響灘）
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ 災害時の備えの充実

1　直面する課題
　災害に対する備えとしては、災害に強い施設の構築といったハード面での備えと災害発生後

の迅速・的確な対応の強化といったソフト面での備えに分けることができます。

　光市では、現在のところ、給水車やポリタンク・ポリパックによる

応急給水により、緊急時の生活に必要な水の確保に努めていますが、

広 範 囲 に わ た り 給 水 で き な く な っ た 場 合 に は、現 状

の方法では対応しきれません。

　ライフラインである水の確保という観点からすれ

ば、災害により、水道施設が被害を受けて蛇口へ水を

届 け る こ と が で き な く な っ た 場 合 に、い か に 迅 速・

的 確 に、生 活 に 必 要 な 水 を 供 給 で き る か が 重 要 で あ

り、そのための体制づくりが求められています。▲非常給水用ポリパック・ポリタンク

▲災害時における各関連団体との連携図

2　目指すべき将来像及び施策
　災害発生後の迅速・的確な対応を可能にするための取り組みとして、給水拠点マップの作成、

関連団体との連携強化、職員の災害対応能力の向上、災害用備品の確保を図っていきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

給水拠点マップの作成１０
　災害時における給水拠点 ( 避難場所・重要施設 ) を把握し、適時適所に給水ができ
る体制を確立します。

　各種備蓄品 ( 応急給水用ポリタンンク・ポリパック、修繕用材料 ) を適正に管理し、
かつ計画的に蓄えます。

　関連団体との協約を締結し、連携体制を強化します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

各種備蓄品の適正管理

施 策

災害時における関連団体との連携強化

施 策

実　施

実　施

実　施

１１

１２

光
市
水
道
局

光 　 　 市

光 地 区 消 防 組 合

近  隣  都  市

そ の 他 の 都 市

管 工 事 協 同 組 合

大  手  企  業

中  国  電  力

住 民 の 避 難 状 況 の 情 報 提 供 の 要 請

災 害 時 の 大 規 模 拠 点 へ の 配 水 の 協 力

災 害 時 の 材 料 の 調 達 等

災 害 時 の 応 急 給 水 の 要 請

災 害 時 の 応 急 給 水 の 要 請

緊 急 時 の 節 水 の 協 力

停 電 時 の 浄 水 場 電 力 の 優 先 的 復 旧 の 要 請

光合成プランベンチマーク２５

『災害時必要水量確保率』『災害時必要水量確保率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

５

P o i n tP o i n t

７.２ ７.４ １１.３ １５.０ ２０.０ ３０.０

災害時の応急給水用備品の備蓄状況を示す指標で、将来的には１００％となるよう、計画的に

増加させることを目指す。

※この指標では、災害時の一人一日当たり最低確保飲料水を３Ｌとした。

『給水用備蓄品』 … 災害時に使用できる可搬ポリパック（６Ｌ）、ポリタンク（２０Ｌ）、車載

　　　　　　　　  用タンク（１,０００Ｌ）など

給水用備蓄品の総容量

（ 行政区域内人口 × ３Ｌ ）
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ 災害時の備えの充実

1　直面する課題
　災害に対する備えとしては、災害に強い施設の構築といったハード面での備えと災害発生後

の迅速・的確な対応の強化といったソフト面での備えに分けることができます。

　光市では、現在のところ、給水車やポリタンク・ポリパックによる

応急給水により、緊急時の生活に必要な水の確保に努めていますが、

広 範 囲 に わ た り 給 水 で き な く な っ た 場 合 に は、現 状

の方法では対応しきれません。

　ライフラインである水の確保という観点からすれ

ば、災害により、水道施設が被害を受けて蛇口へ水を

届 け る こ と が で き な く な っ た 場 合 に、い か に 迅 速・

的 確 に、生 活 に 必 要 な 水 を 供 給 で き る か が 重 要 で あ

り、そのための体制づくりが求められています。▲非常給水用ポリパック・ポリタンク

▲災害時における各関連団体との連携図

2　目指すべき将来像及び施策
　災害発生後の迅速・的確な対応を可能にするための取り組みとして、給水拠点マップの作成、

関連団体との連携強化、職員の災害対応能力の向上、災害用備品の確保を図っていきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

給水拠点マップの作成１０
　災害時における給水拠点 ( 避難場所・重要施設 ) を把握し、適時適所に給水ができ
る体制を確立します。

　各種備蓄品 ( 応急給水用ポリタンンク・ポリパック、修繕用材料 ) を適正に管理し、
かつ計画的に蓄えます。

　関連団体との協約を締結し、連携体制を強化します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

各種備蓄品の適正管理

施 策

災害時における関連団体との連携強化

施 策

実　施

実　施

実　施

１１

１２

光
市
水
道
局

光 　 　 市

光 地 区 消 防 組 合

近  隣  都  市

そ の 他 の 都 市

管 工 事 協 同 組 合

大  手  企  業

中  国  電  力

住 民 の 避 難 状 況 の 情 報 提 供 の 要 請

災 害 時 の 大 規 模 拠 点 へ の 配 水 の 協 力

災 害 時 の 材 料 の 調 達 等

災 害 時 の 応 急 給 水 の 要 請

災 害 時 の 応 急 給 水 の 要 請

緊 急 時 の 節 水 の 協 力

停 電 時 の 浄 水 場 電 力 の 優 先 的 復 旧 の 要 請

光合成プランベンチマーク２５

『災害時必要水量確保率』『災害時必要水量確保率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

５

P o i n tP o i n t

７.２ ７.４ １１.３ １５.０ ２０.０ ３０.０

災害時の応急給水用備品の備蓄状況を示す指標で、将来的には１００％となるよう、計画的に

増加させることを目指す。

※この指標では、災害時の一人一日当たり最低確保飲料水を３Ｌとした。

『給水用備蓄品』 … 災害時に使用できる可搬ポリパック（６Ｌ）、ポリタンク（２０Ｌ）、車載

　　　　　　　　  用タンク（１,０００Ｌ）など

給水用備蓄品の総容量

（ 行政区域内人口 × ３Ｌ ）
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

　水道施設の大部分を占める配水管の多くは地中に埋設されているため、あらかじめ漏水事故

を予測することには限界があります。さらに、市内各所に張り巡らされた配水管網の多くが耐用

年 数の 経 過に 伴 う 老朽 化 を 迎え て

おり、漏水事故の発生する可能性も

年々増え続けています。

　一方で、近年、様々な業務のデジ

タル化が進んでおり、配水管網の情

報 につ い ても デ ー タベ ー ス 化し て

管 理す る マッ ピ ン グシ ス テ ムの 開

発によって、これまで図面を一枚一

枚調べて確認していた断水範囲や断水件数、埋設管の詳細

なデータを瞬時に把握することが可能となり、漏水修理に

伴う断水を行う際の断水件数を最小限に抑えるための操作

バ ル ブ の 特 定 や 断 水 時 間 短 縮 な ど 大 き な 効 果 を 得 て い ま

す。

　このような現状を踏まえて、漏水事故を未然に防ぐ取り組みと並行して、新たなシステムの導

入による漏水事故の早期の復旧にも取り組んでいかなければなりません。

清山配水池　　（２７,0００㎥）

上ヶ原配水池　（４００㎥）

大和配水池　　（１,５００㎥）

観音寺配水池　（１,１００㎥）
千坊台配水池　（５６５㎥）

各配水池の最大容量各配水池の最大容量

光市水道局

上ヶ原配水池上ヶ原配水池

千坊台配水池千坊台配水池

観音寺配水池観音寺配水池

大和配水池
（建設予定）
大和配水池

（建設予定）

清山配水池
（光市水道局内）

清山配水池
（光市水道局内） ▲配水管に設置している

　仕切弁（左）、消火栓（右）

▲配水管破損による修理の様子

３ 事故時の迅速な対応の強化及び日常の維持管理の充実

1　直面する課題

2　目指すべき将来像及び施策

　漏水事故の未然の防止策として、日常的

な施設の維持管理の充実化を図るととも

に、業務の効率化、断水時間の短縮による

お客さまサービスの向上という観点から、

マッピングシステムの導入について検討

を行っていきます。

　直営の修理部門を抱えていないことか

ら、修理業者の技術力の向上を図るととも

に、監督・指導体制の強化を図ります。

給水拠点・重要施設への給水イメージ給水拠点・重要施設への給水イメージ

▲防災訓練における給水活動の様子
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

　水道施設の大部分を占める配水管の多くは地中に埋設されているため、あらかじめ漏水事故

を予測することには限界があります。さらに、市内各所に張り巡らされた配水管網の多くが耐用

年 数の 経 過に 伴 う 老朽 化 を 迎え て

おり、漏水事故の発生する可能性も

年々増え続けています。

　一方で、近年、様々な業務のデジ

タル化が進んでおり、配水管網の情

報 につ い ても デ ー タベ ー ス 化し て

管 理す る マッ ピ ン グシ ス テ ムの 開

発によって、これまで図面を一枚一

枚調べて確認していた断水範囲や断水件数、埋設管の詳細

なデータを瞬時に把握することが可能となり、漏水修理に

伴う断水を行う際の断水件数を最小限に抑えるための操作

バ ル ブ の 特 定 や 断 水 時 間 短 縮 な ど 大 き な 効 果 を 得 て い ま

す。

　このような現状を踏まえて、漏水事故を未然に防ぐ取り組みと並行して、新たなシステムの導

入による漏水事故の早期の復旧にも取り組んでいかなければなりません。

清山配水池　　（２７,0００㎥）

上ヶ原配水池　（４００㎥）

大和配水池　　（１,５００㎥）

観音寺配水池　（１,１００㎥）
千坊台配水池　（５６５㎥）

各配水池の最大容量各配水池の最大容量

光市水道局

上ヶ原配水池上ヶ原配水池

千坊台配水池千坊台配水池

観音寺配水池観音寺配水池

大和配水池
（建設予定）
大和配水池

（建設予定）

清山配水池
（光市水道局内）

清山配水池
（光市水道局内） ▲配水管に設置している

　仕切弁（左）、消火栓（右）

▲配水管破損による修理の様子

３ 事故時の迅速な対応の強化及び日常の維持管理の充実

1　直面する課題

2　目指すべき将来像及び施策

　漏水事故の未然の防止策として、日常的

な施設の維持管理の充実化を図るととも

に、業務の効率化、断水時間の短縮による

お客さまサービスの向上という観点から、

マッピングシステムの導入について検討

を行っていきます。

　直営の修理部門を抱えていないことか

ら、修理業者の技術力の向上を図るととも

に、監督・指導体制の強化を図ります。

給水拠点・重要施設への給水イメージ給水拠点・重要施設への給水イメージ

▲防災訓練における給水活動の様子
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

具体的な施策具体的な施策
施 策

漏水事故を未然に防ぐための施設点検１３

　修理業者への研修会を開催し、技術力の向上による修理の迅速化を図ります。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

マッピングシステム導入の検討

施 策

修理業者の技術力の向上と監督・指導体制の強化

施 策

実　施

導　入

検　討

検　討

１４

１５

実　施

光合成プランベンチマーク２５

『断水時間』『断水時間』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

６

P o i n tP o i n t

０.０５ ０.0３ ０.０１

水道事故・災害時に、修理に要した時間を示す指標で、迅速な復旧を目指す。

『断水時間』 … 水道管破損等の修理において、仕切弁操作により給水を停止し、修理終了後に

　　　　　　  通水するまでの時間（一回あたりの平均）

『断水戸数』 … 上記の修理時に、給水が停止となった戸数

『給水戸数』 … 光市水道事業から給水する全戸数

給水戸数

断水時間 × 断水戸数
[ 時間 ]

デ ー タ な し

光合成プランベンチマーク２５

『バルブ点検率』『バルブ点検率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

７

P o i n tP o i n t

１０.０ １０.０ １０.０

事故時の断水範囲拡大抑制のため、日常の維持管理として、「バルブ」の点検を定期的に行う

ことを目指す。

『バルブ』 … 管路中で水の流れを制御する「仕切弁」、管路中に混入した空気を排出する「空気 

　　　　　  弁」、濁水等を排出させるための「ドレン弁」

点検したバルブ数

総バルブ設置数
× １００ [ ％ ]

デ ー タ な し

▲新潟県中越地震により破損した水道管復旧の様子（写真提供：新潟市水道局）

光合成プランベンチマーク 光合成プランベンチマーク

ひかりかがやく水のまちひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～～光市水道光合成プラン～
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

具体的な施策具体的な施策
施 策

漏水事故を未然に防ぐための施設点検１３

　修理業者への研修会を開催し、技術力の向上による修理の迅速化を図ります。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

マッピングシステム導入の検討

施 策

修理業者の技術力の向上と監督・指導体制の強化

施 策

実　施

導　入

検　討

検　討

１４

１５

実　施

光合成プランベンチマーク２５

『断水時間』『断水時間』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

６

P o i n tP o i n t

０.０５ ０.0３ ０.０１

水道事故・災害時に、修理に要した時間を示す指標で、迅速な復旧を目指す。

『断水時間』 … 水道管破損等の修理において、仕切弁操作により給水を停止し、修理終了後に

　　　　　　  通水するまでの時間（一回あたりの平均）

『断水戸数』 … 上記の修理時に、給水が停止となった戸数

『給水戸数』 … 光市水道事業から給水する全戸数

給水戸数

断水時間 × 断水戸数
[ 時間 ]

デ ー タ な し

光合成プランベンチマーク２５

『バルブ点検率』『バルブ点検率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

７

P o i n tP o i n t

１０.０ １０.０ １０.０

事故時の断水範囲拡大抑制のため、日常の維持管理として、「バルブ」の点検を定期的に行う

ことを目指す。

『バルブ』 … 管路中で水の流れを制御する「仕切弁」、管路中に混入した空気を排出する「空気 

　　　　　  弁」、濁水等を排出させるための「ドレン弁」

点検したバルブ数

総バルブ設置数
× １００ [ ％ ]

デ ー タ な し

▲新潟県中越地震により破損した水道管復旧の様子（写真提供：新潟市水道局）

光合成プランベンチマーク 光合成プランベンチマーク

ひかりかがやく水のまちひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～～光市水道光合成プラン～
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

４ 貯水槽水道への指導強化

1　直面する課題

　受水槽方式による給水の抱える衛生面の課題を解消することを主な目的として、平成 13 年

に水道法が改正され、「貯水槽水道」という用語が新たに定義されるとともに、貯水槽水道に関す

る責任区分の明確化が図られ、その管理は設置者自らが責任を持って行うこととされました。

　この改正が行われるまでは、容量が 10 ㎥以下の受水槽を設置している小規模貯水槽水道に

ついては、法律上の根拠規定がなかったため、水道局は、水道水を供給する立場でありながら、関

与することができませんでしたが、この改正により、貯水槽水道設置者に対して適切な管理方法

などの指導・助言を行うことが可能となりました。

　そのため、水源から蛇口までおいしい水を届けるという観点から、使用者、設置者に対する情

報提供を行っていくなどして、積極的に関与していくことが求められています。

受 水 槽受 水 槽配水管配水管 各給水栓各給水栓

水道局の管理水道局の管理 設置者（建物の所有者）の管理設置者（建物の所有者）の管理

▲水道局と受水槽設置者の責任分岐点

家庭用に設置してある小規模貯水槽

▲

2　目指すべき将来像及び施策

　貯水槽水道の管理方法、清掃、検査などに関する

情報を積極的に提供していくとともに、小規模貯

水槽水道の設置場所を把握し、定期的な立ち入り

検査を実施します。

◆  小規模貯水槽水道
　水道事業から供給されている水のみを水源とする１０㎥以下の受水槽を有する施設など。

具体的な施策具体的な施策
施 策

貯水槽水道への定期的な検査の実施１６
　受水槽設置者検査チェック表を作成し、確実に検査を行える体制を確立します。
　また、受水槽設置者に対して２年に１回の立入検査を実施します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

実　施検 討

光合成プランベンチマーク２５

『貯水槽水道指導率』『貯水槽水道指導率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

８

P o i n tP o i n t

０.０ ５.１ ０.０ ２５.０ ５０.０ ５０.０

定期的な貯水槽水道指導を行い、最終的に２年に１回の立入検査を目指す。

『指導件数』 … 水道局が作成したチェック表に基づき、受水槽設置者に対して立入検査を行っ

　　　　　　  た件数

貯水槽水道指導件数

貯水槽水道総件数
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 災害対策及び維持管理計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

４ 貯水槽水道への指導強化

1　直面する課題

　受水槽方式による給水の抱える衛生面の課題を解消することを主な目的として、平成 13 年

に水道法が改正され、「貯水槽水道」という用語が新たに定義されるとともに、貯水槽水道に関す

る責任区分の明確化が図られ、その管理は設置者自らが責任を持って行うこととされました。

　この改正が行われるまでは、容量が 10 ㎥以下の受水槽を設置している小規模貯水槽水道に

ついては、法律上の根拠規定がなかったため、水道局は、水道水を供給する立場でありながら、関

与することができませんでしたが、この改正により、貯水槽水道設置者に対して適切な管理方法

などの指導・助言を行うことが可能となりました。

　そのため、水源から蛇口までおいしい水を届けるという観点から、使用者、設置者に対する情

報提供を行っていくなどして、積極的に関与していくことが求められています。

受 水 槽受 水 槽配水管配水管 各給水栓各給水栓

水道局の管理水道局の管理 設置者（建物の所有者）の管理設置者（建物の所有者）の管理

▲水道局と受水槽設置者の責任分岐点

家庭用に設置してある小規模貯水槽

▲

2　目指すべき将来像及び施策

　貯水槽水道の管理方法、清掃、検査などに関する

情報を積極的に提供していくとともに、小規模貯

水槽水道の設置場所を把握し、定期的な立ち入り

検査を実施します。

◆  小規模貯水槽水道
　水道事業から供給されている水のみを水源とする１０㎥以下の受水槽を有する施設など。

具体的な施策具体的な施策
施 策

貯水槽水道への定期的な検査の実施１６
　受水槽設置者検査チェック表を作成し、確実に検査を行える体制を確立します。
　また、受水槽設置者に対して２年に１回の立入検査を実施します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

実　施検 討

光合成プランベンチマーク２５

『貯水槽水道指導率』『貯水槽水道指導率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

８

P o i n tP o i n t

０.０ ５.１ ０.０ ２５.０ ５０.０ ５０.０

定期的な貯水槽水道指導を行い、最終的に２年に１回の立入検査を目指す。

『指導件数』 … 水道局が作成したチェック表に基づき、受水槽設置者に対して立入検査を行っ

　　　　　　  た件数

貯水槽水道指導件数

貯水槽水道総件数
× １００ [ ％ ]

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第３章

環境対策及び水質保全計画環境対策及び水質保全計画

Vision

１ 水源涵養林の取得 61

２ 島田川流域の保全 64

３ おいしい水のコーディネート 65

４ 環境負荷の軽減 68

Ⅱ 施 策

▲島田川中流域（周東町）

～ 環境にやさしく、

　　将来も絶やすことのない水循環を目指します ～
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第３章

環境対策及び水質保全計画環境対策及び水質保全計画

Vision

１ 水源涵養林の取得 61

２ 島田川流域の保全 64

３ おいしい水のコーディネート 65

４ 環境負荷の軽減 68

Ⅱ 施 策

▲島田川中流域（周東町）

～ 環境にやさしく、

　　将来も絶やすことのない水循環を目指します ～

60



未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

　地上に降った雨や雪は、山地の森林土壌に蓄えられ、一部は蒸発し、一部は地下水となって地

中を流れていき、大部分はゆっくりと地表と、地表近くの地中から川へと流れ込んでいきます。

川の水はやがて海へと流れ込んでいき、海水は太陽の熱で水蒸気となり雲を形成し、雨や雪と

なって再び地上に戻ってきます。

　このような地球が育んだ水資源の恩恵を受けて水を供給している水道事業においては、地球

上の限りある資源である水を将来にわたり守り続け

ていくため、健全な水循環の確保に努めなければな

りません。

　島田川の恵まれた伏流水を水源とする光市の水道

事業は、まさに、こ

の 水 循 環 の 恩 恵 を

受けており、光の良

質 な 水 を 次 世 代 に

引 き 継 い で い く た

めにも、将来も絶や

す こ と の な い 水 循

環 の 構 築 に 向 け た

取 り 組 み が 求 め ら

れています。

島田川源流（旧由宇町清水）
　▲島田川上流域支流（黒岩峡）

　▲光市伏流水（原水）と島田川表流水の水質の比較（平成 18 年度年間平均値）

▲

水質検査項目 基準値 光市伏流水 島田川表流水

フッ素及びその化合物（mg/L）

鉄及びその化合物（mg/L）

ナトリウム及びその化合物（mg/L）

マンガン及びその化合物（mg/L）

pH 値

濁度（度）

一般細菌（1mL 中）

カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）

0.16

0.06

8.8

0.017

6.87

0.1

24

35.2

0.17

0.24

7.7

0.036

7.40

4.8

2,883

31.5

0.8 以下

0.3 以下

200 以下

0.05 以下

5.8 ～ 8.6

2 以下

100 個以下

300 以下

◆  水源涵養林
　雨を土壌に浸透・吸収させて水源を保ち、併せて河川の流量を調整するための森林。

2　目指すべき将来像及び施策

　島田川の伏流水という恵まれた水源を将来にわたって守り

続けていくために、流域山林の荒廃を抑制するとともに、流域

森林の水源涵養機能の維持・回復・向上を図ります。

　流域の現状把握、取得森林の選定、取得後の維持管理等を決

定する、有識者・関係団体を含んだ審議会を設置し、水源涵養

林育成に取り組んでいきます。

　より多くのみなさまに水源涵養機能についての知識

を深めてもらうため、積極的に啓発活動を行ってい

きます。

画

具体的な施策具体的な施策
施 策

水源涵養林取得に向けた審議会の立ち上げ１７
　有識者・関係団体を含んだ審議会を設置し、水源涵養林の取得に向けた検討を行い、
維持管理の方法についても検討を行います。また、流域の現状を把握するため、島田
川本流・支流の森林の樹木分布、荒廃度を示した島田川流域森林マップを作成します。

　水源涵養林に対する市民の関心度を高めるため、様々な手法を用いて、PR 活動を
行います。また、取得した森林を、次世代の子ども達の学習の場として活用します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

１８ 水源涵養林に対する意識啓発活動の強化

施 策

検討 設置・検討

涵養林維持管理・啓発活動

森林取得

啓発活動

水源涵養林取得のための

組織体制のイメージ

水源涵養林取得のための

組織体制のイメージ

財政適正化計画

強
化

計
画

経
営

基
盤

サ
ー

ビ
ス

向
上
計

画

び
及

策
対

害
災

画

計
理

管
維

持

画計持維設施

び
及

策
対

境

環

計
全

保
質

水１ 水源涵養林の取得
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

　地上に降った雨や雪は、山地の森林土壌に蓄えられ、一部は蒸発し、一部は地下水となって地

中を流れていき、大部分はゆっくりと地表と、地表近くの地中から川へと流れ込んでいきます。

川の水はやがて海へと流れ込んでいき、海水は太陽の熱で水蒸気となり雲を形成し、雨や雪と

なって再び地上に戻ってきます。

　このような地球が育んだ水資源の恩恵を受けて水を供給している水道事業においては、地球

上の限りある資源である水を将来にわたり守り続け

ていくため、健全な水循環の確保に努めなければな

りません。

　島田川の恵まれた伏流水を水源とする光市の水道

事業は、まさに、こ

の 水 循 環 の 恩 恵 を

受けており、光の良

質 な 水 を 次 世 代 に

引 き 継 い で い く た

めにも、将来も絶や

す こ と の な い 水 循

環 の 構 築 に 向 け た

取 り 組 み が 求 め ら

れています。

島田川源流（旧由宇町清水）
　▲島田川上流域支流（黒岩峡）

　▲光市伏流水（原水）と島田川表流水の水質の比較（平成 18 年度年間平均値）

▲

水質検査項目 基準値 光市伏流水 島田川表流水

フッ素及びその化合物（mg/L）

鉄及びその化合物（mg/L）

ナトリウム及びその化合物（mg/L）

マンガン及びその化合物（mg/L）

pH 値

濁度（度）

一般細菌（1mL 中）

カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）

0.16

0.06

8.8

0.017

6.87

0.1

24

35.2

0.17

0.24

7.7

0.036

7.40

4.8

2,883

31.5

0.8 以下

0.3 以下

200 以下

0.05 以下

5.8 ～ 8.6

2 以下

100 個以下

300 以下

◆  水源涵養林
　雨を土壌に浸透・吸収させて水源を保ち、併せて河川の流量を調整するための森林。

2　目指すべき将来像及び施策

　島田川の伏流水という恵まれた水源を将来にわたって守り

続けていくために、流域山林の荒廃を抑制するとともに、流域

森林の水源涵養機能の維持・回復・向上を図ります。

　流域の現状把握、取得森林の選定、取得後の維持管理等を決

定する、有識者・関係団体を含んだ審議会を設置し、水源涵養

林育成に取り組んでいきます。

　より多くのみなさまに水源涵養機能についての知識

を深めてもらうため、積極的に啓発活動を行ってい

きます。

画

具体的な施策具体的な施策
施 策

水源涵養林取得に向けた審議会の立ち上げ１７
　有識者・関係団体を含んだ審議会を設置し、水源涵養林の取得に向けた検討を行い、
維持管理の方法についても検討を行います。また、流域の現状を把握するため、島田
川本流・支流の森林の樹木分布、荒廃度を示した島田川流域森林マップを作成します。

　水源涵養林に対する市民の関心度を高めるため、様々な手法を用いて、PR 活動を
行います。また、取得した森林を、次世代の子ども達の学習の場として活用します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

１８ 水源涵養林に対する意識啓発活動の強化

施 策

検討 設置・検討

涵養林維持管理・啓発活動

森林取得

啓発活動

水源涵養林取得のための

組織体制のイメージ

水源涵養林取得のための

組織体制のイメージ
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『取水量１㎥当たりの水源保全及び維持管理投資額』『取水量１㎥当たりの水源保全及び維持管理投資額』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

９

P o i n tP o i n t

０.００.０ ０.０ ０.０ １.５ ０.６

水源涵養林取得に向け、計画期間の前期で審議会により取得の検討を行った後、森林を取得す

ることとし、以後、維持管理体制の確立を目指す。

※ここでの水源保全とは、将来にわたる伏流水の安定取水のための水源流域の森林取得に要し

　た費用及び取得した森林の維持管理経費の総和

水源保全に投資した費用

その流域からの取水量
[ 円 /㎥ ]

２ 島田川流域の保全

　光市の水道事業は、島田川の恵まれた伏流水の恩恵を受け、

良質な水を供給してきましたが、近年、伏流水の取水量が減少

しており、その動向が危惧されているところです。

　その一方で、島田川の水質については、現在のと

ころ、過去 15 年の水質検査結果からは大きな数値

的変化は見られず、清浄な状態を保っていると言え

ま す。し か し な が ら、自 然 環 境 は 一 度 悪 化 す る と、

その回復は容易ではなく、元の状態に戻るまでに長

い時間を必要とするため、まだ汚染が進んでいない

今のうちから、島田川流域の保全に向けた継続的な

取り組みを行っていくことが必要です。

1　直面する課題

2　目指すべき将来像及び施策

　島田川流域の汚染を抑制するため、流域施設の把握、定期的な巡視を行います。

　市民のみなさまとともに、流域の自然環境の一貫した保全活動に取り組んでいきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

島田川流域施設マップの作成１９
　流域行政から情報収集を行い、流域施設・産業マップを作成し、汚染抑制に向けた
取り組みを行います。

　島田川流域での不法投棄、汚染を抑制するため、定期的な流域の巡視を行います。

　毎年、水道週間に市民を巻き込んだ清掃活動を行うとともに、水道や環境について
の学習会を行っていきます。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

島田川巡視マニュアルの作成

施 策

流域クリーンアップの開催

施 策

作 成

検討・作成

検 討

２０

２１

実　施

検 討 実　施

▲林浄水場付近の島田川の風景

◆  水道週間
　水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るための期間で、毎年６月１日
から６月７日までの１週間。

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『取水量１㎥当たりの水源保全及び維持管理投資額』『取水量１㎥当たりの水源保全及び維持管理投資額』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

９

P o i n tP o i n t

０.００.０ ０.０ ０.０ １.５ ０.６

水源涵養林取得に向け、計画期間の前期で審議会により取得の検討を行った後、森林を取得す

ることとし、以後、維持管理体制の確立を目指す。

※ここでの水源保全とは、将来にわたる伏流水の安定取水のための水源流域の森林取得に要し

　た費用及び取得した森林の維持管理経費の総和

水源保全に投資した費用

その流域からの取水量
[ 円 /㎥ ]

２ 島田川流域の保全

　光市の水道事業は、島田川の恵まれた伏流水の恩恵を受け、

良質な水を供給してきましたが、近年、伏流水の取水量が減少

しており、その動向が危惧されているところです。

　その一方で、島田川の水質については、現在のと

ころ、過去 15 年の水質検査結果からは大きな数値

的変化は見られず、清浄な状態を保っていると言え

ま す。し か し な が ら、自 然 環 境 は 一 度 悪 化 す る と、

その回復は容易ではなく、元の状態に戻るまでに長

い時間を必要とするため、まだ汚染が進んでいない

今のうちから、島田川流域の保全に向けた継続的な

取り組みを行っていくことが必要です。

1　直面する課題

2　目指すべき将来像及び施策

　島田川流域の汚染を抑制するため、流域施設の把握、定期的な巡視を行います。

　市民のみなさまとともに、流域の自然環境の一貫した保全活動に取り組んでいきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

島田川流域施設マップの作成１９
　流域行政から情報収集を行い、流域施設・産業マップを作成し、汚染抑制に向けた
取り組みを行います。

　島田川流域での不法投棄、汚染を抑制するため、定期的な流域の巡視を行います。

　毎年、水道週間に市民を巻き込んだ清掃活動を行うとともに、水道や環境について
の学習会を行っていきます。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

島田川巡視マニュアルの作成

施 策

流域クリーンアップの開催

施 策

作 成

検討・作成

検 討

２０

２１

実　施

検 討 実　施

▲林浄水場付近の島田川の風景

◆  水道週間
　水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るための期間で、毎年６月１日
から６月７日までの１週間。
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

◆  環境基本計画
　光市において、自然敬愛の精神と環境基本条例の理念に基づいた具体的施策を展開し、豊かな自然環境を後世
まで引き継ぐために、環境行政の観点から策定された計画。

1　直面する課題

　今回、本ビジョンの策定にあたって実施した市民アンケートでは、上水道使用者のうち、約

1/4 のお客さまが水道水の水質に不安を抱えているという結果が得られた一方で、環境基本計

画の策定にあたって実施された市民アンケートでは、光市の優位性のひとつとして「水道水のお

いしさ」が挙げられました。

　島田川の伏流水を水源とする光市の水道水は、現在のところ、良質な水質を保っており、「さら

なるおいしい水道水の追求」に向けた取り組みを行っていくことが必要です。

蒸発残留物 30 ～ 200
（mg/L）

主にミネラルの含有量を示し、量が多いと苦味、
渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるま
ろやかな味がする。

硬度 10 ～ 100
（mg/L）

ミネラルの中で量的に多い、カルシウム・マグネ
シウム蒸発残留物の含有量を示し、高度の低い水
は、癖がなく、高いと好き嫌いがでる。（カルシウ
ム・マグネシウムが多い水は苦味を増す。）

遊離炭酸
3 ～ 30
（mg/L）

水にさわやかな味を与えるが、多いと刺激が強く
なる。

水質項目 要　件 光市の数値項目の内容説明

臭気度 3 以下
水源の状況により、様々な臭いがつくと、不快な
味がする。

残留塩素
0.4 以下
（mg/L）

水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味を悪く
する。

水温
20 以下
（℃）

夏に水温が高くなると、あまりおいしく感じられ
ない。冷やすことにより、よりおいしく飲める。

過マンガン酸
カリウム消費量

3 以下
（mg/L）

有機物量を示し、多いと渋味をつけ、多量に含む
と塩素の消費量に影響して、水の味を損なう。

厚生労働省が示した『おいしい水の７項目』厚生労働省が示した『おいしい水の７項目』

※光市の数値は、平成 19 年 3 月の数値（虹ヶ浜給水栓）

2　目指すべき将来像及び施策

　今以上においしい水をお客さまに届けるため、”さらなるおいしい水道水の追求 ”に向けた取

り組みとして、「おいしい水の 7 項目」のうち、「水温」、「残留塩素」について、一年を通して常に

高い水準で、水道水を供給できる体制を構築します。

月 水温 (℃) 残留塩素 (mg/L)

４月 1 8 . 5 2 . 0

５月 1 9 . 2 2 . 5

８月 2 2 . 4 1 . 8

. . . . . . . . . . . . . .

光市内の定期的測定スポットの決定光市内の定期的測定スポットの決定

水温・残留塩素の定期的測定の実施水温・残留塩素の定期的測定の実施

測定結果測定結果

残留塩素 0.2 以上の検出残留塩素 0.2 以上の検出
水温 20℃以上の検出水温 20℃以上の検出

塩素滞留解消のための管網整備

検出地域の配水管へ断熱材装着等

おいしい水達成プロジェクトおいしい水達成プロジェクト

残留塩素に対する対策残留塩素に対する対策

水温に対する対策水温に対する対策

具体的な施策具体的な施策
施 策

一年を通じての残留塩素０.２以下、水温２０℃以下の達成２２
　各地区に定期的測定箇所を決定し、残留塩素が０.１以上０.２以下が達成できない
地区については、管網整備により、水循環を高めて塩素の滞留を解消します。
　また、水温２０℃以下が達成できていない地区については、当該地区の配水管に断
熱材を巻くなど、様々な手法を用いて水温対策を行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検　討 実　施

13.7

63
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0

0.2

1

3 おいしい水のコーディネート
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

◆  環境基本計画
　光市において、自然敬愛の精神と環境基本条例の理念に基づいた具体的施策を展開し、豊かな自然環境を後世
まで引き継ぐために、環境行政の観点から策定された計画。

1　直面する課題

　今回、本ビジョンの策定にあたって実施した市民アンケートでは、上水道使用者のうち、約

1/4 のお客さまが水道水の水質に不安を抱えているという結果が得られた一方で、環境基本計

画の策定にあたって実施された市民アンケートでは、光市の優位性のひとつとして「水道水のお

いしさ」が挙げられました。

　島田川の伏流水を水源とする光市の水道水は、現在のところ、良質な水質を保っており、「さら

なるおいしい水道水の追求」に向けた取り組みを行っていくことが必要です。

蒸発残留物 30 ～ 200
（mg/L）

主にミネラルの含有量を示し、量が多いと苦味、
渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるま
ろやかな味がする。

硬度 10 ～ 100
（mg/L）

ミネラルの中で量的に多い、カルシウム・マグネ
シウム蒸発残留物の含有量を示し、高度の低い水
は、癖がなく、高いと好き嫌いがでる。（カルシウ
ム・マグネシウムが多い水は苦味を増す。）

遊離炭酸
3 ～ 30
（mg/L）

水にさわやかな味を与えるが、多いと刺激が強く
なる。

水質項目 要　件 光市の数値項目の内 容説 明

臭気度 3 以下
水源の状況により、様々な臭いがつくと、不快な
味がする。

残留塩素
0.4 以下
（mg/L）

水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味を悪く
する。

水温
20 以下
（℃）

夏に水温が高くなると、あまりおいしく感じられ
ない。冷やすことにより、よりおいしく飲める。

過マンガン酸
カリウム消費量

3 以下
（mg/L）

有機物量を示し、多いと渋味をつけ、多量に含む
と塩素の消費量に影響して、水の味を損なう。

厚生労働省が示した『おいしい水の７項目』厚生労働省が示した『おいしい水の７項目』

※光市の数値は、平成 19 年 3 月の数値（虹ヶ浜給水栓）

2　目指すべき将来像及び施策

　今以上においしい水をお客さまに届けるため、”さらなるおいしい水道水の追求 ”に向けた取

り組みとして、「おいしい水の 7 項目」のうち、「水温」、「残留塩素」について、一年を通して常に

高い水準で、水道水を供給できる体制を構築します。

月 水温 (℃) 残留塩素 (mg/L)

４月 1 8 . 5 2 . 0

５月 1 9 . 2 2 . 5

８月 2 2 . 4 1 . 8

. . . . . . . . . . . . . .

光市内の定期的測定スポットの決定光市内の定期的測定スポットの決定

水温・残留塩素の定期的測定の実施水温・残留塩素の定期的測定の実施

測定結果測定結果

残留塩素 0.2 以上の検出残留塩素 0.2 以上の検出
水温 20℃以上の検出水温 20℃以上の検出

塩素滞留解消のための管網整備

検出地域の配水管へ断熱材装着等

おいしい水達成プロジェクトおいしい水達成プロジェクト

残留塩素に対する対策残留塩素に対する対策

水温に対する対策水温に対する対策

具体的な施策具体的な施策
施 策

一年を通じての残留塩素０.２以下、水温２０℃以下の達成２２
　各地区に定期的測定箇所を決定し、残留塩素が０.１以上０.２以下が達成できない
地区については、管網整備により、水循環を高めて塩素の滞留を解消します。
　また、水温２０℃以下が達成できていない地区については、当該地区の配水管に断
熱材を巻くなど、様々な手法を用いて水温対策を行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検　討 実　施

13.7

63

35

5

0

0.2

1

3 おいしい水のコーディネート
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『給水栓年間残留塩素平均値』『給水栓年間残留塩素平均値』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１０

P o i n tP o i n t

０.２００.２ ０.２ ０.２ ０.２０ ０.２０

さらなるおいしい水道水の達成に向け、必要最低限の消毒を行い、カルキ臭抑制を目指す。

※指標は、平均値を用いるが、取り組みとしては、年間１回でも０.２以上にならないことを目

　標とする。また、過去の数値は小数点以下第１位までのみの算出であったが、ベンチマーク

　は小数点第２位まで算出する。

給水栓年間残留塩素平均値 [ mg/L ]

光合成プランベンチマーク２５

『給水栓年間水温平均値』『給水栓年間水温平均値』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１１

P o i n tP o i n t

２０.０２４.５ ２４.６ ２５.５ ２０.０ ２０.０

さらなるおいしい水道水の達成に向け、一年を通して蛇口からの水道水の水温が２０℃以下に

なることを目指す。

※ここで用いる平均値は、比較的温度が上昇する６月から１０月までの平均値とする。

給水栓年間水温平均値 [ ℃ ]

４ 環境負荷の軽減

1　直面する課題

　近年、地球温暖化をはじめとする様々な環境問題が世界規模

でクローズアップされており、人々の環境に対する関心が高ま

り を 見 せ る と と も に、各 企 業 が 競 う よ

う に、環 境 に 目 を 向 け た 社 会 活 動 に 取

り組んでいます。

　水 道 事 業 の 多 く は 企 業 的 な 性 格 を 有

す る 公 営 企 業 と し て 経 営 さ れ て お り、

地 球 が 育 ん だ 水 資 源 の 恩 恵 を 受 け て 水

を 供 給 し て い る こ と か ら、一 企 業 と し

て の 環 境 に 配 慮 し た 取 り 組 み を 行 っ て

いくことが求められています。

　安心・安全な水の安定給水を基本に、可能な限り環境に配慮した取り組みを行っていきます。

使用量（単位）

3,630,898（kWh）

7,870（L）

22（kg）

電   力

ガ ソ リ ン

L P G

13,071,232

272,302

1,104

13,344,638－計

エネルギー換算（MJ)

▲光市水道事業におけるエネルギー消費量（平成１８年度）

2　目指すべき将来像及び施策

具体的な施策具体的な施策
施 策

公用車の低燃費化２３
　環境負荷軽減のため、公用車取り替え時に、低燃費車を購入します。

　水道事業の消費エネルギーのほとんどが電力であるため、最も電力を消費する施設
である林浄水場のポンプ運転の効率化を図ります。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

２４ 効率的なポンプ運転

施 策

実　施

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

実　施
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未来へ走り続ける光のライフライン 環境対策及び水質保全計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『給水栓年間残留塩素平均値』『給水栓年間残留塩素平均値』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１０

P o i n tP o i n t

０.２００.２ ０.２ ０.２ ０.２０ ０.２０

さらなるおいしい水道水の達成に向け、必要最低限の消毒を行い、カルキ臭抑制を目指す。

※指標は、平均値を用いるが、取り組みとしては、年間１回でも０.２以上にならないことを目

　標とする。また、過去の数値は小数点以下第１位までのみの算出であったが、ベンチマーク

　は小数点第２位まで算出する。

給水栓年間残留塩素平均値 [ mg/L ]

光合成プランベンチマーク２５

『給水栓年間水温平均値』『給水栓年間水温平均値』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１１

P o i n tP o i n t

２０.０２４.５ ２４.６ ２５.５ ２０.０ ２０.０

さらなるおいしい水道水の達成に向け、一年を通して蛇口からの水道水の水温が２０℃以下に

なることを目指す。

※ここで用いる平均値は、比較的温度が上昇する６月から１０月までの平均値とする。

給水栓年間水温平均値 [ ℃ ]

４ 環境負荷の軽減

1　直面する課題

　近年、地球温暖化をはじめとする様々な環境問題が世界規模

でクローズアップされており、人々の環境に対する関心が高ま

り を 見 せ る と と も に、各 企 業 が 競 う よ

う に、環 境 に 目 を 向 け た 社 会 活 動 に 取

り組んでいます。

　水 道 事 業 の 多 く は 企 業 的 な 性 格 を 有

す る 公 営 企 業 と し て 経 営 さ れ て お り、

地 球 が 育 ん だ 水 資 源 の 恩 恵 を 受 け て 水

を 供 給 し て い る こ と か ら、一 企 業 と し

て の 環 境 に 配 慮 し た 取 り 組 み を 行 っ て

いくことが求められています。

　安心・安全な水の安定給水を基本に、可能な限り環境に配慮した取り組みを行っていきます。

使用量（単位）

3,630,898（kWh）

7,870（L）

22（kg）

電   力

ガ ソ リ ン

L P G

13,071,232

272,302

1,104

13,344,638－計

エネルギー換算（MJ)

▲光市水道事業におけるエネルギー消費量（平成１８年度）

2　目指すべき将来像及び施策

具体的な施策具体的な施策
施 策

公用車の低燃費化２３
　環境負荷軽減のため、公用車取り替え時に、低燃費車を購入します。

　水道事業の消費エネルギーのほとんどが電力であるため、最も電力を消費する施設
である林浄水場のポンプ運転の効率化を図ります。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

２４ 効率的なポンプ運転

施 策

実　施

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

実　施

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク

画

財政適正化計画

強
化

計
画

経
営

基
盤

サ
ー

ビ
ス

向
上

計

画

び
及

策
対

害
災

画

計
理

管
維

持

画計持維設施
び

及
策

対
境

環

計
全

保
質

水

68

光
市
水
道
事
業

の
あ
ゆ
み

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

の
実
施

災
害
対
策
及
び

維
持
管
理
計
画

環
境
対
策
及
び

水
質
保
全
計
画

光
市
水
道
事
業
の

目
指
す
べ
き
方
向
性

ビ
ジ
ョ
ン
の
全
体
像

サ
ー
ビ
ス
向
上
計
画

経
営
基
盤
強
化
計
画

財
政
適
正
化
計
画

施
策
全
体
の
ま
と
め

資　

料　

編

施
設
維
持
計
画



未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第４章

サービス向上計画サービス向上計画

Vision

１ 直接飲用度の向上 71

２ お客さまの意見の受け入れ態勢の確立 73

３ 水道事業の透明性の確保及び
理解度の向上

75

４ 水道サービスの拡大 77

Ⅱ 施 策

～ お客さまの声に耳を傾け、

　　満足度の高いクリーンな水道を目指します ～

光合成プランベンチマーク２５

『配水量１㎥当たり消費エネルギー』『配水量１㎥当たり消費エネルギー』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１２

P o i n tP o i n t

１.２０１.２６ １.１２ １.２２ １.１５ １.１０

環境負荷軽減に向けた取り組みの成果を示す指標で、企業としての環境に対する貢献を目指す。

『全施設での総エネルギー』

 … 水道事業の所有する全施設（事務所も含む）の取水から給水までの全エネルギー使用量

全施設での総エネルギー

年間総配水量
[ MJ/㎥ ]

▲取水ポンプ（第 2 取水）

光合成プランベンチマーク
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第４章

サービス向上計画サービス向上計画

Vision

１ 直接飲用度の向上 71

２ お客さまの意見の受け入れ態勢の確立 73

３ 水道事業の透明性の確保及び
理解度の向上

75

４ 水道サービスの拡大 77

Ⅱ 施 策

～ お客さまの声に耳を傾け、

　　満足度の高いクリーンな水道を目指します ～

光合成プランベンチマーク２５

『配水量１㎥当たり消費エネルギー』『配水量１㎥当たり消費エネルギー』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１２

P o i n tP o i n t

１.２０１.２６ １.１２ １.２２ １.１５ １.１０

環境負荷軽減に向けた取り組みの成果を示す指標で、企業としての環境に対する貢献を目指す。

『全施設での総エネルギー』

 … 水道事業の所有する全施設（事務所も含む）の取水から給水までの全エネルギー使用量

全施設での総エネルギー

年間総配水量
[ MJ/㎥ ]

▲取水ポンプ（第 2 取水）

光合成プランベンチマーク
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

▲水道水とミネラルウォーターの
　検査基準の比較（mg/L）

▲周南都市水道水質検査センターでの
　水質検査の様子

2　目指すべき将来像及び施策

◆  水質基準
　生涯にわたって連続的に摂取しても、人の健康に影響が生じない水準を基として、安全性を十分に考慮して設
定された「健康に関連する項目」３１項目と、水道水として生活利用上、あるいは水道施設の管理上障害が生ず
る恐れのない水準を基として設定された「水道水が有すべき性状に関連する項目」２０項目からなり、すべての
項目で基準値に適合していなければならない。

カドミウム

鉛

ヒ素

ホウ素

フッ素

亜鉛

マンガン

有機物

その他の基準項目数

0.01

0.01

0.01

1.00

0.80

1.00

0.05

5.00

4３項目

0.01

0.05

0.05

30.00

2.00

5.00

2.00

12.00

10 項目

水道水
【水質基準】

ミネラルウォーター

【原料水基準】
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

▲水道水とミネラルウォーターの
　検査基準の比較（mg/L）

▲周南都市水道水質検査センターでの
　水質検査の様子

2　目指すべき将来像及び施策

◆  水質基準
　生涯にわたって連続的に摂取しても、人の健康に影響が生じない水準を基として、安全性を十分に考慮して設
定された「健康に関連する項目」３１項目と、水道水として生活利用上、あるいは水道施設の管理上障害が生ず
る恐れのない水準を基として設定された「水道水が有すべき性状に関連する項目」２０項目からなり、すべての
項目で基準値に適合していなければならない。

カドミウム

鉛

ヒ素

ホウ素

フッ素

亜鉛

マンガン

有機物

その他の基準項目数

0.01

0.01

0.01

1.00

0.80

1.00

0.05

5.00

4３項目

0.01

0.05

0.05

30.00

2.00

5.00

2.00

12.00

10 項目

水道水
【水質基準】

ミネラルウォーター

【原料水基準】
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未来へ走り続ける光のライフライン サービス向上計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ お客さまの意見の受け入れ態勢の確立

1　直面する課題

　これまでの水道事業は、水道普及率の向上、水質の衛生管理強化といった、全ての事業体に共

通する目標に向かって事業に取り組んできました。

　しかし、全国で 97.2％以上の水道普及率を達成し、蛇口をひねると水が出ることが当たり前

となった現在、お客さまニーズは多様化し、地

域 に よ っ て 水 道 事 業 が 果 た す べ き 役 割 も 少 し

ずつ変わってきました。

　こ の よ う な 状 況 の な か、重 要 な ラ イ フ ラ イ

ン で あ る 水 を 提 供 す る 公 共 機 関 の ひ と つ と し

て、地 域 ニ ー ズ を 反 映 し た 事 業 を 行 っ て い く

た め、ま ず は お 客 さ ま ニ ー ズ を 把 握 で き る 仕

組 み を 構 築 し て い く こ と が 求 め ら れ て い ま

す。

2　目指すべき将来像及び施策

　定期的にアンケートを実施し、お客さまの意見・要望を把握することで、お客さまが関心を示

すような水道事業を目指します。

　お客さまから苦情が寄せられた場合には、その都度文書として記録・精査し、職員全員が問題

意識を共有化し、改善できる仕組みを構築します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

定期的なアンケートの実施２６
　お客さまの要望や「水道事業について知りたいこと」を把握できるようアンケート
を実施し、ホームページや広報を通じて説明責任を果たすことにより、関心度の向上
を目指します。

　苦情処理の対応を強化するため、各部署において「お客さま意見簿」を設置し、職
員全体が問題意識を共有化し、改善できる仕組みを構築します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

２７ お客さま意見簿の設置

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検 討

検 討 実　施

定 期 的 実 施

光合成プランベンチマーク２５

『アンケート回収率』『アンケート回収率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１４

P o i n tP o i n t

４８.８ ５０.０ ６０.０

水道事業に対する関心度を測る指標であり、日常の PR 活動により、アンケート回収率の向上

を目指す。

『有効回答数』 … アンケートの設問に対して、設問どおり答えた数

『有効配布数』 … 郵送したアンケートのうち、氏名・住所などの間違い、または転居等で返送

　　　　　　　  されたアンケートを除くものの総数

アンケート有効回答数

アンケート有効配布数
[ ％ ]× １００

デ ー タ な し

光合成プランベンチマーク２５

『水道サービスに対する苦情割合』『水道サービスに対する苦情割合』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１５

P o i n tP o i n t

１.０ １.０ ０.５

職員が、お客さまからの苦情を確実に管理することを目的とした指標で、計画期間開始５年間

で、苦情処理の対応強化を図り、将来的に苦情が少ない事業体を目指す。

『苦情』 … お客さまが期待した水道サービスとの相違点など、お客さまが水道事業に対して持

　　　　  つ不満のうち、窓口に直接来訪、電話、文書、メール等によって水道事業者に伝え

　　　　  られ、文書として記録されたもの

水道サービス苦情件数

給水件数
[ 件 /１０００人 ]× １０００

デ ー タ な し

▲料金受付窓口の様子

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン サービス向上計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ お客さまの意見の受け入れ態勢の確立

1　直面する課題

　これまでの水道事業は、水道普及率の向上、水質の衛生管理強化といった、全ての事業体に共

通する目標に向かって事業に取り組んできました。

　しかし、全国で 97.2％以上の水道普及率を達成し、蛇口をひねると水が出ることが当たり前

となった現在、お客さまニーズは多様化し、地

域 に よ っ て 水 道 事 業 が 果 た す べ き 役 割 も 少 し

ずつ変わってきました。

　こ の よ う な 状 況 の な か、重 要 な ラ イ フ ラ イ

ン で あ る 水 を 提 供 す る 公 共 機 関 の ひ と つ と し

て、地 域 ニ ー ズ を 反 映 し た 事 業 を 行 っ て い く

た め、ま ず は お 客 さ ま ニ ー ズ を 把 握 で き る 仕

組 み を 構 築 し て い く こ と が 求 め ら れ て い ま

す。

2　目指すべき将来像及び施策

　定期的にアンケートを実施し、お客さまの意見・要望を把握することで、お客さまが関心を示

すような水道事業を目指します。

　お客さまから苦情が寄せられた場合には、その都度文書として記録・精査し、職員全員が問題

意識を共有化し、改善できる仕組みを構築します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

定期的なアンケートの実施２６
　お客さまの要望や「水道事業について知りたいこと」を把握できるようアンケート
を実施し、ホームページや広報を通じて説明責任を果たすことにより、関心度の向上
を目指します。

　苦情処理の対応を強化するため、各部署において「お客さま意見簿」を設置し、職
員全体が問題意識を共有化し、改善できる仕組みを構築します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

２７ お客さま意見簿の設置

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検 討

検 討 実　施

定 期 的 実 施

光合成プランベンチマーク２５

『アンケート回収率』『アンケート回収率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１４

P o i n tP o i n t

４８.８ ５０.０ ６０.０

水道事業に対する関心度を測る指標であり、日常の PR 活動により、アンケート回収率の向上

を目指す。

『有効回答数』 … アンケートの設問に対して、設問どおり答えた数

『有効配布数』 … 郵送したアンケートのうち、氏名・住所などの間違い、または転居等で返送

　　　　　　　  されたアンケートを除くものの総数

アンケート有効回答数

アンケート有効配布数
[ ％ ]× １００

デ ー タ な し

光合成プランベンチマーク２５

『水道サービスに対する苦情割合』『水道サービスに対する苦情割合』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１５

P o i n tP o i n t

１.０ １.０ ０.５

職員が、お客さまからの苦情を確実に管理することを目的とした指標で、計画期間開始５年間

で、苦情処理の対応強化を図り、将来的に苦情が少ない事業体を目指す。

『苦情』 … お客さまが期待した水道サービスとの相違点など、お客さまが水道事業に対して持

　　　　  つ不満のうち、窓口に直接来訪、電話、文書、メール等によって水道事業者に伝え

　　　　  られ、文書として記録されたもの

水道サービス苦情件数

給水件数
[ 件 /１０００人 ]× １０００

デ ー タ な し

▲料金受付窓口の様子

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

2　目指すべき将来像及び施策

▲光市水道局のホームページ
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

2　目指すべき将来像及び施策

▲光市水道局のホームページ
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第５章

経営基盤強化計画経営基盤強化計画

Vision

１ 新たな経営形態の模索・検討 79

２ 人材育成による専門性の確保 80

３ 効率的な事業運営 83

Ⅱ 施 策

～ 水道サービスを発展・継承し、お客さまに

　　　信頼される高水準な水道事業を目指します ～

４ 水道サービスの拡大

1　直面する課題

　ライフスタイルの変化などにより、水道サービスに対するお客様のニーズは多種・多様化し

ており、大規模な水道事業体では水道料金のコンビニエンスストア支払いやクレジットカード

支払い、インターネットによる各種受付などの新たなサービスを実施しています。その一方で、

市町村単位で運営される小規模な事業体の多くは、新たなサービスの導入がお客さまの利便性

の向上につながることは理解していながらも、費用面などに問題を抱え、安易に導入に踏み切れ

ないのが現状です。

　今回の市民アンケートの結果から、光市においては、料金支払い方法の選択肢拡大を望んでい

るお客さまは、全体の約 4.4％しかいないという結果が得られ、新たな支払い方法の導入に緊急

性はないと考えています。

　しかしながら、水道サービスの拡大という観点からは、料金の支払い方法の選択肢拡大による

お客さまの水道料金の支払い機会の充実化が求められるのは当然であり、投資費用とその効果

のバランスを測りながら、光市に見合ったサービスを模索していくことが必要となっています。

2　目指すべき将来像及び施策

　お客さまの利便性の向上を最優先に考慮しながら、水道料金の支払い機会の充実をはじめと

した新たな水道サービスの拡大について、投資費用とその効果のバランスを測りながら検討し

ていきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

料金支払方法の選択肢拡大の検討３１
　お客さま利便性の向上のため、窓口時間の延長、コンビニ・クレジットカード払い
など、費用対効果を考慮し、検討します。

　下水道使用料金の同時徴収を行うことにより、公共料金窓口としての機能を拡大し
ます。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

３２ 下水道使用料金の同時徴収の実施

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検　討

検討 実　施

77



未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第５章

経営基盤強化計画経営基盤強化計画

Vision

１ 新たな経営形態の模索・検討 79

２ 人材育成による専門性の確保 80

３ 効率的な事業運営 83

Ⅱ 施 策

～ 水道サービスを発展・継承し、お客さまに

　　　信頼される高水準な水道事業を目指します ～

４ 水道サービスの拡大

1　直面する課題

　ライフスタイルの変化などにより、水道サービスに対するお客様のニーズは多種・多様化し

ており、大規模な水道事業体では水道料金のコンビニエンスストア支払いやクレジットカード

支払い、インターネットによる各種受付などの新たなサービスを実施しています。その一方で、

市町村単位で運営される小規模な事業体の多くは、新たなサービスの導入がお客さまの利便性

の向上につながることは理解していながらも、費用面などに問題を抱え、安易に導入に踏み切れ

ないのが現状です。

　今回の市民アンケートの結果から、光市においては、料金支払い方法の選択肢拡大を望んでい

るお客さまは、全体の約 4.4％しかいないという結果が得られ、新たな支払い方法の導入に緊急

性はないと考えています。

　しかしながら、水道サービスの拡大という観点からは、料金の支払い方法の選択肢拡大による

お客さまの水道料金の支払い機会の充実化が求められるのは当然であり、投資費用とその効果

のバランスを測りながら、光市に見合ったサービスを模索していくことが必要となっています。

2　目指すべき将来像及び施策

　お客さまの利便性の向上を最優先に考慮しながら、水道料金の支払い機会の充実をはじめと

した新たな水道サービスの拡大について、投資費用とその効果のバランスを測りながら検討し

ていきます。

具体的な施策具体的な施策
施 策

料金支払方法の選択肢拡大の検討３１
　お客さま利便性の向上のため、窓口時間の延長、コンビニ・クレジットカード払い
など、費用対効果を考慮し、検討します。

　下水道使用料金の同時徴収を行うことにより、公共料金窓口としての機能を拡大し
ます。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

３２ 下水道使用料金の同時徴収の実施

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検　討

検討 実　施
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

民間的経営手法 解　　　説 他都市の導入例

従来型委託業務
水道事業の所管する業務の一部を民間企業などに委託するこ
とで、水道法上の責任は、委託した業務の全般にわたって指
揮監督権を有する水道事業者にある。

【横浜市水道局】
  電話受付業務

第三者委託制度

従来型委託業務より広い範囲で水道の管理に関する技術上の
業務の全部または一部を他の水道事業者や民間企業などに委
託できる制度で、委託された業務についての水道法上の責任
は受託者にある。

【三次市水道局・
  田布施・平生水道企業団】
  浄水施設等維持管理業務

指定管理者制度

民間の能力を活用し、住民サービスの向上や経費の削減など
を図るために、地方公共団体が指定する法人、その他の団体
に公共施設である水道施設の管理権限を委託して、管理運営
を行わせる制度。

【高山市水道部】
  簡易水道事業施設の
  管理業務

独立行政法人

水道事業の一定の業務・事業について、自律的・弾力的な業
務運営を可能にするとともに、その業務・事業の実績を第三
者委員会が適切に事後評価を行うことにより、事務の効率性
やサービス水準の向上を図るために、地方公共団体が法人格
を有する団体を設立し、その団体に当該業務・事業を行わせ
る制度。

【水道事業での
  導入例はナシ】

PFI 事業

公共施設である水道施設の建設、維持管理、運営などについ
て、民間の資金、経営能力及び技術能力を積極的に活用する
ことにより、地方公共団体などが直接実施するよりも効率的
で質の高い行政サービスを提供するために、当該事業を民間
企業になどに行わせる手法。

【埼玉県企業局】
  浄水場排水処理施設等
  整備・運営事業

2　目指すべき将来像及び施策

▲水道事業における民間的経営手法の内容と導入例

1　直面する課題

▲光市水道局職員の年齢構成
　（平成 19 年 4 月 1 日現在）

▲水道事業の確保すべき専門性

確保すべき専門性

電気・機械設備管理 停電時などの非常時に迅速な対応ができる。

管路の設計業務 コンサルタントへ委託すると膨大な費用が発生する。

バルブ操作等による適切な濁水処理等は、経験値が大きく
影響する。

日常の安全な水道水の供給や災害時の検査体制などの迅速
な対応ができる。

配水管の維持管理

水質検査・管理業務

確保すべき理由

2　目指すべき将来像及び施策
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ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　直面する課題

民間的経営手法 解　　　説 他都市の導入例

従来型委託業務
水道事業の所管する業務の一部を民間企業などに委託するこ
とで、水道法上の責任は、委託した業務の全般にわたって指
揮監督権を有する水道事業者にある。

【横浜市水道局】
  電話受付業務

第三者委託制度

従来型委託業務より広い範囲で水道の管理に関する技術上の
業務の全部または一部を他の水道事業者や民間企業などに委
託できる制度で、委託された業務についての水道法上の責任
は受託者にある。

【三次市水道局・
  田布施・平生水道企業団】
  浄水施設等維持管理業務

指定管理者制度

民間の能力を活用し、住民サービスの向上や経費の削減など
を図るために、地方公共団体が指定する法人、その他の団体
に公共施設である水道施設の管理権限を委託して、管理運営
を行わせる制度。

【高山市水道部】
  簡易水道事業施設の
  管理業務

独立行政法人

水道事業の一定の業務・事業について、自律的・弾力的な業
務運営を可能にするとともに、その業務・事業の実績を第三
者委員会が適切に事後評価を行うことにより、事務の効率性
やサービス水準の向上を図るために、地方公共団体が法人格
を有する団体を設立し、その団体に当該業務・事業を行わせ
る制度。

【水道事業での
  導入例はナシ】

PFI 事業

公共施設である水道施設の建設、維持管理、運営などについ
て、民間の資金、経営能力及び技術能力を積極的に活用する
ことにより、地方公共団体などが直接実施するよりも効率的
で質の高い行政サービスを提供するために、当該事業を民間
企業になどに行わせる手法。

【埼玉県企業局】
  浄水場排水処理施設等
  整備・運営事業

2　目指すべき将来像及び施策

▲水道事業における民間的経営手法の内容と導入例

1　直面する課題

▲光市水道局職員の年齢構成
　（平成 19 年 4 月 1 日現在）

▲水道事業の確保すべき専門性

確保すべき専門性

電気・機械設備管理 停電時などの非常時に迅速な対応ができる。

管路の設計業務 コンサルタントへ委託すると膨大な費用が発生する。

バルブ操作等による適切な濁水処理等は、経験値が大きく
影響する。

日常の安全な水道水の供給や災害時の検査体制などの迅速
な対応ができる。

配水管の維持管理

水質検査・管理業務

確保すべき理由

2　目指すべき将来像及び施策
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未来へ走り続ける光のライフライン 経営基盤強化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

▲外部研修会開催の様子

光市水道事業全体のレベルアップ光市水道事業全体のレベルアップ

具体的な施策具体的な施策
施 策

光市水道局独自採用の堅持３４

　民間が主催する研修会に積極的に参加することにより、民間的考え方・手法を柔軟
に取り入れ、事業に反映します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

適材適所の人員配置の実施

施 策

民間の主催する研修会への積極的参加

施 策

実　施

実　施

実　施

検 討

検 討

３５

３６

　各職場における業務内容、外部研修で学んだ内容、及び接遇・災害対策などの水道
局内部での研修会・学習会を定期的に開催し、知識を共有化することにより、水道事
業全体のレベルアップを目指します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

内部研修会の定期的実施

施 策

実　施検 討

３７

光合成プランベンチマーク２５

『外部研修時間』『外部研修時間』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１７

P o i n tP o i n t

９.００.７ １.１ ４.１ １２.０ １５.０

職員資質の向上を示す指標で、民間主催の研修会に参加することで、より広い視野での知識を

習得することを目指す。

『外部研修』 … 研修を開催する主催者が、水道事業体以外の研修会

『全職員数』 … 管理者、再任用職員及び嘱託職員を含まない職員数

（ 職員が外部研修を受けた時間 × 人数 ）

全職員数
[ 時間 ]

光合成プランベンチマーク２５

『内部研修会開催時間』『内部研修会開催時間』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１８

P o i n tP o i n t

１０.０３.０ ５.０ ７.０ １５.０ ２０.０

「外部研修時間」では職員個人の資質向上を目指すものに対し、本指標では職員が諸問題を

共有化することで、水道事業全体の資質向上を目指すものとした。

『内部研修会』 … 光市水道局職員、または外部からの専門家を講師として開催した研修会

『参加人数』 …… ここでの参加人数は、光市水道局職員（嘱託職員及び再任用職員を含まない）

　　　　　　　  のみとする

（ 内部研修会を開催した時間 × 参加人数 ）

全職員数
[ 時間 ]

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 経営基盤強化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

▲外部研修会開催の様子

光市水道事業全体のレベルアップ光市水道事業全体のレベルアップ

具体的な施策具体的な施策
施 策

光市水道局独自採用の堅持３４

　民間が主催する研修会に積極的に参加することにより、民間的考え方・手法を柔軟
に取り入れ、事業に反映します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

適材適所の人員配置の実施

施 策

民間の主催する研修会への積極的参加

施 策

実　施

実　施

実　施

検 討

検 討

３５

３６

　各職場における業務内容、外部研修で学んだ内容、及び接遇・災害対策などの水道
局内部での研修会・学習会を定期的に開催し、知識を共有化することにより、水道事
業全体のレベルアップを目指します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

内部研修会の定期的実施

施 策

実　施検 討

３７

光合成プランベンチマーク２５

『外部研修時間』『外部研修時間』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１７

P o i n tP o i n t

９.００.７ １.１ ４.１ １２.０ １５.０

職員資質の向上を示す指標で、民間主催の研修会に参加することで、より広い視野での知識を

習得することを目指す。

『外部研修』 … 研修を開催する主催者が、水道事業体以外の研修会

『全職員数』 … 管理者、再任用職員及び嘱託職員を含まない職員数

（ 職員が外部研修を受けた時間 × 人数 ）

全職員数
[ 時間 ]

光合成プランベンチマーク２５

『内部研修会開催時間』『内部研修会開催時間』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

１８

P o i n tP o i n t

１０.０３.０ ５.０ ７.０ １５.０ ２０.０

「外部研修時間」では職員個人の資質向上を目指すものに対し、本指標では職員が諸問題を

共有化することで、水道事業全体の資質向上を目指すものとした。

『内部研修会』 … 光市水道局職員、または外部からの専門家を講師として開催した研修会

『参加人数』 …… ここでの参加人数は、光市水道局職員（嘱託職員及び再任用職員を含まない）

　　　　　　　  のみとする

（ 内部研修会を開催した時間 × 参加人数 ）

全職員数
[ 時間 ]

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 経営基盤強化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

３ 効率的な事業運営

1　直面する課題

　近年、市町村規模で運営される水道事業体の多くは、財政的な基盤や技術的な基盤に不安を抱えており、水道

の広域化による一体的な施設管理や業務の外部委託による人員削減など様々な効率化が進んでいます。

　しかしながら、水道事業は安心・安全な水を安定して供給し、人々の生活を支えていくという高い公共性を

有しており、効率化のみを追求していくと、

その基本さえ成り立たなくなる恐れがあり

ます。

　光市水道事業においては、これまでに、

メーターの検針業務などの委託を行い、平成

21 年度までには、牛島簡易水道を除く市内

の全ての簡易水道を上水道に統合する予定

でありますが、こうした業務内容の変更につ

いても、水道サービスの低下を招かないこと

を前提として、より効率的な事業運営を行っ

ていくための選択をしていくことが必要に

なっています。

平成２０年度以降追加される給水エリア

平成１９年度現在の給水エリア

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

（円）

上水道上水道

岩屋・伊保木・牛島簡易水道岩屋・伊保木・牛島簡易水道

大和簡易水道大和簡易水道

800 円800 円

2,650 円2,650 円

1,050 円1,050 円

1,770 円1,770 円

3,430 円3,430 円

2,410 円2,410 円

2,730 円2,730 円

4,220 円4,220 円

3,780 円3,780 円

1 0 ㎥使用 2 0 ㎥使用 3 0 ㎥使用

口径・
使用水量

岩屋・伊保木
牛島簡易水道

上水道 大和簡易水道

基本料金

従量料金

（ 1 ㎥ あ た り ）

Φ13 ㎜ 493.5 円

2,415.0 円

0 円

0 円

78.75 円

136.5 円

619.5 円

1,050.0 円

1,113.0 円Φ20 ㎜

～ 5 ㎥ 0 円

6 ～ 7 ㎥ 10.5 円

96.6 円

8 ～ 10 ㎥

11 ㎥～

▼上水道と簡易水道の使用水量別水道料金
　 （家事用水 - 口径 13 ㎜の場合）

▲光市水道事業における維持管理エリア
　拡張の推移 ▼上水道と簡易水道の基本料金と従量料金

▲集中改革プランで示した職員数

※統合される簡易水道は上水道となり、

　料金体系は統一され、伏流水を水源と

　した水道水を供給することとなります。

2　目指すべき将来像及び施策

　簡易水道の統合によって、維持管理範囲は拡大し、業務量の増加も予

測されますが、平成 17 年度に策定した「集中改革プラン」の人員を基本

とし、『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』の各施策

達成に向け、新たな組織体制を確立し、適正な人員配置を行います。

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

職員数 42 名42 名 37 名37 名 36 名36 名 36 名36 名 36 名36 名 36 名36 名

浄 水 課浄 水 課浄 水 課

工 務 課工 務 課工 務 課

業 務 課業 務 課業 務 課

浄水係

計画係

料金係 量水器係 経理係 庶務係

管理係

水質係

光市水道事業の現在の組織図光市水道事業の現在の組織図

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』
達成に向けた機構改革の実施

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』
達成に向けた機構改革の実施

具体的な施策具体的な施策
施 策

施策達成に向けた機構改革の実施３８
　『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』の各施策を実行するため、
より効率的な組織体制を確立します。

　平成１７年度に策定した「集中改革プラン」の人員を基本とし、適正な人員配置を
行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

３９ 適正な人員管理

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検 討 実　施

実　施
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策
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未来へ走り続ける光のライフライン 経営基盤強化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

３ 効率的な事業運営

1　直面する課題

　近年、市町村規模で運営される水道事業体の多くは、財政的な基盤や技術的な基盤に不安を抱えており、水道

の広域化による一体的な施設管理や業務の外部委託による人員削減など様々な効率化が進んでいます。

　しかしながら、水道事業は安心・安全な水を安定して供給し、人々の生活を支えていくという高い公共性を

有しており、効率化のみを追求していくと、

その基本さえ成り立たなくなる恐れがあり

ます。

　光市水道事業においては、これまでに、

メーターの検針業務などの委託を行い、平成

21 年度までには、牛島簡易水道を除く市内

の全ての簡易水道を上水道に統合する予定

でありますが、こうした業務内容の変更につ

いても、水道サービスの低下を招かないこと

を前提として、より効率的な事業運営を行っ

ていくための選択をしていくことが必要に

なっています。

平成２０年度以降追加される給水エリア

平成１９年度現在の給水エリア

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

（円）

上水道上水道

岩屋・伊保木・牛島簡易水道岩屋・伊保木・牛島簡易水道

大和簡易水道大和簡易水道

800 円800 円

2,650 円2,650 円

1,050 円1,050 円

1,770 円1,770 円

3,430 円3,430 円

2,410 円2,410 円

2,730 円2,730 円

4,220 円4,220 円

3,780 円3,780 円

1 0 ㎥使用 2 0 ㎥使用 3 0 ㎥使用

口径・
使用水量

岩屋・伊保木
牛島簡易水道

上水道 大和簡易水道

基本料金

従量料金

（ 1 ㎥ あ た り ）

Φ13 ㎜ 493.5 円

2,415.0 円

0 円

0 円

78.75 円

136.5 円

619.5 円

1,050.0 円

1,113.0 円Φ20 ㎜

～ 5 ㎥ 0 円

6 ～ 7 ㎥ 10.5 円

96.6 円

8 ～ 10 ㎥

11 ㎥～

▼上水道と簡易水道の使用水量別水道料金
　 （家事用水 - 口径 13 ㎜の場合）

▲光市水道事業における維持管理エリア
　拡張の推移 ▼上水道と簡易水道の基本料金と従量料金

▲集中改革プランで示した職員数

※統合される簡易水道は上水道となり、

　料金体系は統一され、伏流水を水源と

　した水道水を供給することとなります。

2　目指すべき将来像及び施策

　簡易水道の統合によって、維持管理範囲は拡大し、業務量の増加も予

測されますが、平成 17 年度に策定した「集中改革プラン」の人員を基本

とし、『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ 』の各施策

達成に向け、新たな組織体制を確立し、適正な人員配置を行います。

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

職員数 42 名42 名 37 名37 名 36 名36 名 36 名36 名 36 名36 名 36 名36 名

浄 水 課浄 水 課浄 水 課

工 務 課工 務 課工 務 課

業 務 課業 務 課業 務 課

浄水係

計画係

料金係 量水器係 経理係 庶務係

管理係

水質係

光市水道事業の現在の組織図光市水道事業の現在の組織図

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』
達成に向けた機構改革の実施

『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』
達成に向けた機構改革の実施

具体的な施策具体的な施策
施 策

施策達成に向けた機構改革の実施３８
　『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』の各施策を実行するため、
より効率的な組織体制を確立します。

　平成１７年度に策定した「集中改革プラン」の人員を基本とし、適正な人員配置を
行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

３９ 適正な人員管理

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検 討 実　施

実　施
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

第６章

財政適正化計画財政適正化計画

Vision

２ 財政基盤の強化 89

３ 適正な料金原価の算出 93

４ 光市水道光合成プラン達成に向けた
財政措置・積立

95

１ 光市水道事業財政の
現状と今後の推移・分析

87

Ⅱ 施 策

～ ビジョン達成に向けた

　　　　　　　　財政基盤の構築に努めます ～

光合成プランベンチマーク２５

『職員一人当たり給水戸数』『職員一人当たり給水戸数』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

総水栓番号数

全職員数
[ 戸 / 人 ]

１９

P o i n tP o i n t

６００.０５５１.１ ５５９.７ ５７９.７ ６６５.０ ６８０.０

職員一人当たりの労働力を示す指標で、事業効率を上げることにより、本指標の達成を目指す。

『総水栓番号数』 … 水道事業が給水する戸数と、水道メーターは撤去されているが既得権が残

　　　　　　　　  っているものの総数

※現状、給水をしていなくても、配水管から分岐した引き込み管が存在するもの（既得権があ

　るもの）は、漏水時において、水道局で対応することより、ここでの指標は「総水栓番号数」

　とした。

光合成プランベンチマーク２５

『職員給与費割合』『職員給与費割合』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

職員給与費

総費用
[ ％ ]× １００

２０

P o i n tP o i n t

３４.６４７.２ ４１.６ ３７.８ ３０.０ ２９.５

費用全体からみた人件費割合を示す指標で、職員給与費抑制によりコスト削減を目指す。

『職員給与費』 … 年間の職員の給料・手当・法定福利費の総額（管理者・再任用職員・嘱託職

　　　　　　　  員は含まない）

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク

85
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第６章

財政適正化計画財政適正化計画

Vision

２ 財政基盤の強化 89

３ 適正な料金原価の算出 93

４ 光市水道光合成プラン達成に向けた
財政措置・積立

95

１ 光市水道事業財政の
現状と今後の推移・分析

87

Ⅱ 施 策

～ ビジョン達成に向けた

　　　　　　　　財政基盤の構築に努めます ～

光合成プランベンチマーク２５

『職員一人当たり給水戸数』『職員一人当たり給水戸数』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

総水栓番号数

全職員数
[ 戸 / 人 ]

１９

P o i n tP o i n t

６００.０５５１.１ ５５９.７ ５７９.７ ６６５.０ ６８０.０

職員一人当たりの労働力を示す指標で、事業効率を上げることにより、本指標の達成を目指す。

『総水栓番号数』 … 水道事業が給水する戸数と、水道メーターは撤去されているが既得権が残

　　　　　　　　  っているものの総数

※現状、給水をしていなくても、配水管から分岐した引き込み管が存在するもの（既得権があ

　るもの）は、漏水時において、水道局で対応することより、ここでの指標は「総水栓番号数」

　とした。

光合成プランベンチマーク２５

『職員給与費割合』『職員給与費割合』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

職員給与費

総費用
[ ％ ]× １００

２０

P o i n tP o i n t

３４.６４７.２ ４１.６ ３７.８ ３０.０ ２９.５

費用全体からみた人件費割合を示す指標で、職員給与費抑制によりコスト削減を目指す。

『職員給与費』 … 年間の職員の給料・手当・法定福利費の総額（管理者・再任用職員・嘱託職

　　　　　　　  員は含まない）

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　水道事業を取り巻く財政状況

◆公営企業の位置づけ

　 市役所などの官公庁では、現金の収入及び支出の事実に基づいて計理記帳される「現金主義会

計方式（単式簿記）」を採用しているのに対して、公営企業である水道事業では、経済活動の発

生という事実に基づいてその都度記帳する「発生主義会計方式（企業会計・複式簿記）」を採用

しているため、より明確な経営成績・財政状態を把握することが可能となっています。

　市役所などの官公庁と水道事業では、事業運営の基本に「公共の福祉の増進」という同一の目

的を持ちながら、公営企業である水道事業では、さらに企業としての経済性を発揮することが求

められています。

　 そのため、予算の作成、決算の調整、必要な分課の設置、職員の給与・労働条件の決定などの

権限を有する水道事業管理者を設置することにより、その経営は管理者に委ねられ、市役所など

の一般行政とは切り離されて、事業を行っています。

地方公共団体（光市）地方公共団体（光市）
水道事業（光市水道局）水道事業（光市水道局）

公共の福祉の増進

市 長市 長

一般行政一般行政

管理者管理者

副市長

収入役

職員

【主な収入】

市税

負担金

企業経営企業経営

【主な収入】

水道料金

次長

出納員

職員

【管理者の権限】

●予算作成・決算調整

●組織で必要な分課の設置

●職員の身分・給与・任免

　など

◆  公営企業
　住民が生活に必要としている公共的サービスを提供するために、そのサービスの対価である料金収入のみで事
業を行う独立採算制を原則として、地方公共団体が経営する企業の総称 ( 水道事業以外に交通事業・病院事業・
電気事業・ガス事業などが該当する )。

◆水道事業の財政の特徴

　公営企業である水道事業は、企業としての経済性を発揮する

ことが求められながらも、その事業運営の根底には「公共の福

祉の増進」という絶対的な使命があり、ライフラインとしての

水を途絶えることなく提供していくことが求められています。

　 多くの水道事業体は、その事業の特質上、浄水場や送水管、

配水管などの莫大な資産を有しており、継続した給水サービス

を提供していくためには、これらの水道施設の施設更新や維持管理は避けられず、多額の資金が

必要となります。しかしながら、独立採算制を原則

と し て 事 業 運 営 を 行 っ て い る 水 道 事 業 に と っ て

は、これらに要する多額の資金を確保することは

容易ではなく、多くの場合、その資金のほとんどを

借入金に依存しているのが現状です。

　このように、水道事業においては、水源から蛇口

まで水を届ける費用に加えて、莫大な水道施設の

維持管理にも多額の費用を要するため、資本投下

の割に収益が低く、事業の効率性を示す指標であ

る「経営資本回転率」は全国平均 0.1 となってお

り、非常に効率の悪い事業と言えます。

東 京 都 下 水 道 局 1,200,000 百万円

東 京 都 水 道 局 1,150,000 百万円

N T T ド コ モ 950,000 百万円

東 京 電 力 676,000 百万円

ソ ニ ー 627,000 百万円

新 日 本 製 鐵 420,000 百万円

ト ヨ タ 自 動 車 397,000 百万円

▲日本の企業の資本金の比較

収 益 的 収 支収 益 的 収 支 資 本 的 収 支資 本 的 収 支

収 入 支 出 収 入 支 出

水道料金

支払利息

減価償却費

純利益

企業債

建設改良費

企業債償還金

負担金等

不足額

人件費

物件費

その他収入

水 道 事 業 の 財 政 構 造水 道 事 業 の 財 政 構 造

※減価償却費は、非現金支出であり、資本的収支不足額の補てん財源となる。

※純利益は、「減債積立金」として処分し、企業債償還金の財源となる。

◆  経営資本回転率
　( 営業収益 /( 総資本－( 建設仮勘定＋繰延勘定 )) で算出され、元手の資本が、どれだけ収益を上げたかを示すも
の。この数値が０.１であれば、投下した資本に対して同等の収益をあげるには１０年かかるということになる。
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

1　水道事業を取り巻く財政状況

◆公営企業の位置づけ

　 市役所などの官公庁では、現金の収入及び支出の事実に基づいて計理記帳される「現金主義会

計方式（単式簿記）」を採用しているのに対して、公営企業である水道事業では、経済活動の発

生という事実に基づいてその都度記帳する「発生主義会計方式（企業会計・複式簿記）」を採用

しているため、より明確な経営成績・財政状態を把握することが可能となっています。

　市役所などの官公庁と水道事業では、事業運営の基本に「公共の福祉の増進」という同一の目

的を持ちながら、公営企業である水道事業では、さらに企業としての経済性を発揮することが求

められています。

　 そのため、予算の作成、決算の調整、必要な分課の設置、職員の給与・労働条件の決定などの

権限を有する水道事業管理者を設置することにより、その経営は管理者に委ねられ、市役所など

の一般行政とは切り離されて、事業を行っています。

地方公共団体（光市）地方公共団体（光市）
水道事業（光市水道局）水道事業（光市水道局）

公共の福祉の増進

市 長市 長

一般行政一般行政

管理者管理者

副市長

収入役

職員

【主な収入】

市税

負担金

企業経営企業経営

【主な収入】

水道料金

次長

出納員

職員

【管理者の権限】

●予算作成・決算調整

●組織で必要な分課の設置

●職員の身分・給与・任免

　など

◆  公営企業
　住民が生活に必要としている公共的サービスを提供するために、そのサービスの対価である料金収入のみで事
業を行う独立採算制を原則として、地方公共団体が経営する企業の総称 ( 水道事業以外に交通事業・病院事業・
電気事業・ガス事業などが該当する )。

◆水道事業の財政の特徴

　公営企業である水道事業は、企業としての経済性を発揮する

ことが求められながらも、その事業運営の根底には「公共の福

祉の増進」という絶対的な使命があり、ライフラインとしての

水を途絶えることなく提供していくことが求められています。

　 多くの水道事業体は、その事業の特質上、浄水場や送水管、

配水管などの莫大な資産を有しており、継続した給水サービス

を提供していくためには、これらの水道施設の施設更新や維持管理は避けられず、多額の資金が

必要となります。しかしながら、独立採算制を原則

と し て 事 業 運 営 を 行 っ て い る 水 道 事 業 に と っ て

は、これらに要する多額の資金を確保することは

容易ではなく、多くの場合、その資金のほとんどを

借入金に依存しているのが現状です。

　このように、水道事業においては、水源から蛇口

まで水を届ける費用に加えて、莫大な水道施設の

維持管理にも多額の費用を要するため、資本投下

の割に収益が低く、事業の効率性を示す指標であ

る「経営資本回転率」は全国平均 0.1 となってお

り、非常に効率の悪い事業と言えます。

東 京 都 下 水 道 局 1,200,000 百万円

東 京 都 水 道 局 1,150,000 百万円

N T T ド コ モ 950,000 百万円

東 京 電 力 676,000 百万円

ソ ニ ー 627,000 百万円

新 日 本 製 鐵 420,000 百万円

ト ヨ タ 自 動 車 397,000 百万円

▲日本の企業の資本金の比較

収 益 的 収 支収 益 的 収 支 資 本 的 収 支資 本 的 収 支

収 入 支 出 収 入 支 出

水道料金

支払利息

減価償却費

純利益

企業債

建設改良費

企業債償還金

負担金等

不足額

人件費

物件費

その他収入

水 道 事 業 の 財 政 構 造水 道 事 業 の 財 政 構 造

※減価償却費は、非現金支出であり、資本的収支不足額の補てん財源となる。

※純利益は、「減債積立金」として処分し、企業債償還金の財源となる。

◆  経営資本回転率
　( 営業収益 /( 総資本－( 建設仮勘定＋繰延勘定 )) で算出され、元手の資本が、どれだけ収益を上げたかを示すも
の。この数値が０.１であれば、投下した資本に対して同等の収益をあげるには１０年かかるということになる。
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ 財政基盤の強化

1　直面する課題

　 光市水道事業においては、給水サービスの対価である水道料金収入が事業収入の 90％以上を

占めており、その収入額は水需要の変動に大きく左右されます。そのため、長引く不況や節水型

社会への転換により、水需要が減少している現在では、事業を行うための資金を確保することが

困難な状況となっています。 

　近年の事業内容として、平成 12 年度から

浄水施設の更新、配水池の増設、未給水地域

の 解 消 を 目 的 と し た 第 4 次 拡 張 事 業 を 行 っ

ていますが、資金確保が困難になっている状

況のなかで、毎年の事業費のほとんどは国か

らの借入金によって賄っています。

　 第 4 次拡張事業における大規模な事業に

ついては、平成 19 年度までにほぼ完了し、

今後の事業内容としては、当面の間、老朽配

水 管 の 更 新 工 事 が 事 業 の 中 核 と な っ て い き

ますが、第 4 次拡張事業によって建設された

大規模施設の減価償却費の発生や借入金の元金・利息の増加によって財政負担が強いられてい

くことになります。

　さらに、平成 20 年度以降、有収水量の

約 50 ％ を 占 め る 工 場 用 水 の 大 幅 な 使 用

量 減 少 に よ る 料 金 収 入 の 減 少 が 予 測 さ れ

て お り、光 市 水 道 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 は

一層、厳しさを増すものと考えられ、一定

の コ ス ト 削 減 を 行 っ て も、維 持 管 理 費 用

等 の 財 源 を 確 保 で き な く な り、さ ら な る

料 金 改 定 は 避 け ら れ な い 状 況 と な る 見 通

しです。

　 重 要 な ラ イ フ ラ イ ン の ひ と つ で あ る 水

道 事 業 は 将 来 に わ た っ て 継 続 さ れ て い く

ものでなければならず、その事業の性質上、毎年度、永続的に安定した水を提供していくための

施設の維持管理・更新を行っていく一定の経費がかかることは避けられません。

　しかしながら、現状のまま、その資金のほとんどを借入金に依存していくと、いずれは、その元

金・利息の支払いが財政を圧迫していき、事業が立ち行かなくなることは確実で、将来的には、

借入金に依存するのではなく、少しでも多くの自己資金を使っていくことが求められています。

　このように、安定した給水サービスを行っていくための事業に必要な自己資金の確保が求め

られる一方で、計画的な老朽施設の更新を行っていってもなお、老朽化が進んだまま稼動し続け

る施設も多く残るため、突発的な破損事故にも対処できるような財政面での強化も必要となっ

てきます。

◆  減価償却費、要修繕固定資産、みなし償却
Ｐ.92 で解説
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（百万円）
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平成２０年度有収水量
（8,618 千㎥）

平成２０年度有収水量
（8,618 千㎥）

▼光市水道事業における過去の建設改良費財源と今後の予定

2　目指すべき将来像及び施策

　第 4 次拡張事業の実施にあたって借り入れた、借入金の償還は、借入の 5 年後から 23 ～ 25

年間かけて一定の額を償還していくため、平成 30 年度以降に財政面で大きな負担を強いられ

ていくこととなります。そのため、今

後 は 長 期 的 な 財 政 の 安 定 性 を 考 慮 し

て、事業資金を確保するための借入を

抑制するとともに、できるだけ自己資

金で事業を行っていきます。

　 企 業 性 を 発 揮 し、次 期 建 設 投 資 に

おける資金確保を確実に行うため、今

後、取得する資産については適切な減

価償却を行っていきます。

　要修繕固定資産の約 1％を、修繕引

当金として計画的に予算措置し、突発

的 な 施 設 の 破 損 に も 対 応 で き る 安 全

な財政基盤の構築を目指します。

250,000

270,000

290,000

310,000

（百万円）

H29H28H27H26H25H24H23H22H21H20

みなし償却実施強制償却実施

10 年間で約 100,000 千円の資金回収

▲毎年度の減価償却費について、強制償却
　した場合とみなし償却した場合の比較

具体的な施策具体的な施策
施 策

建設改良事業における自己資金の使用４０
　建設改良事業における資金について、自己資金を５０％以上使用します。

　「みなし償却制度」を廃止し、適切な減価償却を行います。

　当初予算において、計画的に修繕引当額を計上し、決算において確実に引当を行い、
突発的な施設破損に対応できる財政構造を構築します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

適切な減価償却費の計上

施 策

計画的な修繕引当金の計上

施 策

検 討

検　討

４１

４２

実　施

実　施

検 討 実　施

企業債企業債

負担金等負担金等

自己財源使用額自己財源使用額

建設改良費合計額建設改良費合計額

平成１８年度有収水量平成１８年度有収水量
（9,923 千㎥）（9,923 千㎥）

工場用水工場用水

48.5％48.5％

家事用水家事用水

工場用水工場用水 家事用水家事用水
5.6％5.6％

減少予測減少予測
13.4％13.4％

公共用水公共用水
2.7％2.7％

営業用水営業用水
5.6％5.6％

公共用水公共用水 営業用水営業用水

工場用水の使用水量
減少予測
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

２ 財政基盤の強化

1　直面する課題

　 光市水道事業においては、給水サービスの対価である水道料金収入が事業収入の 90％以上を

占めており、その収入額は水需要の変動に大きく左右されます。そのため、長引く不況や節水型

社会への転換により、水需要が減少している現在では、事業を行うための資金を確保することが

困難な状況となっています。 

　近年の事業内容として、平成 12 年度から

浄水施設の更新、配水池の増設、未給水地域

の 解 消 を 目 的 と し た 第 4 次 拡 張 事 業 を 行 っ

ていますが、資金確保が困難になっている状

況のなかで、毎年の事業費のほとんどは国か

らの借入金によって賄っています。

　 第 4 次拡張事業における大規模な事業に

ついては、平成 19 年度までにほぼ完了し、

今後の事業内容としては、当面の間、老朽配

水 管 の 更 新 工 事 が 事 業 の 中 核 と な っ て い き

ますが、第 4 次拡張事業によって建設された

大規模施設の減価償却費の発生や借入金の元金・利息の増加によって財政負担が強いられてい

くことになります。

　さらに、平成 20 年度以降、有収水量の

約 50 ％ を 占 め る 工 場 用 水 の 大 幅 な 使 用

量 減 少 に よ る 料 金 収 入 の 減 少 が 予 測 さ れ

て お り、光 市 水 道 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 は

一層、厳しさを増すものと考えられ、一定

の コ ス ト 削 減 を 行 っ て も、維 持 管 理 費 用

等 の 財 源 を 確 保 で き な く な り、さ ら な る

料 金 改 定 は 避 け ら れ な い 状 況 と な る 見 通

しです。

　 重 要 な ラ イ フ ラ イ ン の ひ と つ で あ る 水

道 事 業 は 将 来 に わ た っ て 継 続 さ れ て い く

ものでなければならず、その事業の性質上、毎年度、永続的に安定した水を提供していくための

施設の維持管理・更新を行っていく一定の経費がかかることは避けられません。

　しかしながら、現状のまま、その資金のほとんどを借入金に依存していくと、いずれは、その元

金・利息の支払いが財政を圧迫していき、事業が立ち行かなくなることは確実で、将来的には、

借入金に依存するのではなく、少しでも多くの自己資金を使っていくことが求められています。

　このように、安定した給水サービスを行っていくための事業に必要な自己資金の確保が求め

られる一方で、計画的な老朽施設の更新を行っていってもなお、老朽化が進んだまま稼動し続け

る施設も多く残るため、突発的な破損事故にも対処できるような財政面での強化も必要となっ

てきます。

◆  減価償却費、要修繕固定資産、みなし償却
Ｐ.92 で解説
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平成２０年度有収水量
（8,618 千㎥）

平成２０年度有収水量
（8,618 千㎥）

▼光市水道事業における過去の建設改良費財源と今後の予定

2　目指すべき将来像及び施策

　第 4 次拡張事業の実施にあたって借り入れた、借入金の償還は、借入の 5 年後から 23 ～ 25

年間かけて一定の額を償還していくため、平成 30 年度以降に財政面で大きな負担を強いられ

ていくこととなります。そのため、今

後 は 長 期 的 な 財 政 の 安 定 性 を 考 慮 し

て、事業資金を確保するための借入を

抑制するとともに、できるだけ自己資

金で事業を行っていきます。

　 企 業 性 を 発 揮 し、次 期 建 設 投 資 に

おける資金確保を確実に行うため、今

後、取得する資産については適切な減

価償却を行っていきます。

　要修繕固定資産の約 1％を、修繕引

当金として計画的に予算措置し、突発

的 な 施 設 の 破 損 に も 対 応 で き る 安 全

な財政基盤の構築を目指します。
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（百万円）

H29H28H27H26H25H24H23H22H21H20

みなし償却実施強制償却実施

10 年間で約 100,000 千円の資金回収

▲毎年度の減価償却費について、強制償却
　した場合とみなし償却した場合の比較

具体的な施策具体的な施策
施 策

建設改良事業における自己資金の使用４０
　建設改良事業における資金について、自己資金を５０％以上使用します。

　「みなし償却制度」を廃止し、適切な減価償却を行います。

　当初予算において、計画的に修繕引当額を計上し、決算において確実に引当を行い、
突発的な施設破損に対応できる財政構造を構築します。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

適切な減価償却費の計上

施 策

計画的な修繕引当金の計上

施 策

検 討

検　討

４１

４２

実　施

実　施

検 討 実　施

企業債企業債

負担金等負担金等

自己財源使用額自己財源使用額

建設改良費合計額建設改良費合計額

平成１８年度有収水量平成１８年度有収水量
（9,923 千㎥）（9,923 千㎥）

工場用水工場用水

48.5％48.5％

家事用水家事用水

工場用水工場用水 家事用水家事用水
5.6％5.6％

減少予測減少予測
13.4％13.4％

公共用水公共用水
2.7％2.7％

営業用水営業用水
5.6％5.6％

公共用水公共用水 営業用水営業用水

工場用水の使用水量
減少予測
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『流動比率』『流動比率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

流動資産

流動負債
[ ％ ]× １００

２１

P o i n tP o i n t

１３０.０１３５.１ １２３.４ １２３.３ １５０.０ ２００.０

修繕引当・適正な減価償却費を計上することで、突発的な事故に対応でき、また、借入を抑制

できる財政基盤を構築することを目指す。　（参考：水道事業の全国平均は約４００％）

『流動資産』 … 原則として１年以内に現金化される債権（未収金、預金など）

『流動負債』 … １年以内返済しなければならない短期の債務（未払金など）

光合成プランベンチマーク２５

『修繕引当金率』『修繕引当金率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

修繕引当金年度末残高

（ 要修繕固定資産額 × ０.０１ ）
[ ％ ]× １００

２２

P o i n tP o i n t

６０.０４８.１ ３０.７ ５１.５ １００.０ ２００.０

適正な修繕引当金は、要修繕固定資産額の１％とされている。老朽施設に対して、常に対応で

きる財政基盤を構築するため、計画的に引当を行う。

『要修繕固定資産額』 … 年度末の有形固定資産のうち土地、建設仮勘定を除いた額

光合成プランベンチマーク２５

『自己資本投資割合』『自己資本投資割合』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

建設改良費 － （ 企業債借入金 ＋ その他収入 ）

建設改良費
[ ％ ]× １００

２３

P o i n tP o i n t

５.０６.７ １.９ ２.２ ５０.０ ５０.０

数値が低いほど、借入金への依存度が高いことを示す。平成２３年度以降は、建設改良費に対

する借入金は５０％に抑制することを目指す。

『その他収入』 …… 建設改良に伴う、他会計からの工事負担金、出資金、国庫補助金など

『企業債借入金』 … 当年度の建設改良を目的とした借入金

◆  減価償却費
　時間の経過とともに、固定資産の価額の減少を費用として見積もったもの。光市水道事業においては、地方公
営企業法で定められた耐用年数で、毎事業年度、定額法で計上している。

◆  要修繕固定資産
　修繕費の計上額を算出する際、適切な維持費は、現在稼働中の有形固定資産の帳簿価額の１％～３％とされて
いる。ここでは、光市の地域性と光市水道事業の財政面を考慮して、１％とした。

◆  みなし償却
　固定資産の取得の際に、その取得に充てた、補助金等の金額を控除した金額を帳簿原価とみなして減価償却額
を算出する制度をいう。( 地方公営企業法施行規則第８条第４項による。)

◆  修繕引当金
　企業は、固定資産の有効性を保つため、毎事業年度必要に応じて修繕を行っているが、資産によっては、その
使用により修繕を要する原因がすでに当期に発生しているにもかかわらず、何年かに一度修繕を行う場合があり、
支出年度の損益計算に著しく影響があるため、これに要する金額をあらかじめ見積もって、各事業年度の費用と
して計上し、年度末に固定負債に計上する。

◆  建設仮勘定
　施設の建設あるいは改良により、長期にわたって資産を取得する場合、建設に要した直接経費及び建設全般に
関連する人件費、物件費等を明確にし、適切な取得価額を算出するための整理勘定。

◆  工事負担金
　開発行為者、他企業などから依頼を受けて行う工事の場合、その工事に係る負担として依頼者から収納するも
の。水道事業においては、開発行為者からの依頼による配水管の新設や、下水道工事などに起因して、配水管
を移転する工事などに伴うものがある。

◆  出資金
　地方公共団体が、水道事業会計に、経費負担区分に基づく義務的なものとして支出するもの。
( 地方公営企業法第１７条の２第１項…その性質上当該地方公営企業の経営をもって充てることが適当でない経
費。)

◆  国庫補助金
　国が、その施策を行うにあたり特別な必要があると認めるとき、または地方公共団体の財政上特別な必要があ
ると認めるとき、交付するもの。

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『流動比率』『流動比率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

流動資産

流動負債
[ ％ ]× １００

２１

P o i n tP o i n t

１３０.０１３５.１ １２３.４ １２３.３ １５０.０ ２００.０

修繕引当・適正な減価償却費を計上することで、突発的な事故に対応でき、また、借入を抑制

できる財政基盤を構築することを目指す。　（参考：水道事業の全国平均は約４００％）

『流動資産』 … 原則として１年以内に現金化される債権（未収金、預金など）

『流動負債』 … １年以内返済しなければならない短期の債務（未払金など）

光合成プランベンチマーク２５

『修繕引当金率』『修繕引当金率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

修繕引当金年度末残高

（ 要修繕固定資産額 × ０.０１ ）
[ ％ ]× １００

２２

P o i n tP o i n t

６０.０４８.１ ３０.７ ５１.５ １００.０ ２００.０

適正な修繕引当金は、要修繕固定資産額の１％とされている。老朽施設に対して、常に対応で

きる財政基盤を構築するため、計画的に引当を行う。

『要修繕固定資産額』 … 年度末の有形固定資産のうち土地、建設仮勘定を除いた額

光合成プランベンチマーク２５

『自己資本投資割合』『自己資本投資割合』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

建設改良費 － （ 企業債借入金 ＋ その他収入 ）

建設改良費
[ ％ ]× １００

２３

P o i n tP o i n t

５.０６.７ １.９ ２.２ ５０.０ ５０.０

数値が低いほど、借入金への依存度が高いことを示す。平成２３年度以降は、建設改良費に対

する借入金は５０％に抑制することを目指す。

『その他収入』 …… 建設改良に伴う、他会計からの工事負担金、出資金、国庫補助金など

『企業債借入金』 … 当年度の建設改良を目的とした借入金

◆  減価償却費
　時間の経過とともに、固定資産の価額の減少を費用として見積もったもの。光市水道事業においては、地方公
営企業法で定められた耐用年数で、毎事業年度、定額法で計上している。

◆  要修繕固定資産
　修繕費の計上額を算出する際、適切な維持費は、現在稼働中の有形固定資産の帳簿価額の１％～３％とされて
いる。ここでは、光市の地域性と光市水道事業の財政面を考慮して、１％とした。

◆  みなし償却
　固定資産の取得の際に、その取得に充てた、補助金等の金額を控除した金額を帳簿原価とみなして減価償却額
を算出する制度をいう。( 地方公営企業法施行規則第８条第４項による。)

◆  修繕引当金
　企業は、固定資産の有効性を保つため、毎事業年度必要に応じて修繕を行っているが、資産によっては、その
使用により修繕を要する原因がすでに当期に発生しているにもかかわらず、何年かに一度修繕を行う場合があり、
支出年度の損益計算に著しく影響があるため、これに要する金額をあらかじめ見積もって、各事業年度の費用と
して計上し、年度末に固定負債に計上する。

◆  建設仮勘定
　施設の建設あるいは改良により、長期にわたって資産を取得する場合、建設に要した直接経費及び建設全般に
関連する人件費、物件費等を明確にし、適切な取得価額を算出するための整理勘定。

◆  工事負担金
　開発行為者、他企業などから依頼を受けて行う工事の場合、その工事に係る負担として依頼者から収納するも
の。水道事業においては、開発行為者からの依頼による配水管の新設や、下水道工事などに起因して、配水管
を移転する工事などに伴うものがある。

◆  出資金
　地方公共団体が、水道事業会計に、経費負担区分に基づく義務的なものとして支出するもの。
( 地方公営企業法第１７条の２第１項…その性質上当該地方公営企業の経営をもって充てることが適当でない経
費。)

◆  国庫補助金
　国が、その施策を行うにあたり特別な必要があると認めるとき、または地方公共団体の財政上特別な必要があ
ると認めるとき、交付するもの。
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

３ 適正な料金原価の算出

　平成 19 年に 23 年ぶりに行った料金改定では、昭和 59 年から据え置いていた料金からの

改定であったため、激変的な改定を回避することを優先し、新料金の算定を行いました。その結

果、料金原価の計算にあたっては、修繕費や災害リスクに対する危機管理費用などが少なく見積

もられ、未計上費用を多く含んだ料金改定となりました。

　さらに、前回の料金改定での総括原価は、平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 ヶ年を算定

期間としたものであり、平成 19 年度には一旦純利益を計上する予定ですが、平成 20 年度以降

は、未計上費用があったことや、工場用水の使用水量が減少していくことなどの要因により、欠

損金を計上することが予測されています。

　 そのため、前回改定を行った時点で、市議会には次回料金改定を平成 22 年度に実施するこ

とを報告していますが、今後の情勢を確実に把握し、健全な財政運営を行っていくため、さらな

る適正な原価算出が求められています。

　また、前回の料金改定では、料金審議会を設置せず行ったため、市民への周知を十分に行えま

せんでした。このような反省を踏まえ、次回の料金改定においては、広く住民に理解される水道

料金となるよう、審議期間・周知期間を十分に設けることが必要になっています。

前回料金改定の総括原価前回料金改定の総括原価

◆  資本報酬費
　事業の実体資本を維持する等のために、施設の拡充、改良及び企業債の償還等の費用であり、( 自己資本金＋
剰余金 )×５％( 自己資本利子２％＋災害リスク３％) で算出される。

2　目指すべき将来像及び施策

1　直面する課題
　 次回の料金改定においては、住民の理解を得ながら行うこ

とを目指し、学識経験者や住民・市議会などで構成する「水道

料金審議会」を設置します。

　 水道料金審議会のなかで、適正な料金原価を算出するにあ

たって、現行の基本水量制などの「料金体系」についても議論

し、使用者の負担区分を明確にします。

具体的な施策具体的な施策
施 策

水道料金審議会の設置４３
　広く住民の理解を得て料金改定が行える仕組みを構築します。
　前回改定で未計上の費用 ( 資本報酬費の災害リスク３％、修繕要固定資産１％、減
価償却費 ) を確実に計上し、長期的に安定した財政の構築を目指します。

　現行の「基本水量制」を廃止し、蛇口までの水の「準備料金」の負担を原価に組み
込みます。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

４４ 使用者の負担の明確化

施 策

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検 討 設置・審議 新 料 金 体 系

検 討 設置・審議 新 料 金 体 系

０㎥ ５㎥

従
量
料
金

基
本
料
金

本 来 の 徴 収 体 系本 来 の 徴 収 体 系

現 在 の 料 金 体 系現 在 の 料 金 体 系

使用水量

料 金 の 徴 収 も れ

家事用水道料金の徴収状況家事用水道料金の徴収状況

※現在の水道料金体系では、家事用で使用水量 5 ㎥までの場合は、従量料金を徴収していない。基本料金は、お客さまが
　蛇口から、いつでも水道水を使用できるようにしておく「準備料金（基本料金）」であるため、使用するごとに徴収する「使
　用料金（従量料金）」との区分を明確にしなけらばならない。そのため、現在の光市水道事業の料金体系は、不効率な構
　造となっている。
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今回料金改定における総括原価
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

３ 適正な料金原価の算出

　平成 19 年に 23 年ぶりに行った料金改定では、昭和 59 年から据え置いていた料金からの

改定であったため、激変的な改定を回避することを優先し、新料金の算定を行いました。その結

果、料金原価の計算にあたっては、修繕費や災害リスクに対する危機管理費用などが少なく見積

もられ、未計上費用を多く含んだ料金改定となりました。

　さらに、前回の料金改定での総括原価は、平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 ヶ年を算定

期間としたものであり、平成 19 年度には一旦純利益を計上する予定ですが、平成 20 年度以降

は、未計上費用があったことや、工場用水の使用水量が減少していくことなどの要因により、欠

損金を計上することが予測されています。

　 そのため、前回改定を行った時点で、市議会には次回料金改定を平成 22 年度に実施するこ

とを報告していますが、今後の情勢を確実に把握し、健全な財政運営を行っていくため、さらな

る適正な原価算出が求められています。

　また、前回の料金改定では、料金審議会を設置せず行ったため、市民への周知を十分に行えま

せんでした。このような反省を踏まえ、次回の料金改定においては、広く住民に理解される水道

料金となるよう、審議期間・周知期間を十分に設けることが必要になっています。

前回料金改定の総括原価前回料金改定の総括原価

◆  資本報酬費
　事業の実体資本を維持する等のために、施設の拡充、改良及び企業債の償還等の費用であり、( 自己資本金＋
剰余金 )×５％( 自己資本利子２％＋災害リスク３％) で算出される。

2　目指すべき将来像及び施策

1　直面する課題
　 次回の料金改定においては、住民の理解を得ながら行うこ

とを目指し、学識経験者や住民・市議会などで構成する「水道

料金審議会」を設置します。

　 水道料金審議会のなかで、適正な料金原価を算出するにあ

たって、現行の基本水量制などの「料金体系」についても議論

し、使用者の負担区分を明確にします。

具体的な施策具体的な施策
施 策

水道料金審議会の設置４３
　広く住民の理解を得て料金改定が行える仕組みを構築します。
　前回改定で未計上の費用 ( 資本報酬費の災害リスク３％、修繕要固定資産１％、減
価償却費 ) を確実に計上し、長期的に安定した財政の構築を目指します。

　現行の「基本水量制」を廃止し、蛇口までの水の「準備料金」の負担を原価に組み
込みます。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

４４ 使用者の負担の明確化

施 策
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※現在の水道料金体系では、家事用で使用水量 5 ㎥までの場合は、従量料金を徴収していない。基本料金は、お客さまが
　蛇口から、いつでも水道水を使用できるようにしておく「準備料金（基本料金）」であるため、使用するごとに徴収する「使
　用料金（従量料金）」との区分を明確にしなけらばならない。そのため、現在の光市水道事業の料金体系は、不効率な構
　造となっている。
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

４ 光市水道光合成プラン達成に向けた財政措置・積立

1　直面する課題

　光市地域水道ビジョン『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』を確実に達成

するためには、現在の光市水道事業における財政構造を抜本的に見直す必要があります。

　今後の財政状況の予測では、一定のコ

スト削減を行っていっても、水道料金収

入の減少などにより、さらなる料金改定

は避けられない状況となっており、向こ

う 10 年間の財政措置については、必要

性・能 率 性 を 最 優 先 に 考 慮 し、慎 重 に

行っていかなければなりません。

　 また、水道事業における「純利益」と

は、一般企業のそれとは異なり、給水活

動という公共サービスを行うための「公

共的必要余剰額」であることが、あまり

理解されていないため、料金改定の弊害

になっています。

　安心・安全な水の安定した供給を将来も絶やすことなく、継続して行っていくためには、本ビ

ジョン達成と同時に、企業債の償還財源や今後の水源対策を行うための資金の積立を「公共的必

要余剰額」で行っていくが必要となってきます。

2　目指すべき将来像及び施策

　『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』は、市民のみなさまの意見や地域性を

考慮したうえで、光市水道事業の 50 年先のあるべき姿を考え、その実現に向けて、平成 29 年

までの 10 年間で、光市水道事業が何をすべきかを自ら考え、検討を重ね策定しました。

　その実現にあたっては、施策を確実に行っていくための必要最低限の財政措置が必要となっ

てくるため、コスト削減を基本とした効率的・健全的な事業運営を行い、本ビジョンで掲げた各

施策に取り組んでいけるような財政基盤の構築を目指します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

給水サービスの低下を招かないコスト削減の取り組み４５
　現行の給水サービスを継続・維持させることを基本とし、コスト削減に努めます。

　光市水道光合成プラン達成のため、職員の資質向上、事業の透明性の確保、事故時
災害発生時の対応強化に向けた費用計上を行います。

　水道事業の財政の安定性と、災害対策及び５０年先・１００年先の水源確保を目指
した積立を毎事業年度８０,０００千円行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

各施策達成のための財政措置

施 策

公共的必要余剰額８０,０００千円の達成

施 策

４６

４７

実　施

実　施

検 討 実　施

光合成プランベンチマーク２５

『自己資本構成比率』『自己資本構成比率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

（ 自己資本金 ＋ 剰余金 ）

負債・資本合計
[ ％ ]× １００

２４

P o i n tP o i n t

２５.０３３.８ ３１.１ ２８.４ ３０.０ ４０.０

借入を抑制し、企業債償還金の財源として減債積立金を計画的に使用することで、数値を高く

できる。平成２２年度より利益８０,０００千円計上し、計画的に減債積立金へ積み立てる。

『自己資本金』 … 水道事業においては、公営企業法が適用される際、資産額から負債額を差し
　　　　　　　  引いたもののうち、出資金・国庫補助金等と区別できなくなった「固有資本
　　　　　　　  金」、他会計より出資され繰り入れた「繰入資本金」、及び剰余金（積立金な
　　　　　　　  ど）を財源として建設改良、企業債償還を行った場合に組み入れる「組入資
　　　　　　　  本金」

『剰余金』 ……… 企業の営業活動によって獲得した「利益剰余金」、及び資本取引によって企業
　　　　　　　  内に留保された「資本剰余金（工事負担金・国庫補助金など）」

光合成プラン達成に向け
コスト削減する費目
光合成プラン達成に向け
コスト削減する費目

光合成プラン達成に向け
費用計上すべき費目
光合成プラン達成に向け
費用計上すべき費目

職員給与費
燃料費、備消品費等
の維持管理費

職員給与費
燃料費、備消品費等
の維持管理費

印刷製本費
研修費
委託料

印刷製本費
研修費
委託料

◆印刷製本費・・・情報発信のための独自広報誌作成
◆研修費・・・・・職員資質の向上
◆委託料・・・・・水源涵養林の維持管理費

（新たに計上する費目の内容）（新たに計上する費目の内容）

光合成プランベンチマーク
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

４ 光市水道光合成プラン達成に向けた財政措置・積立

1　直面する課題

　光市地域水道ビジョン『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』を確実に達成

するためには、現在の光市水道事業における財政構造を抜本的に見直す必要があります。

　今後の財政状況の予測では、一定のコ

スト削減を行っていっても、水道料金収

入の減少などにより、さらなる料金改定

は避けられない状況となっており、向こ

う 10 年間の財政措置については、必要

性・能 率 性 を 最 優 先 に 考 慮 し、慎 重 に

行っていかなければなりません。

　 また、水道事業における「純利益」と

は、一般企業のそれとは異なり、給水活

動という公共サービスを行うための「公

共的必要余剰額」であることが、あまり

理解されていないため、料金改定の弊害

になっています。

　安心・安全な水の安定した供給を将来も絶やすことなく、継続して行っていくためには、本ビ

ジョン達成と同時に、企業債の償還財源や今後の水源対策を行うための資金の積立を「公共的必

要余剰額」で行っていくが必要となってきます。

2　目指すべき将来像及び施策

　『ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～』は、市民のみなさまの意見や地域性を

考慮したうえで、光市水道事業の 50 年先のあるべき姿を考え、その実現に向けて、平成 29 年

までの 10 年間で、光市水道事業が何をすべきかを自ら考え、検討を重ね策定しました。

　その実現にあたっては、施策を確実に行っていくための必要最低限の財政措置が必要となっ

てくるため、コスト削減を基本とした効率的・健全的な事業運営を行い、本ビジョンで掲げた各

施策に取り組んでいけるような財政基盤の構築を目指します。

具体的な施策具体的な施策
施 策

給水サービスの低下を招かないコスト削減の取り組み４５
　現行の給水サービスを継続・維持させることを基本とし、コスト削減に努めます。

　光市水道光合成プラン達成のため、職員の資質向上、事業の透明性の確保、事故時
災害発生時の対応強化に向けた費用計上を行います。

　水道事業の財政の安定性と、災害対策及び５０年先・１００年先の水源確保を目指
した積立を毎事業年度８０,０００千円行います。

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

各施策達成のための財政措置

施 策

公共的必要余剰額８０,０００千円の達成

施 策

４６

４７

実　施

実　施

検 討 実　施

光合成プランベンチマーク２５

『自己資本構成比率』『自己資本構成比率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【指標の分析】

【目標数値】

（ 自己資本金 ＋ 剰余金 ）

負債・資本合計
[ ％ ]× １００

２４

P o i n tP o i n t

２５.０３３.８ ３１.１ ２８.４ ３０.０ ４０.０

借入を抑制し、企業債償還金の財源として減債積立金を計画的に使用することで、数値を高く

できる。平成２２年度より利益８０,０００千円計上し、計画的に減債積立金へ積み立てる。

『自己資本金』 … 水道事業においては、公営企業法が適用される際、資産額から負債額を差し
　　　　　　　  引いたもののうち、出資金・国庫補助金等と区別できなくなった「固有資本
　　　　　　　  金」、他会計より出資され繰り入れた「繰入資本金」、及び剰余金（積立金な
　　　　　　　  ど）を財源として建設改良、企業債償還を行った場合に組み入れる「組入資
　　　　　　　  本金」

『剰余金』 ……… 企業の営業活動によって獲得した「利益剰余金」、及び資本取引によって企業
　　　　　　　  内に留保された「資本剰余金（工事負担金・国庫補助金など）」

光合成プラン達成に向け
コスト削減する費目
光合成プラン達成に向け
コスト削減する費目

光合成プラン達成に向け
費用計上すべき費目
光合成プラン達成に向け
費用計上すべき費目

職員給与費
燃料費、備消品費等
の維持管理費

職員給与費
燃料費、備消品費等
の維持管理費

印刷製本費
研修費
委託料

印刷製本費
研修費
委託料

◆印刷製本費・・・情報発信のための独自広報誌作成
◆研修費・・・・・職員資質の向上
◆委託料・・・・・水源涵養林の維持管理費

（新たに計上する費目の内容）（新たに計上する費目の内容）
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『経常収支比率』『経常収支比率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【目標数値】

水道事業収益

水道事業費用
[ ％ ]× １００

２５

P o i n tP o i n t

９４.５１０１.５ １０１.４ ９６.５ １０５.０ １１０.０

数値が高いほど、公共的必要余剰額（純利益）を計上したこととなる。平成２２年度以降は、

利益８０,０００千円計上することにより、上記数値を達成することを目指す。

固定資産
（7,684,840 千円）

固定資産
（7,684,840 千円）

流動資産
（609,787 千円）

繰延勘定
（107,608 千円）

自己資本金
（1,450,330 千円）
自己資本金

（1,450,330 千円）

借入資本金
（5,555,792 千円）
借入資本金

（5,555,792 千円）

資本剰余金
（952,511 千円）

利益剰余金
（117,218 千円）

固定負債
（85,000 千円）

流動負債
（241,384 千円）

◆  公共的必要余剰額
　会計上の「純利益」。
　民間企業での「もうけ」とは異なり、公営企業では、営業活動によって生じた「純利益」は、建設改良や企業
債償還の財源となるため、ここでは「公共的必要余剰額」とした。

◆  減債積立金
　公共的必要余剰額のうち、企業債の償還の財源として積み立てたもの。

平成 19 年度決算における光市水道事業会計貸借対照表

3　財政の見通し

◆ 収 益 的 収 支

◆ 資 本 的 収 支

水道料金

その他収入

 収入計 (A)

職員給与費

維持管理費

償却費

支払利息

 支出計 (B)

 差引 (A-B)

 税抜純利益

企業債

その他収入

 収入計 (A)

建設改良費

企業債償還金

繰延勘定

 支出計 (B)

 差引 (A-B)

896,700

46,180

942,880

331,190

231,110

285,325

128,271

975,896

△33,016

△65,104

896,700

46,180

942,880

331,190

231,110

285,325

128,271

975,896

△33,016

△65,104

H . 2 0H . 2 0 H . 2 1 H . 2 2 H . 2 3 H . 2 4 H . 2 5 H . 2 6 H . 2 7 H . 2 8 H . 2 9

H . 2 0 H . 2 1 H . 2 2 H . 2 3 H . 2 4 H . 2 5 H . 2 6 H . 2 7 H . 2 8 H . 2 9

938,580

139,600

1,078,180

343,706

252,980

305,135

135,505

1,037,326

40,854

16,806

938,500

56,000

994,500

334,520

263,612

315,992

141,223

1,055,347

△60,847

△81,895

938,500

56,000

994,500

332,218

273,088

327,095

147,266

1,079,667

△85,167

△99,691

938,500

56,000

994,500

324,848

273,088

332,746

146,932

1,077,614

△83,114

△97,638

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

335,139

145,761

1,072,135

△77,635

△90,730

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

335,368

143,422

1,070,025

△75,525

△88,620

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

326,055

140,814

1,058,104

△63,604

△76,699

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

321,336

138,028

1,050,599

△56,099

△69,194

938,500

56,000

994,500

316,718

275,565

318,498

135,103

1,045,884

△51,384

△63,431

504,200

185,725

689,925

731,930

171,471

20,000

923,401

△233,476

425,900

50,000

475,900

505,000

190,835

70,000

765,835

△289,935

425,900

50,000

475,900

505,000

166,063

50,000

721,063

△245,163

161,000

0

161,000

305,000

179,406

0

484,406

△323,406

（単位：千円）

（単位：千円）

161,000

0

161,000

305,000

197,040

0

502,040

△341,040

136,000

0

136,000

275,000

230,362

0

505,362

△369,362

136,000

0

136,000

275,000

240,199

0

515,199

△379,199

136,000

0

136,000

275,000

254,848

0

529,848

△393,848

136,000

0

136,000

275,000

268,038

0

543,038

△407,038

136,000

0

136,000

275,000

274,463

0

549,463

△413,463

【水道料金】
　○平成 20 年度の年間の有収水量を 8,618 ㎥とし、平成 21 年度より大和簡易水道の統合により520 ㎥増加するものとし、以後、増減はないこととした。
　○10 年間で起こり得る料金改定については加味せず、現行料金体系で計上した。
【その他収入（収益的収入）】
　○水道加入金・手数料のほかに、水道事業の経営に伴う収入で充てるべきでない経費（消火栓維持管理費、下水道データ算出など）の一般会計負担金などが該当する。
　○平成 21 年度は、大和簡易水道の上水道統合による水道加入金、下水道料金同時徴収開始による一般会計からの負担金が増加することとした。
【職員給与費】
　○平成 20 年度は収益的支出で 33 名、資本的支出で 5 名分の職員給与費を計上し、平成 21 年度以降は、収益的支出 35 名、資本的支出 3 名分の職員給与費とした。
【維持管理費】
　○燃料費、備消品費等の支出を抑え、人材育成のための研修費、情報公開促進のための印刷製本費等を増加させた。
　○平成 21 年度より修繕引当金として 10,000 千円、平成 22 年度より25,000 千円計上することとした。
　○平成 21 年度より大和簡易水道統合による使用水量増加に伴い、動力費・薬品費が増加することとした。
【償却費】
　○減価償却費、繰延勘定償却が該当。
　○減価償却は、建設改良費における取得資産を定額法で、耐用年数に応じてすべて強制償却することとした。
【支払利息、企業債償還金】
　○企業債を、元金 5 年据置、25 年元利均等償還で借入れることとし、借入利息を 2.2 ～ 3.0％とした。
【企業債】
　○平成 23 年度より、当年度の建設改良費に対する借入を 50％とした。
【その他収入（資本的収入）】
　○平成 21、22 年度は、クリプトスポリジウム対策の UV 照射施設建設の国庫補助金として、建設費の 25％を計上した。
【建設改良費】
　○平成 21、22年度は各年度、UV照射施設の建設費として200,000 千円、平成 20～ 24年度までは、第 4次事業における未普及地域解消事業として各年度 30,000 千円、
　　また、毎年度、老朽管更新事業として各年度 272,000 千円、固定資産購入費として 3,000 千円計上した。。
【繰延勘定】
　○平成 20、21 年度は、退職給与金として各年度 20,000 千円、平成 21、22 年度は、マッピングシステムの構築費として各年度 50,000 千円計上した。
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未来へ走り続ける光のライフライン 財政適正化計画

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

光合成プランベンチマーク２５

『経常収支比率』『経常収支比率』

過 去 の 推 移

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２９年度

【指標の算出式】

【目標数値】

水道事業収益

水道事業費用
[ ％ ]× １００

２５

P o i n tP o i n t

９４.５１０１.５ １０１.４ ９６.５ １０５.０ １１０.０

数値が高いほど、公共的必要余剰額（純利益）を計上したこととなる。平成２２年度以降は、

利益８０,０００千円計上することにより、上記数値を達成することを目指す。

固定資産
（7,684,840 千円）

固定資産
（7,684,840 千円）

流動資産
（609,787 千円）

繰延勘定
（107,608 千円）

自己資本金
（1,450,330 千円）
自己資本金

（1,450,330 千円）

借入資本金
（5,555,792 千円）
借入資本金

（5,555,792 千円）

資本剰余金
（952,511 千円）

利益剰余金
（117,218 千円）

固定負債
（85,000 千円）

流動負債
（241,384 千円）

◆  公共的必要余剰額
　会計上の「純利益」。
　民間企業での「もうけ」とは異なり、公営企業では、営業活動によって生じた「純利益」は、建設改良や企業
債償還の財源となるため、ここでは「公共的必要余剰額」とした。

◆  減債積立金
　公共的必要余剰額のうち、企業債の償還の財源として積み立てたもの。

平成 19 年度決算における光市水道事業会計貸借対照表

3　財政の見通し

◆ 収 益 的 収 支

◆ 資 本 的 収 支

水道料金

その他収入

 収入計 (A)

職員給与費

維持管理費

償却費

支払利息

 支出計 (B)

 差引 (A-B)

 税抜純利益

企業債

その他収入

 収入計 (A)

建設改良費

企業債償還金

繰延勘定

 支出計 (B)

 差引 (A-B)

896,700

46,180

942,880

331,190

231,110

285,325

128,271

975,896

△33,016

△65,104

896,700

46,180

942,880

331,190

231,110

285,325

128,271

975,896

△33,016

△65,104

H . 2 0H . 2 0 H . 2 1 H . 2 2 H . 2 3 H . 2 4 H . 2 5 H . 2 6 H . 2 7 H . 2 8 H . 2 9

H . 2 0 H . 2 1 H . 2 2 H . 2 3 H . 2 4 H . 2 5 H . 2 6 H . 2 7 H . 2 8 H . 2 9

938,580

139,600

1,078,180

343,706

252,980

305,135

135,505

1,037,326

40,854

16,806

938,500

56,000

994,500

334,520

263,612

315,992

141,223

1,055,347

△60,847

△81,895

938,500

56,000

994,500

332,218

273,088

327,095

147,266

1,079,667

△85,167

△99,691

938,500

56,000

994,500

324,848

273,088

332,746

146,932

1,077,614

△83,114

△97,638

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

335,139

145,761

1,072,135

△77,635

△90,730

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

335,368

143,422

1,070,025

△75,525

△88,620

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

326,055

140,814

1,058,104

△63,604

△76,699

938,500

56,000

994,500

316,718

274,517

321,336

138,028

1,050,599

△56,099

△69,194

938,500

56,000

994,500

316,718

275,565

318,498

135,103

1,045,884

△51,384

△63,431

504,200

185,725

689,925

731,930

171,471

20,000

923,401

△233,476

425,900

50,000

475,900

505,000

190,835

70,000

765,835

△289,935

425,900

50,000

475,900

505,000

166,063

50,000

721,063

△245,163

161,000

0

161,000

305,000

179,406

0

484,406

△323,406

（単位：千円）

（単位：千円）

161,000

0

161,000

305,000

197,040

0

502,040

△341,040

136,000

0

136,000

275,000

230,362

0

505,362

△369,362

136,000

0

136,000

275,000

240,199

0

515,199

△379,199

136,000

0

136,000

275,000

254,848

0

529,848

△393,848

136,000

0

136,000

275,000

268,038

0

543,038

△407,038

136,000

0

136,000

275,000

274,463

0

549,463

△413,463

【水道料金】
　○平成 20 年度の年間の有収水量を 8,618 ㎥とし、平成 21 年度より大和簡易水道の統合により520 ㎥増加するものとし、以後、増減はないこととした。
　○10 年間で起こり得る料金改定については加味せず、現行料金体系で計上した。
【その他収入（収益的収入）】
　○水道加入金・手数料のほかに、水道事業の経営に伴う収入で充てるべきでない経費（消火栓維持管理費、下水道データ算出など）の一般会計負担金などが該当する。
　○平成 21 年度は、大和簡易水道の上水道統合による水道加入金、下水道料金同時徴収開始による一般会計からの負担金が増加することとした。
【職員給与費】
　○平成 20 年度は収益的支出で 33 名、資本的支出で 5 名分の職員給与費を計上し、平成 21 年度以降は、収益的支出 35 名、資本的支出 3 名分の職員給与費とした。
【維持管理費】
　○燃料費、備消品費等の支出を抑え、人材育成のための研修費、情報公開促進のための印刷製本費等を増加させた。
　○平成 21 年度より修繕引当金として 10,000 千円、平成 22 年度より25,000 千円計上することとした。
　○平成 21 年度より大和簡易水道統合による使用水量増加に伴い、動力費・薬品費が増加することとした。
【償却費】
　○減価償却費、繰延勘定償却が該当。
　○減価償却は、建設改良費における取得資産を定額法で、耐用年数に応じてすべて強制償却することとした。
【支払利息、企業債償還金】
　○企業債を、元金 5 年据置、25 年元利均等償還で借入れることとし、借入利息を 2.2 ～ 3.0％とした。
【企業債】
　○平成 23 年度より、当年度の建設改良費に対する借入を 50％とした。
【その他収入（資本的収入）】
　○平成 21、22 年度は、クリプトスポリジウム対策の UV 照射施設建設の国庫補助金として、建設費の 25％を計上した。
【建設改良費】
　○平成 21、22年度は各年度、UV照射施設の建設費として200,000 千円、平成 20～ 24年度までは、第 4次事業における未普及地域解消事業として各年度 30,000 千円、
　　また、毎年度、老朽管更新事業として各年度 272,000 千円、固定資産購入費として 3,000 千円計上した。。
【繰延勘定】
　○平成 20、21 年度は、退職給与金として各年度 20,000 千円、平成 21、22 年度は、マッピングシステムの構築費として各年度 50,000 千円計上した。
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未来へ走り続ける光のライフライン
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未来へ走り続ける光のライフライン 施策全体のまとめ

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

１ 各施策の年次計画 平成 20 年度～平成 29 年度

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検　討 実　施

検討 定期的実施

検討 実　施

検　討 実　施

検討 実　施

検討 実　施

検　討

検討 実　施

検　討

実　施

実　施検討

実　施検討

実　施検討

検討 実　施

実　施

検　討 実　施

検討 実　施

検討 実　施

検討 設置・審議 新料金体系

検討 設置・審議 新料金体系

実　施

実　施

検討 実　施

施設維持計画施設維持計画

災害対策及び維持管理計画災害対策及び維持管理計画

環境対策及び水質保全計画環境対策及び水質保全計画

実　施経年水道管の解消１１

実　施検　討クリプトスポリジウム対策の UV 照射施設の構築２２

実　施検　討地下水脈調査の実施３３

実　施既存水道管・新設管の耐震化の推進４４

実　施取水・ろ過・沈殿施設の更新計画策定５５

実　施検討鉛製給水管使用分布図の作成６６

実　施鉛製給水管分岐配水管の布設替え７７

実　施給水エリア内未普及地域の解消８８

実　施直結給水の利用促進９９

実　施各種備蓄品の適正管理１１１１

実　施給水拠点マップの作成１０１０

実　施災害時における関連団体との連携強化１２１２

実　施漏水事故を未然に防ぐための定期的な施設点検１３１３

導　入検　討マッピングシステム導入の検討１４１４

検　討 実　施修理業者の技術力の向上と監督・指導体制の強化１５１５

実　施検討貯水槽水道への定期的な検査の実施１６１６

定期的なアンケートの実施２６２６

直接飲用度アップ作戦の実施２５２５

お客さま意見簿の設置２７２７

独自広報誌の作成２８２８

ホームページの充実化２９２９

施設見学の定期的実施３０３０

料金支払方法の選択肢拡大の検討３１３１

下水道使用料金の同時徴収の実施３２３２

光市水道事業に適した経営形態の模索・検討３３３３

光市水道局独自採用の堅持３４３４

適材適所の人員配置の実施３５３５

民間の主催する研修会への積極的参加３６３６

内部研修会の定期的実施３７３７

施策達成に向けた機構改革の実施３８３８

適正な人員管理３９３９

建設改良事業における自己資金の使用４０４０

適正な減価償却費の計上４１４１

計画的な修繕引当金の計上４２４２

水道料金審議会の設置４３４３

使用者の負担の明確化４４４４

給水サービスの低下を招かないコスト削減の取り組み４５４５

各施策達成のための財政措置４６４６

公共的必要余剰額 80,000 千円の達成４７４７

検討 設置・検討 森林取得水源涵養林取得に向けた審議会の立ち上げ１７１７

涵養林維持管理・啓発活動啓発活動水源涵養林に対する意識啓発活動の強化１８１８

作成検討島田川流域施設マップの作成１９１９

検討・作成 実　施島田川巡視マニュアルの作成２０２０

検討 実　施流域クリーンアップの開催２１２１

検　討 実　施一年を通じての残留塩素 0.2 以下、水温 20℃以下の達成２２２２

実　施公用車の低燃費化２３２３

実　施効率的なポンプ運転２４２４

経営基盤強化計画経営基盤強化計画

財政適正化計画財政適正化計画

サービス向上計画サービス向上計画
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未来へ走り続ける光のライフライン 施策全体のまとめ

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅱ 施 策

１ 各施策の年次計画 平成 20 年度～平成 29 年度

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

H.２０ H.2１ H.2２ H.2３ H.2４ H.2５ H.2６ H.2７ H.2８ H.2９

検　討 実　施

検討 定期的実施

検討 実　施

検　討 実　施

検討 実　施

検討 実　施

検　討

検討 実　施

検　討

実　施

実　施検討

実　施検討

実　施検討

検討 実　施

実　施

検　討 実　施

検討 実　施

検討 実　施

検討 設置・審議 新料金体系

検討 設置・審議 新料金体系

実　施

実　施

検討 実　施

施設維持計画施設維持計画

災害対策及び維持管理計画災害対策及び維持管理計画

環境対策及び水質保全計画環境対策及び水質保全計画

実　施経年水道管の解消１１

実　施検　討クリプトスポリジウム対策の UV 照射施設の構築２２

実　施検　討地下水脈調査の実施３３

実　施既存水道管・新設管の耐震化の推進４４

実　施取水・ろ過・沈殿施設の更新計画策定５５

実　施検討鉛製給水管使用分布図の作成６６

実　施鉛製給水管分岐配水管の布設替え７７

実　施給水エリア内未普及地域の解消８８

実　施直結給水の利用促進９９

実　施各種備蓄品の適正管理１１１１

実　施給水拠点マップの作成１０１０

実　施災害時における関連団体との連携強化１２１２

実　施漏水事故を未然に防ぐための定期的な施設点検１３１３

導　入検　討マッピングシステム導入の検討１４１４

検　討 実　施修理業者の技術力の向上と監督・指導体制の強化１５１５

実　施検討貯水槽水道への定期的な検査の実施１６１６

定期的なアンケートの実施２６２６

直接飲用度アップ作戦の実施２５２５

お客さま意見簿の設置２７２７

独自広報誌の作成２８２８

ホームページの充実化２９２９

施設見学の定期的実施３０３０

料金支払方法の選択肢拡大の検討３１３１

下水道使用料金の同時徴収の実施３２３２

光市水道事業に適した経営形態の模索・検討３３３３

光市水道局独自採用の堅持３４３４

適材適所の人員配置の実施３５３５

民間の主催する研修会への積極的参加３６３６

内部研修会の定期的実施３７３７

施策達成に向けた機構改革の実施３８３８

適正な人員管理３９３９

建設改良事業における自己資金の使用４０４０

適正な減価償却費の計上４１４１

計画的な修繕引当金の計上４２４２

水道料金審議会の設置４３４３

使用者の負担の明確化４４４４

給水サービスの低下を招かないコスト削減の取り組み４５４５

各施策達成のための財政措置４６４６

公共的必要余剰額 80,000 千円の達成４７４７

検討 設置・検討 森林取得水源涵養林取得に向けた審議会の立ち上げ１７１７

涵養林維持管理・啓発活動啓発活動水源涵養林に対する意識啓発活動の強化１８１８

作成検討島田川流域施設マップの作成１９１９

検討・作成 実　施島田川巡視マニュアルの作成２０２０

検討 実　施流域クリーンアップの開催２１２１

検　討 実　施一年を通じての残留塩素 0.2 以下、水温 20℃以下の達成２２２２

実　施公用車の低燃費化２３２３

実　施効率的なポンプ運転２４２４

経営基盤強化計画経営基盤強化計画

財政適正化計画財政適正化計画

サービス向上計画サービス向上計画
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

ベンチマーク設定項目 単　位 平成 20 年度 平成 24 年度 平成 29 年度
該当
頁数

２ 光合成プランベンチマーク２５

経年化管路率経年化管路率 [%][%] 37 .037 .0 33 .033 .0 29 .029 .0 P.40P .40

鉛製給水管率鉛製給水管率 [%][%] 24 .024 .0 21 .021 .0 17 .517 .5 P.44P .44

管路の耐震化率管路の耐震化率 [%][%] 15 .015 .0 23 .023 .0 32 .032 .0 P.42P .42

直結給水率直結給水率 [%][%] 94 .594 .5 95 .095 .0 96 .096 .0 P.46P .46

災害時必要水量確保率災害時必要水量確保率 [%][%] 15 .015 .0 20 .020 .0 30 .030 .0 P.52P .52

断水時間断水時間 [ 時間 ][ 時間 ] 0 .050 .05 0 .030 .03 0 .010 .01 P.55P .55

バルブ点検率バルブ点検率 [%][%] 10 .010 .0 10 .010 .0 10 .010 .0 P.56P .56

貯水槽水道指導率貯水槽水道指導率 [%][%] 25 .025 .0 50 .050 .0 50 .050 .0 P.58P .58

取水量 1 ㎥当たりの水源

保全及び維持管理投資額

取水量 1 ㎥当たりの水源

保全及び維持管理投資額
0 .00 .0 1 .51 .5 0 .60 .6 P.63P .63

給水栓年間

残留塩素平均値

給水栓年間

残留塩素平均値
[ ㎎ /L][ ㎎ /L] 0 .200 .20 0 .200 .20 0 .200 .20 P.67P .67

給水栓年間水温平均値給水栓年間水温平均値 [℃][℃] 20 .020 .0 20 .020 .0 20 .020 .0 P.67P .67

配水量 1 ㎥当たり

消費エネルギー

配水量 1 ㎥当たり

消費エネルギー
[MJ/ ㎥ ][MJ/ ㎥ ] 1 .201 .20 1 .151 .15 1 .101 .10 P.69P .69

1
画計持維設施

画計持維設施

2
画計持維設施

3
画計持維設施

び及策対害災

画計理管持維

5
び及策対害災

画計理管持維

6
び及策対害災

画計理管持維

7
び及策対害災

画計理管持維

8

9
び及策対境環

画計全保質水

び及策対境環

画計全保質水

10
び及策対境環

画計全保質水

11
び及策対境環

画計全保質水

12

[ 円 / ㎥ ][ 円 / ㎥ ]

施策全体のまとめ

Ⅱ 施 策

ベンチマーク設定項目 単　位 平成 20 年度 平成 24 年度 平成 29 年度
該当
頁数

平成 20,24,29 年度

直接飲用率直接飲用率 [%][%] 57 .957 .9 70 .070 .0 80 .080 .0 P.72P .72

アンケート回収率アンケート回収率 [%][%] 48 .848 .8 50 .050 .0 60 .060 .0 P.74P .74

水道サービスに対する

苦情割合

水道サービスに対する

苦情割合

[ 件 /

1 ,000 人 ]

[ 件 /

1 ,000 人 ]
1 .01 .0 1 .01 .0 0 .50 .5 P.74P .74

水道事業に係る

情報の提供回数

水道事業に係る

情報の提供回数
[ 回 ][ 回 ] 1010 2020 3030 P.76P .76

外部研修時間外部研修時間 [ 時間 ][ 時間 ] 9 .09 .0 12 .012 .0 15 .015 .0 P.82P .82

内部研修会開催時間内部研修会開催時間 [ 時間 ][ 時間 ] 10 .010 .0 15 .015 .0 20 .020 .0 P.82P .82

職員一人当たり

給水戸数

職員一人当たり

給水戸数
[ 戸 / 人 ][ 戸 / 人 ] 600 .0600 .0 665 .0665 .0 680 .0680 .0 P.85P .85

職員給与費割合職員給与費割合 [%][%] 34 .634 .6 30 .030 .0 29 .529 .5 P.85P .85

流動比率流動比率 [%][%] 130 .0130 .0 150 .0150 .0 200 .0200 .0 P.91P .91

修繕引当金率修繕引当金率 [%][%] 60 .060 .0 100 .0100 .0 200 .0200 .0 P.91P .91

自己資本投資割合自己資本投資割合 [%][%] 5 .05 .0 50 .050 .0 50 .050 .0 P.92P .92

自己資本構成比率自己資本構成比率 [%][%] 25 .025 .0 30 .030 .0 40 .040 .0 P.96P .96

経常収支比率経常収支比率 [%][%] 94 .594 .5 105 .0105 .0 110 .0110 .0 P.97P .97

13
画計上向スビーサ

画計上向スビーサ

14
画計上向スビーサ

15
画計上向スビーサ

16
盤基営経
画計化強

17
盤基営経
画計化強

18
盤基営経
画計化強

19
盤基営経
画計化強

20

21
財政適正化計画

財政適正化計画

22
財政適正化計画

23
財政適正化計画

24
財政適正化計画

25
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

ベンチマーク設定項目 単　位 平成 20 年度 平成 24 年度 平成 29 年度
該当
頁数

２ 光合成プランベンチマーク２５

経年化管路率経年化管路率 [%][%] 37 .037 .0 33 .033 .0 29 .029 .0 P.40P .40

鉛製給水管率鉛製給水管率 [%][%] 24 .024 .0 21 .021 .0 17 .517 .5 P.44P .44

管路の耐震化率管路の耐震化率 [%][%] 15 .015 .0 23 .023 .0 32 .032 .0 P.42P .42

直結給水率直結給水率 [%][%] 94 .594 .5 95 .095 .0 96 .096 .0 P.46P .46

災害時必要水量確保率災害時必要水量確保率 [%][%] 15 .015 .0 20 .020 .0 30 .030 .0 P.52P .52

断水時間断水時間 [ 時間 ][ 時間 ] 0 .050 .05 0 .030 .03 0 .010 .01 P.55P .55

バルブ点検率バルブ点検率 [%][%] 10 .010 .0 10 .010 .0 10 .010 .0 P.56P .56

貯水槽水道指導率貯水槽水道指導率 [%][%] 25 .025 .0 50 .050 .0 50 .050 .0 P.58P .58

取水量 1 ㎥当たりの水源

保全及び維持管理投資額

取水量 1 ㎥当たりの水源

保全及び維持管理投資額
0 .00 .0 1 .51 .5 0 .60 .6 P.63P .63

給水栓年間

残留塩素平均値

給水栓年間

残留塩素平均値
[ ㎎ /L][ ㎎ /L] 0 .200 .20 0 .200 .20 0 .200 .20 P.67P .67

給水栓年間水温平均値給水栓年間水温平均値 [℃][℃] 20 .020 .0 20 .020 .0 20 .020 .0 P.67P .67

配水量 1 ㎥当たり

消費エネルギー

配水量 1 ㎥当たり

消費エネルギー
[MJ/ ㎥ ][MJ/ ㎥ ] 1 .201 .20 1 .151 .15 1 .101 .10 P.69P .69

1
画計持維設施

画計持維設施

2
画計持維設施

3
画計持維設施

び及策対害災

画計理管持維

5
び及策対害災

画計理管持維

6
び及策対害災

画計理管持維

7
び及策対害災

画計理管持維

8

9
び及策対境環

画計全保質水

び及策対境環

画計全保質水

10
び及策対境環

画計全保質水

11
び及策対境環

画計全保質水

12

[ 円 / ㎥ ][ 円 / ㎥ ]

施策全体のまとめ

Ⅱ 施 策

ベンチマーク設定項目 単　位 平成 20 年度 平成 24 年度 平成 29 年度
該当
頁数

平成 20,24,29 年度

直接飲用率直接飲用率 [%][%] 57 .957 .9 70 .070 .0 80 .080 .0 P.72P .72

アンケート回収率アンケート回収率 [%][%] 48 .848 .8 50 .050 .0 60 .060 .0 P.74P .74

水道サービスに対する

苦情割合

水道サービスに対する

苦情割合

[ 件 /

1 ,000 人 ]

[ 件 /

1 ,000 人 ]
1 .01 .0 1 .01 .0 0 .50 .5 P.74P .74

水道事業に係る

情報の提供回数

水道事業に係る

情報の提供回数
[ 回 ][ 回 ] 1010 2020 3030 P.76P .76

外部研修時間外部研修時間 [ 時間 ][ 時間 ] 9 .09 .0 12 .012 .0 15 .015 .0 P.82P .82

内部研修会開催時間内部研修会開催時間 [ 時間 ][ 時間 ] 10 .010 .0 15 .015 .0 20 .020 .0 P.82P .82

職員一人当たり

給水戸数

職員一人当たり

給水戸数
[ 戸 / 人 ][ 戸 / 人 ] 600 .0600 .0 665 .0665 .0 680 .0680 .0 P.85P .85

職員給与費割合職員給与費割合 [%][%] 34 .634 .6 30 .030 .0 29 .529 .5 P.85P .85

流動比率流動比率 [%][%] 130 .0130 .0 150 .0150 .0 200 .0200 .0 P.91P .91

修繕引当金率修繕引当金率 [%][%] 60 .060 .0 100 .0100 .0 200 .0200 .0 P.91P .91

自己資本投資割合自己資本投資割合 [%][%] 5 .05 .0 50 .050 .0 50 .050 .0 P.92P .92

自己資本構成比率自己資本構成比率 [%][%] 25 .025 .0 30 .030 .0 40 .040 .0 P.96P .96

経常収支比率経常収支比率 [%][%] 94 .594 .5 105 .0105 .0 110 .0110 .0 P.97P .97

13
画計上向スビーサ

画計上向スビーサ

14
画計上向スビーサ

15
画計上向スビーサ

16
盤基営経
画計化強

17
盤基営経
画計化強

18
盤基営経
画計化強

19
盤基営経
画計化強

20

21
財政適正化計画

財政適正化計画

22
財政適正化計画

23
財政適正化計画

24
財政適正化計画

25
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編

資料編資料編

Data

１ パブリックコメント実施結果 107

２ 水道事業ガイドライン業務指標
算出数値一覧

109

119３ 山口県内の水道料金比較

３ フォローアップ体制の確立

財政適正化計画

強
化

計
画

経
営

基
盤

び
及

策
対

境

環

画
計

全
保

質

水

ひかりかがやく水のまち

～光市水道光合成プラン～サ
ー

ビ
ス

向
上

計

画
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光市水道局

◆途切れることのない水道事業の展開 安全性の高い水道

安定性の高い水道

信頼のおける水道

高品質な水道◆１０年間での設定目標の達成

◆目標数値達成に向けた取り組み

◆施策の進捗状況についての自己分析 ◆未達成項目についての再検討

◆市民意識を確認し、施策を充実化◆光合成プランの進捗状況を公開

◆各種計画の検討・策定

◆５０年後を見据えた施策の展開

５０年後の光市水道事業の姿５０年後の光市水道事業の姿（計画） （実施・実行）

（点検・評価） （処置・改善）

　「ひかりかがやく水のまち～光市水道光合成プラン～」の基本理念である「未来へ走り続ける光

のライフライン」の達成に向けて、本ビジョンで掲げた実施・実行すべき施策を、定期的に点検・

改善できる仕組みである、PDCA サイクルを構築することが重要であると考えています。

　この PDCA サイクルの構築にあたり、「ひかりかがやく水のまち～光市水道光合成プラン～」

では、施策の進捗状況を計るツールのひとつとして、「光合成プランベンチマーク 25」を設定し

ました。

　これらを活用し、わたしたち水道事業者が実施状況を自ら分析し、点検することは当然ですが、

数値化された情報をホームページや広報を通じて第三者へ提供し、市民の理解と協力を得て、柔

軟かつ能動的な施策の処置・改善を行うことにより、「未来へ走り続ける光のライフライン」達成

に向けて邁進していきます。
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　計画 (PLAN)、実施・実行 (DO)、点検・評価 (CHECK)、処置・改善 (ACT) からなり、最後の ACT を PLAN に
結びつけ、これをらせん状に繰り返すプロセス。
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1 パブリックコメント実施結果

意 見 概 要意 見 概 要 光 市 水 道 局 の 考 え 方光 市 水 道 局 の 考 え 方

意 見 概 要意 見 概 要 光 市 水 道 局 の 考 え 方光 市 水 道 局 の 考 え 方

光市民のライフラインである伏流水を良

質で永続的に取水できる事業を最優先に

展開してほしい。

また、島田川の表流水を取水することは

放棄する方向のようですが、将来に不安

があるのであれば、水道水安定取水事業

基金（仮称）を設けて、次世代のために積

み立てをする必要があるのではないか。

伏流水について、最新の成分分析技術を

導入して、源流を調査してはどうか。

良質の水道水を確保する点から、中山川

ダムの貯水を定期的に水質検査する必要

があるのではないか。

島田川の河床に堆積している汚泥の重金

属成分の分析とその推移を継続的に監視

すべきではないか。

光市水道水を愛する市民団体・自治会の

ネットワークを結成して、水源涵養林の

育成事業や美味しい光市水道を飲む啓発

活動などを水道局と協働で取り組むべ

き。

本計画では、市民のみなさまへ 50 年、100 年先でも安定的

に伏流水を水源とする水道水を供給するため、「水源涵養林

の取得」を大きな柱として掲げています。

そのための財政措置としては、さらなる経費節減に努め、現

在の料金体系を見直し、適正な公共的必要余剰額（資本報酬

費）を計上したい考えています。

公共的必要余剰額の使途は、借入金の償還財源に充てる減債

積 立 金 の ほ か、水 源 対 策 積 立 金（仮 称）を 毎 事 業 年 度

10,000 千円程度積み立てるものとします。

光市の水道水、伏流水原水、島田川表流水の水質は、周南都市

水道水質検査センターで、「水質基準項目」51 項目、水質管

理目標設定項目」25項目、「農薬類」102項目（表流水のみ）、

及びクリプトスポリジウムの検査を実施しています。

現在のところ、これらの検査は、光市内のみの検査に留まっ

ていますが、本計画では、源流を含んだ島田川上流域での採

水箇所を決定し、定期的な水質検査を行い公表します。

光市水道局では、中山川ダム貯留権を渇水時の代替水源とし

て位置づけています。中山川ダムの貯水の水質検査は毎事業

年度実施しており、現在のところ水質基準項目は全てクリア

しています。

現在、島田川河床に堆積している汚泥の重金属成分の分析は

行っていませんが、水質検査項目に含まれる重金属成分の数

値が基準を大きく下回っているというこれまでの水質検査

結果から、島田川河床の汚泥についても重金属類による汚染

の心配は少ないと考えています。

今後も定期の水質検査結果を注視し、必要に応じて島田川河

床の汚泥の分析についても検討していきます。

水源涵養林の取得については、取得地の選定、維持管理体制

確立等を行う、有識者、関係団体を含んだ水源対策審議会を

立上げます。

取得後の維持管理については、本審議会で検討される内容で

すが、ご提言いただいた、市民団体・自治会のネットワーク

による協働での活動も視野に入れ、審議会で検討していきま

す。

「個々の能力の向上、水道事業の専門的知

識の蓄積、技術の継承など人材育成」につ

いて、市内の企業と連携を更に強化して、

維持管理や分析などを共同事業化しては

どうか。

「マッピングシステムの導入」について、

導水管・送水管・配水管の素材別マップ

を作成する必要がありますが、埋設管の

管理という観点から、下水・ガス・電線

ケーブルなど埋設管事業者と一体になっ

た埋設管マップを作成し、ライフライン

の管理と道路工事の一元管理で、工事費

用の効率向上と経費節減を図ってほし

い。

災害緊急用に備蓄しているペットボトル

飲料水の賞味期限内の消費（ペットボト

ルの再利用＝ごみ減量化、飲料水の使途

など）について検討してほしい。

「貯水槽水道設置者に対して適切な管理

方法などの指導・助言を行うことが可能」

について、太陽熱温水器を設置している

一般家庭も指導の対象か。（数日間外出し

た時の温水器内の塩素滅菌の持続効果が

不安である。）

クリプトスポリジウムに対する対策や低

塩素殺菌による美味しい水の供給のため

の紫外線（UV）殺菌などの滅菌の多様化

について、先行した検討は是非すべき。

テストプラントを造り、有料飲料水とし

て、市販してはどうか。

現在、水道管の日常の維持管理については職員が行い、漏水

などによる修理については市内の修理業者が行っています。

また、市内各所の定期的な水質検査については周南・下松・

光の 3 市が共同で設立した周南都市水道水質検査センター

が行っています。今後もより効率的な事業運営を行えるよう

に他との連携についても検討していきます。

電気、水道、ガス事業などそれぞれ異なる事業体が行ってい

るため、これらの事業体が一体となり埋設管を管理していく

ということは現状では困難です。

しかし、埋設工事による事故を未然に防ぐため、工事を施工

する際の事前協議など、必要に応じて各事業体が協力体制を

とっています。

また、下水道事業については水道局と同じ行政が行っている

ことから、下水道工事に併せて水道工事を行うこともあり、

経費節減に努めているところです。今後も工事費用の節減や

埋設管の安全管理に努めます。

現在、光市水道事業では、年間で 500mL のペットボトル水

を 5,000 本作成しています。この主な使途としては、災害

時及び緊急用備蓄飲料水ですが、そのほかに、光市水道水の

PR としても活用しています。

しかし、ペットボトル水の賞味期限は 2 年と短く、備蓄用と

しては馴染まない点もあります。今後は、賞味期限の長期化

と環境への配慮の 2 点を考慮し、水缶についても検討して

いきたいと思います。

貯水槽水道とは水道管から供給された水をいったん受水槽

に貯め給水する方式の総称で、浄水器や温水器などはこれに

該当しないため、指導の対象とはなりません。

しかし、お客さまに蛇口の水を安心して飲んでいただくた

め、広報やホームページを活用して日常の管理方法などを情

報発信していきます。

クリプトスポリジウム対策としては、紫外線（UV）照射、ろ過

設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）などの選択肢がありま

すが、伏流水を水源とする光市では、クリプトスポリジウム

の発生する可能性が低いことから、導入コストの低い、紫外

線（UV）照射施設の構築を行います。

また、有料飲料水として販売することについては、現在のと

ころ考えていません。
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方法などの指導・助言を行うことが可能」

について、太陽熱温水器を設置している

一般家庭も指導の対象か。（数日間外出し

た時の温水器内の塩素滅菌の持続効果が

不安である。）

クリプトスポリジウムに対する対策や低

塩素殺菌による美味しい水の供給のため

の紫外線（UV）殺菌などの滅菌の多様化

について、先行した検討は是非すべき。

テストプラントを造り、有料飲料水とし

て、市販してはどうか。

現在、水道管の日常の維持管理については職員が行い、漏水

などによる修理については市内の修理業者が行っています。

また、市内各所の定期的な水質検査については周南・下松・

光の 3 市が共同で設立した周南都市水道水質検査センター

が行っています。今後もより効率的な事業運営を行えるよう

に他との連携についても検討していきます。

電気、水道、ガス事業などそれぞれ異なる事業体が行ってい

るため、これらの事業体が一体となり埋設管を管理していく

ということは現状では困難です。

しかし、埋設工事による事故を未然に防ぐため、工事を施工

する際の事前協議など、必要に応じて各事業体が協力体制を

とっています。

また、下水道事業については水道局と同じ行政が行っている

ことから、下水道工事に併せて水道工事を行うこともあり、

経費節減に努めているところです。今後も工事費用の節減や

埋設管の安全管理に努めます。

現在、光市水道事業では、年間で 500mL のペットボトル水

を 5,000 本作成しています。この主な使途としては、災害

時及び緊急用備蓄飲料水ですが、そのほかに、光市水道水の

PR としても活用しています。

しかし、ペットボトル水の賞味期限は 2 年と短く、備蓄用と

しては馴染まない点もあります。今後は、賞味期限の長期化

と環境への配慮の 2 点を考慮し、水缶についても検討して

いきたいと思います。

貯水槽水道とは水道管から供給された水をいったん受水槽

に貯め給水する方式の総称で、浄水器や温水器などはこれに

該当しないため、指導の対象とはなりません。

しかし、お客さまに蛇口の水を安心して飲んでいただくた

め、広報やホームページを活用して日常の管理方法などを情

報発信していきます。

クリプトスポリジウム対策としては、紫外線（UV）照射、ろ過

設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）などの選択肢がありま

すが、伏流水を水源とする光市では、クリプトスポリジウム

の発生する可能性が低いことから、導入コストの低い、紫外

線（UV）照射施設の構築を行います。

また、有料飲料水として販売することについては、現在のと

ころ考えていません。
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

２ 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

◆『安心』に関する指標

◆『安定』に関する指標

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

1001

1002

1003

1004

1005

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

2001

2002

2003

2004

2005

2006

水源利用率

水源余裕率

原水有効利用率

自己保有水源率

取水量1㎥当たり
水源保全投資額

原水水質監視度

水質検査箇所密度

連続自動水質監視度

水質基準不適合率

カビ臭から見た
おいしい水達成率

塩素臭から見た
おいしい水達成率

総トリハロメタン濃度
水質基準比

有機物（TOC）濃度
水質基準比

農薬濃度
水質管理目標比

重金属濃度水質基準比

無機物質濃度
水質基準比

有機物質濃度
水質基準比

有機塩素化学物質水質
基準比

消毒副生成物濃度
水質基準比

直結給水率

活性炭投入率

鉛製給水管率

給水人口一人当たり
貯留飲料水量

給水人口一人当たり
配水量

浄水場予備力確保率

配水池貯留能力

給水制限日数

普及率

％

％

％

％

％

％

％

％

Ｌ/人

Ｌ/日/人

％

日

日

％

％

％

％

％

円/ｍ3

項目

％

％

％

％

％

％

箇所/
100ｋｍ2

台/
（1000ｍ3/日）

（一日平均配水量 / 
確保している水源水量） × 100

〔（確保している水源水量 / 
一日最大配水量） － 1〕 × 100

（年間有効水量 / 年間取水量） × 100

（自己保有水源量 / 全水源水量） × 100

水源保全に投資した費用 / 
その流域からの取水量

原水水質監視項目数

（水質検査採水箇所数 / 
給水区域面積） × 100

（連続自動水質監視装置設置数 / 
一日平均配水量） × 1000

（水質基準不適合回数 /
 全検査回数） × 100

〔（1 - ジェオスミン最大濃度 / 水質基準値） + 
（1 － 2‐メチルイソボルネオール最大濃度 / 
水質基準値）〕 / 2 × 100

〔（1 － （年間残留塩素最大濃度 －
残留塩素水質管理目標値 ） / 
残留塩素水質管理目標値 〕  × 100

（総トリハロメタン最大濃度 / 

総トリハロメタン濃度水質基準値） × 100

（有機物最大濃度 / 
有機物水質基準値） × 100

（測定を実施した農薬毎の最大濃度をそれぞ
れの水質管理目標値で除した値の合計値 / 
測定を実施した農薬数） × 100

（6項目の重金属毎の最大濃度をそれぞれの

水質基準値で除した値の合計 / 6） × 100

（6項目の無機物質毎の最大濃度をそれぞれ

の水質基準値で除した値の合計 / 6） × 100

（4項目の有機物質毎の最大濃度をそれぞれ

の水質基準値で除した値の合計 / 4） × 100

（9項目の有機塩素化学物質毎の最大濃度を
それぞれの水質基準値等で除した
値の合計 / 9） × 100

（5項目の消毒副生成物質毎の最大濃度を
それぞれの水質基準値で除した
値の合計 / 5） × 100

（直結給水件数 / 給水件数） × 100

（年間活性炭投入日数 / 年間日数） × 100

（鉛製給水管使用件数 / 給水件数） × 100

〔（配水池総容量 × 1/2 + 緊急貯水槽容量） / 

給水人口〕 × 1000

（一日平均配水量 / 給水人口） × 1000

〔（全浄水施設能力 － 一日最大浄水量） / 

全浄水施設能力〕 × 100

配水池総容量 / 一日平均配水量

年間給水制限日数

（給水人口 / 給水区域内人口） × 100
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

２ 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

◆『安心』に関する指標

◆『安定』に関する指標

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

1001

1002

1003

1004

1005

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

2001

2002

2003

2004

2005

2006

水源利用率

水源余裕率

原水有効利用率

自己保有水源率

取水量1㎥当たり
水源保全投資額

原水水質監視度

水質検査箇所密度

連続自動水質監視度

水質基準不適合率

カビ臭から見た
おいしい水達成率

塩素臭から見た
おいしい水達成率

総トリハロメタン濃度
水質基準比

有機物（TOC）濃度
水質基準比

農薬濃度
水質管理目標比

重金属濃度水質基準比

無機物質濃度
水質基準比

有機物質濃度
水質基準比

有機塩素化学物質水質
基準比

消毒副生成物濃度
水質基準比

直結給水率

活性炭投入率

鉛製給水管率

給水人口一人当たり
貯留飲料水量

給水人口一人当たり
配水量

浄水場予備力確保率

配水池貯留能力

給水制限日数

普及率

％

％

％

％

％

％

％

％

Ｌ/人

Ｌ/日/人

％

日

日

％

％

％

％

％

円/ｍ3

項目

％

％

％

％

％

％

箇所/
100ｋｍ2

台/
（1000ｍ3/日）

（一日平均配水量 / 
確保している水源水量） × 100

〔（確保している水源水量 / 
一日最大配水量） － 1〕 × 100

（年間有効水量 / 年間取水量） × 100

（自己保有水源量 / 全水源水量） × 100

水源保全に投資した費用 / 
その流域からの取水量

原水水質監視項目数

（水質検査採水箇所数 / 
給水区域面積） × 100

（連続自動水質監視装置設置数 / 
一日平均配水量） × 1000

（水質基準不適合回数 /
 全検査回数） × 100

〔（1 - ジェオスミン最大濃度 / 水質基準値） + 
（1 － 2‐メチルイソボルネオール最大濃度 / 
水質基準値）〕 / 2 × 100

〔（1 － （年間残留塩素最大濃度 －
残留塩素水質管理目標値 ） / 
残留塩素水質管理目標値 〕  × 100

（総トリハロメタン最大濃度 / 

総トリハロメタン濃度水質基準値） × 100

（有機物最大濃度 / 
有機物水質基準値） × 100

（測定を実施した農薬毎の最大濃度をそれぞ
れの水質管理目標値で除した値の合計値 / 
測定を実施した農薬数） × 100

（6項目の重金属毎の最大濃度をそれぞれの

水質基準値で除した値の合計 / 6） × 100

（6項目の無機物質毎の最大濃度をそれぞれ

の水質基準値で除した値の合計 / 6） × 100

（4項目の有機物質毎の最大濃度をそれぞれ

の水質基準値で除した値の合計 / 4） × 100

（9項目の有機塩素化学物質毎の最大濃度を
それぞれの水質基準値等で除した
値の合計 / 9） × 100

（5項目の消毒副生成物質毎の最大濃度を
それぞれの水質基準値で除した
値の合計 / 5） × 100

（直結給水件数 / 給水件数） × 100

（年間活性炭投入日数 / 年間日数） × 100

（鉛製給水管使用件数 / 給水件数） × 100

〔（配水池総容量 × 1/2 + 緊急貯水槽容量） / 

給水人口〕 × 1000

（一日平均配水量 / 給水人口） × 1000

〔（全浄水施設能力 － 一日最大浄水量） / 

全浄水施設能力〕 × 100

配水池総容量 / 一日平均配水量

年間給水制限日数

（給水人口 / 給水区域内人口） × 100
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

3001

3002

2007

2008

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2201

2202

2203

2204

2205

2206

◆『持続』に関する指標

配水管延長密度

水道メータ密度

経年化浄水施設率

経年化設備率

経年化管路率

管路の更新率

管路の更生率

バルブの更新率

管路の新設率

水源の水質事故数

幹線管路の事故割合

事故時配水量率

事故時給水人口率

給水拠点密度

系統間の原水融通性

浄水施設耐震率

ポンプ所耐震施設率

配水池耐震施設率

管路の耐震化率

薬品備蓄日数

燃料備蓄日数

給水車保有度

可搬ポリタンク・
ポリパック保有度

車載用の
給水タンク保有度

自家用発電設備容量率

警報付施設率

給水装置の凍結発生率

営業収支比率

経常収支比率

個/ｋｍ

％

％

％

％

％

％

％

件

％

％

％

％

％

％

％

日

日

％

％

％

％

ｋｍ/ｋｍ2

件/100ｋｍ

箇所/
100ｋｍ2

台/1000人

個/1000人

ｍ3/1000人

件/1000件

配水管延長 / 給水区域面積

水道メータ密度 / 配水管延長

（法定耐用年数を超えた浄水施設能力 /
 全浄水施設能力） × 100

（経年化年数を超えている電気・機械設備 / 

電気・機械設備の総数） × 100

（法定耐用年数を超えた管路延長 / 

管路総延長） × 100

（更新した管路延長 / 管路総延長） × 100

（更生された管路延長 / 管路総延長） × 100

（更新されたバルブ数 / 
バルブ設置数） × 100

（新設管路延長 / 管路総延長） × 100

年間水源水質事故件数

（幹線管路の事故件数 / 
幹線管路延長） × 100

（事故時配水量 / 
一日平均配水量） × 100

（事故時給水人口 / 給水人口） × 100

（配水池・緊急貯水槽数 / 
給水区域面積） × 100

（原水融通能力 / 
受水側浄水能力） × 100

（耐震対策の施されている浄水施設能力 / 

全浄水施設能力） × 100

（耐震対策の施されているポンプ所能力 / 

全ポンプ所能力） × 100

（耐震対策の施されている配水池容量 /

 配水池総容量） × 100

（耐震管延長 / 管路総延長） × 100

平均薬品貯蔵量 / 一日平均使用量

平均燃料貯蔵量 / 一日使用量

（給水車数 / 給水人口） × 1000

（可搬ポリタンク・ポリパック数 /
 給水人口） × 1000

（車載用給水タンクの総容量 / 
給水人口） × 1000

（自家用発電設備容量 / 
当該設備の電力総容量） × 100

（警報付施設数 / 全施設数） × 100

（給水装置の年間凍結件数 / 
給水件数） × 1000

（営業収益 / 営業費用） × 100

〔（営業収益 ＋ 営業外収益） /
 （営業費用 ＋ 営業外費用）〕 × 100

7.4 

92 

0.0 

16.7 

41.3 

0.99 

0.000 

0.75 

0.71 

1 

33.8 

0.0 

100.0 

17.8 

0.0 

0.0 

40.4 

0.0 

7.9 

25.7 

0.0 

0.00 

1.9 

0.24 

0.0 

83.3 

1.27 

 

122.1 

101.5 

7.4 

92 

0.0 

16.7 

41.1 

0.64 

0.000 

0.35 

0.43 

0 

6.6 

0.0 

100.0 

17.8 

0.0 

0.0 

40.4 

0.0 

8.2 

25.7 

0.0 

0.00 

1.9 

0.24 

0.0 

83.3 

1.64 

123.9 

101.4 

7.4 

94 

0.0 

37.5 

40.1 

0.56 

0.000 

0.31 

0.22 

0 

26.8 

0.0 

100.0 

17.8 

0.0 

0.0 

40.4 

0.0 

11.5 

39.6 

0.0 

0.00 

26.6 

0.24 

0.0 

83.3 

0.00 

117.0 

96.5 
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

3001

3002

2007

2008

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2201

2202

2203

2204

2205

2206

◆『持続』に関する指標

配水管延長密度

水道メータ密度

経年化浄水施設率

経年化設備率

経年化管路率

管路の更新率

管路の更生率

バルブの更新率

管路の新設率

水源の水質事故数

幹線管路の事故割合

事故時配水量率

事故時給水人口率

給水拠点密度

系統間の原水融通性

浄水施設耐震率

ポンプ所耐震施設率

配水池耐震施設率

管路の耐震化率

薬品備蓄日数

燃料備蓄日数

給水車保有度

可搬ポリタンク・
ポリパック保有度

車載用の
給水タンク保有度

自家用発電設備容量率

警報付施設率

給水装置の凍結発生率

営業収支比率

経常収支比率

個/ｋｍ

％

％

％

％

％

％

％

件

％

％

％

％

％

％

％

日

日

％

％

％

％

ｋｍ/ｋｍ2

件/100ｋｍ

箇所/
100ｋｍ2

台/1000人

個/1000人

ｍ3/1000人

件/1000件

配水管延長 / 給水区域面積

水道メータ密度 / 配水管延長

（法定耐用年数を超えた浄水施設能力 /
 全浄水施設能力） × 100

（経年化年数を超えている電気・機械設備 / 

電気・機械設備の総数） × 100

（法定耐用年数を超えた管路延長 / 

管路総延長） × 100

（更新した管路延長 / 管路総延長） × 100

（更生された管路延長 / 管路総延長） × 100

（更新されたバルブ数 / 
バルブ設置数） × 100

（新設管路延長 / 管路総延長） × 100

年間水源水質事故件数

（幹線管路の事故件数 / 
幹線管路延長） × 100

（事故時配水量 / 
一日平均配水量） × 100

（事故時給水人口 / 給水人口） × 100

（配水池・緊急貯水槽数 / 
給水区域面積） × 100

（原水融通能力 / 
受水側浄水能力） × 100

（耐震対策の施されている浄水施設能力 / 

全浄水施設能力） × 100

（耐震対策の施されているポンプ所能力 / 

全ポンプ所能力） × 100

（耐震対策の施されている配水池容量 /

 配水池総容量） × 100

（耐震管延長 / 管路総延長） × 100

平均薬品貯蔵量 / 一日平均使用量

平均燃料貯蔵量 / 一日使用量

（給水車数 / 給水人口） × 1000

（可搬ポリタンク・ポリパック数 /
 給水人口） × 1000

（車載用給水タンクの総容量 / 
給水人口） × 1000

（自家用発電設備容量 / 
当該設備の電力総容量） × 100

（警報付施設数 / 全施設数） × 100

（給水装置の年間凍結件数 / 
給水件数） × 1000

（営業収益 / 営業費用） × 100

〔（営業収益 ＋ 営業外収益） /
 （営業費用 ＋ 営業外費用）〕 × 100

7.4 

92 

0.0 

16.7 

41.3 

0.99 

0.000 

0.75 

0.71 

1 

33.8 

0.0 

100.0 

17.8 

0.0 

0.0 

40.4 

0.0 

7.9 

25.7 

0.0 

0.00 

1.9 

0.24 

0.0 

83.3 

1.27 

 

122.1 

101.5 

7.4 

92 

0.0 

16.7 

41.1 

0.64 

0.000 

0.35 

0.43 

0 

6.6 

0.0 

100.0 

17.8 

0.0 

0.0 

40.4 

0.0 

8.2 

25.7 

0.0 

0.00 

1.9 

0.24 

0.0 

83.3 

1.64 

123.9 

101.4 

7.4 

94 

0.0 

37.5 

40.1 

0.56 

0.000 

0.31 

0.22 

0 

26.8 

0.0 

100.0 

17.8 

0.0 

0.0 

40.4 

0.0 

11.5 

39.6 

0.0 

0.00 

26.6 

0.24 
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83.3 

0.00 
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3101

3102

3103

3104

3105

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

総収支比率

累積欠損金比率

繰入金比率
（収益的収入分）

繰入金比率
（資本的収入分）

職員一人当たり給水収益

給水収益に対する
職員給与費の割合

給水収益に対する
企業債利息の割合

給水収益に対する
減価償却費の割合

給水収益に対する
企業債償還金の割合

給水収益に対する
企業債残高の割合

料金回収率
（給水にかかる費用のうち水道料金
  で回収する割合）

供給単価

給水原価

1箇月当たり
家庭用料金（10㎥）

1箇月当たり
家庭用料金（20㎥）

有収率

施設利用率

施設最大稼働率

負荷率

流動比率

自己資本構成比率

固定比率

企業債償還元金対
減価償却費比率

固定資産回転率

固定資産使用効率

職員資格取得度

民間資格取得度

外部研修時間

内部研修時間

技術職員率

％

％

％

％

千円/人

％

％

％

％

％

％

円/ｍ3

円/ｍ3

円

円

％

％

％

％

％

％

％

％

回

件/人

件/人

時間

時間

％

ｍ3/
10000円

（総収益 / 総費用） × 100

〔累積欠損金 / 

（営業収益 － 受託工事収益）〕 × 100

（損益勘定繰入金 / 収益的収入） × 100

（資本勘定繰入金 / 資本的収入） × 100

（給水収益 / 
損益勘定所属職員数） × 1000

（職員給与費 / 給水収益） × 100

（企業債利息 / 給水収益） × 100

（減価償却費 / 給水収益） × 100

（企業債償還金 / 給水収益） × 100

（企業債残高 / 給水収益） × 100

（供給単価 / 給水原価） × 100

給水収益 / 有収水量

〔経常費用 － （受託工事費 ＋ 
材料及び不用品売却原価 ＋ 附帯事業費）〕 / 
有収水量

1箇月当たりの一般家庭用（口径13㎜）

の基本料金 ＋ 10ｍ3使用時の従量料金

1箇月当たりの一般家庭用（口径13㎜）

の基本料金 ＋ 20ｍ3使用時の従量料金

（有収水量 / 給水量） × 100

（一日平均給水量 / 一日給水能力） × 100

（一日最大給水量 / 一日給水能力） × 100

（一日平均給水量 / 一日最大級水量） × 100

（流動資産 / 流動負債） × 100

〔（自己資本金 ＋ 剰余金） / 

負債・資本合計〕 × 100

〔固定資産 / （自己資本金 ＋ 剰余金）〕 × 100

（企業債償還元金 / 
当年度減価償却費） × 100

（営業収益 － 受託工事収益） / 

〔（期首固定資産 ＋ 期末固定資産） / 2 〕

（給水量 / 有形固定資産） × 10000

職員が取得している法定資格数 / 全職員数

職員が取得している民間資格取得数 / 

全職員数

（職員が外部研修を受けた時間・人数） / 

全職員数

（職員が内部研修を受けた時間・人数） / 

全職員数

（技術職員総数 / 全職員数） × 100

101.5 

0.0 

2.7 

0.0 

21,806 

52.2 

15.2 

15.4 

20.6 

467.0 

96.6 

78.9 

81.7 

650 

1,440 

89.1 

66.1 

83.1 

79.5 

135.1 

33.8 

264.3 

134.8 

0.15 

20.2 

0.37 

0.02 

0.7 

3.0 

61.0 

101.4 

0.0 

3.0 

3.3 

21,693 

48.3 

15.4 

16.5 

23.2 

545.9 

96.6 

79.1 

81.8 

650 

1,440 

89.2 

63.7 

81.2 

78.5 

118.1 

31.1 

282.6 

141.0 

0.14 

17.7 

0.33 

0.03 

1.1 

5.0 

52.5 

96.5 

0.0 

4.0 

3.6 

23,775 

43.0 

15.5 

25.8 

25.8 

611.0 

90.3 

79.1 

87.6 

650 

1,440 

89.4 

63.9 

74.7 

85.6 

123.3 

28.4 

306.6 

99.8 

0.13 

16.3 

0.65 

0.03 

4.1 

7.0 

54.1 

113

光
市
水
道
事
業

の
あ
ゆ
み

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

の
実
施

災
害
対
策
及
び

維
持
管
理
計
画

環
境
対
策
及
び

水
質
保
全
計
画

光
市
水
道
事
業
の

目
指
す
べ
き
方
向
性

ビ
ジ
ョ
ン
の
全
体
像

サ
ー
ビ
ス
向
上
計
画

経
営
基
盤
強
化
計
画

財
政
適
正
化
計
画

施
策
全
体
の
ま
と
め

資　

料　

編

施
設
維
持
計
画



未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3101

3102

3103

3104

3105

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

総収支比率

累積欠損金比率

繰入金比率
（収益的収入分）

繰入金比率
（資本的収入分）

職員一人当たり給水収益

給水収益に対する
職員給与費の割合

給水収益に対する
企業債利息の割合

給水収益に対する
減価償却費の割合

給水収益に対する
企業債償還金の割合

給水収益に対する
企業債残高の割合

料金回収率
（給水にかかる費用のうち水道料金
  で回収する割合）

供給単価

給水原価

1箇月当たり
家庭用料金（10㎥）

1箇月当たり
家庭用料金（20㎥）

有収率

施設利用率

施設最大稼働率

負荷率

流動比率

自己資本構成比率

固定比率

企業債償還元金対
減価償却費比率

固定資産回転率

固定資産使用効率

職員資格取得度

民間資格取得度

外部研修時間

内部研修時間

技術職員率

％

％

％

％

千円/人

％

％

％

％

％

％

円/ｍ3

円/ｍ3

円

円

％

％

％

％

％

％

％

％

回

件/人

件/人

時間

時間

％

ｍ3/
10000円

（総収益 / 総費用） × 100

〔累積欠損金 / 

（営業収益 － 受託工事収益）〕 × 100

（損益勘定繰入金 / 収益的収入） × 100

（資本勘定繰入金 / 資本的収入） × 100

（給水収益 / 
損益勘定所属職員数） × 1000

（職員給与費 / 給水収益） × 100

（企業債利息 / 給水収益） × 100

（減価償却費 / 給水収益） × 100

（企業債償還金 / 給水収益） × 100

（企業債残高 / 給水収益） × 100

（供給単価 / 給水原価） × 100

給水収益 / 有収水量

〔経常費用 － （受託工事費 ＋ 
材料及び不用品売却原価 ＋ 附帯事業費）〕 / 
有収水量

1箇月当たりの一般家庭用（口径13㎜）

の基本料金 ＋ 10ｍ3使用時の従量料金

1箇月当たりの一般家庭用（口径13㎜）

の基本料金 ＋ 20ｍ3使用時の従量料金

（有収水量 / 給水量） × 100

（一日平均給水量 / 一日給水能力） × 100

（一日最大給水量 / 一日給水能力） × 100

（一日平均給水量 / 一日最大級水量） × 100

（流動資産 / 流動負債） × 100

〔（自己資本金 ＋ 剰余金） / 

負債・資本合計〕 × 100

〔固定資産 / （自己資本金 ＋ 剰余金）〕 × 100

（企業債償還元金 / 
当年度減価償却費） × 100

（営業収益 － 受託工事収益） / 

〔（期首固定資産 ＋ 期末固定資産） / 2 〕

（給水量 / 有形固定資産） × 10000

職員が取得している法定資格数 / 全職員数

職員が取得している民間資格取得数 / 

全職員数

（職員が外部研修を受けた時間・人数） / 

全職員数

（職員が内部研修を受けた時間・人数） / 

全職員数

（技術職員総数 / 全職員数） × 100

101.5 

0.0 

2.7 

0.0 

21,806 

52.2 

15.2 

15.4 

20.6 

467.0 

96.6 

78.9 

81.7 

650 

1,440 

89.1 

66.1 

83.1 

79.5 

135.1 

33.8 

264.3 

134.8 

0.15 

20.2 

0.37 

0.02 

0.7 

3.0 

61.0 

101.4 

0.0 

3.0 

3.3 

21,693 

48.3 

15.4 

16.5 

23.2 

545.9 

96.6 

79.1 

81.8 

650 

1,440 

89.2 

63.7 

81.2 

78.5 

118.1 

31.1 

282.6 

141.0 

0.14 

17.7 

0.33 

0.03 

1.1 

5.0 

52.5 

96.5 

0.0 

4.0 

3.6 

23,775 

43.0 

15.5 

25.8 

25.8 

611.0 

90.3 

79.1 

87.6 

650 

1,440 

89.4 

63.9 

74.7 

85.6 

123.3 

28.4 

306.6 

99.8 

0.13 

16.3 

0.65 

0.03 

4.1 

7.0 

54.1 
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

3209

3210

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4101

5001

5002

5003

5004

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3201

3202

3203

3204

3205

3206

3207

3208

◆『環境』に関する指標

◆『管理』に関する指標

水道業務経験年数度

技術開発職員率

技術開発費率

職員一人当たり配水量

職員一人当たりメータ数

公傷率

直接飲用率

水道事業にかかる
情報の提供度

モニタ割合

アンケート情報収集割合

水道施設見学者割合

水道サービスに対する
苦情割合

水質に対する苦情割合

水道料金に対する
苦情割合

監査請求数

情報開示請求数

職員一人当たり受付件数

配水量1㎥当たり
電力消費量

配水量1㎥当たり
消費エネルギー

再生可能エネルギー
利用率

浄水発生土の
有効利用率

建設副産物の
リサイクル率

1㎥当たり二酸化炭素
（CO2）排出量

地下水率

給水圧不適正率

配水池清掃実施率

年間ポンプ平均稼働率

検針誤り割合

年/人

％

％

ｍ3/人

個/人

％

％

部/件

件

件

件/人

ＭＪ/ｍ3

％

％

％

％

％

％

％

％

人/1000人

人/1000人

人/1000人

件/1000件

件/1000件

件/1000件

ｋＷｈ/ｍ3

ｇ・ＣＯ2/ｍ3

職員の水道業務経験年数 / 全職員数

（技術開発業務従事職員数 /
 全職員数） × 100

（技術開発費 / 給水収益） × 100

年間配水量 / 全職員数

水道メータ数 / 全職員数

〔（公傷で休務した延べ人・日数） /

 （全職員数 × 年間公務日数）〕 × 100

（直接飲用回答数 /
 直接飲用アンケート回答数） × 100

広報誌配布部数 / 給水件数

（モニタ人数 / 給水人口） × 1000

（アンケート回答人数 / 給水人口） × 1000

（見学者数 / 給水人口） × 1000

（水道サービス苦情件数 / 給水件数） × 1000

（水質苦情件数 / 給水件数） × 1000

（水道料金苦情件数 / 給水件数） × 1000

年間監査請求件数

年間情報開示請求件数

受付件数 / 全職員数

全施設の電力使用量 / 年間配水量

全施設での総エネルギー消費量 / 年間配水量

（再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 

全施設の電力使用水量） × 100

（有効利用土量 / 浄水場生土量） × 100

（リサイクルされた建設副産物量 / 
建設副産物排出量） × 100

（総二酸化炭素排出量 / 年間配水量） × 106

（地下水揚水量 / 水源利用水量） × 100

〔適正な範囲になかった圧力測定箇所・日数 / 

（圧力測定箇所総数 × 年間日数）〕 × 100

〔最近5年間に清掃した配水池容量 / 
（配水池総容量 × 5）〕 × 100

〔ポンプ運転時間の合計 /

 （ポンプ総台数 × 年間日数 × 24）〕 × 100

（誤検針件数 × 検針総件数） × 1000

24.5 

0.00 

0.00 

279,900 

467 

0.000 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

4.4 

データなし

データなし

データなし

0 

0 

データなし

0.34 

1.26 

0.00 

0.0 

0.0 

201.9 

100.0 

データなし

0 

29.1 

0.04 

21.3 

0.00 

0.00 

276,900 

479 

0.000 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

8.1 

データなし

データなし

データなし

0 

0 

データなし

0.30 

1.12 

0.00 

0.0 

72.6 

195.6 

100.0 

0.18 

0 

27.6 

0.00 

23.8 

0.00 

0.00 

300,000 

531 

0.000 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

7.5 

データなし

データなし

データなし

0 

0 

データなし

0.33 

1.22 

0.00 

0.0 

100.0 

199.1 

100.0 

0.00 

0 

32.3 

0.02 
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

3209

3210

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4101

5001

5002

5003

5004

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3201

3202

3203

3204

3205

3206

3207

3208

◆『環境』に関する指標

◆『管理』に関する指標

水道業務経験年数度

技術開発職員率

技術開発費率

職員一人当たり配水量

職員一人当たりメータ数

公傷率

直接飲用率

水道事業にかかる
情報の提供度

モニタ割合

アンケート情報収集割合

水道施設見学者割合

水道サービスに対する
苦情割合

水質に対する苦情割合

水道料金に対する
苦情割合

監査請求数

情報開示請求数

職員一人当たり受付件数

配水量1㎥当たり
電力消費量

配水量1㎥当たり
消費エネルギー

再生可能エネルギー
利用率

浄水発生土の
有効利用率

建設副産物の
リサイクル率

1㎥当たり二酸化炭素
（CO2）排出量

地下水率

給水圧不適正率

配水池清掃実施率

年間ポンプ平均稼働率

検針誤り割合

年/人

％

％

ｍ3/人

個/人

％

％

部/件

件

件

件/人

ＭＪ/ｍ3

％

％

％

％

％

％

％

％

人/1000人

人/1000人

人/1000人

件/1000件

件/1000件

件/1000件

ｋＷｈ/ｍ3

ｇ・ＣＯ2/ｍ3

職員の水道業務経験年数 / 全職員数

（技術開発業務従事職員数 /
 全職員数） × 100

（技術開発費 / 給水収益） × 100

年間配水量 / 全職員数

水道メータ数 / 全職員数

〔（公傷で休務した延べ人・日数） /

 （全職員数 × 年間公務日数）〕 × 100

（直接飲用回答数 /
 直接飲用アンケート回答数） × 100

広報誌配布部数 / 給水件数

（モニタ人数 / 給水人口） × 1000

（アンケート回答人数 / 給水人口） × 1000

（見学者数 / 給水人口） × 1000

（水道サービス苦情件数 / 給水件数） × 1000

（水質苦情件数 / 給水件数） × 1000

（水道料金苦情件数 / 給水件数） × 1000

年間監査請求件数

年間情報開示請求件数

受付件数 / 全職員数

全施設の電力使用量 / 年間配水量

全施設での総エネルギー消費量 / 年間配水量

（再生可能エネルギー設備の電力使用量 / 

全施設の電力使用水量） × 100

（有効利用土量 / 浄水場生土量） × 100

（リサイクルされた建設副産物量 / 
建設副産物排出量） × 100

（総二酸化炭素排出量 / 年間配水量） × 106

（地下水揚水量 / 水源利用水量） × 100

〔適正な範囲になかった圧力測定箇所・日数 / 

（圧力測定箇所総数 × 年間日数）〕 × 100

〔最近5年間に清掃した配水池容量 / 
（配水池総容量 × 5）〕 × 100

〔ポンプ運転時間の合計 /

 （ポンプ総台数 × 年間日数 × 24）〕 × 100

（誤検針件数 × 検針総件数） × 1000

24.5 

0.00 

0.00 

279,900 

467 

0.000 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

4.4 

データなし

データなし

データなし

0 

0 

データなし

0.34 

1.26 

0.00 

0.0 

0.0 

201.9 

100.0 

データなし

0 

29.1 

0.04 

21.3 

0.00 

0.00 

276,900 

479 

0.000 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

8.1 

データなし

データなし

データなし

0 

0 

データなし

0.30 

1.12 

0.00 

0.0 

72.6 

195.6 

100.0 

0.18 

0 

27.6 

0.00 

23.8 

0.00 

0.00 

300,000 

531 

0.000 

0.0 

0.0 

0.00 

0.00 

7.5 

データなし

データなし

データなし

0 

0 

データなし

0.33 

1.22 

0.00 

0.0 

100.0 

199.1 

100.0 

0.00 

0 

32.3 

0.02 
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

5111

5112

5113

5114

5115

6001

6101

5005

5006

5007

5008

5009

5101

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5108

5109

5110

◆『国際』に関する指標

料金請求誤り割合

料金未納率

給水停止割合

検針委託率

浄水場第三者委託率

浄水場事故割合

ダクタイル鋳鉄管
・鋼管率

管路の事故割合

鉄製管路の事故割合

非鉄製管路の事故割合

給水管の事故割合

漏水率

給水件数当たり漏水量

断水・濁水時間

設備点検実施率

管路点検率

バルブ設置密度

消火栓点検率

消火栓設置密度

貯水槽水道指導率

国際技術等協力度

国際交流数

％

％

件/1000件

％

％

％

件/100ｋｍ

件/100ｋｍ

件/100ｋｍ

件/1000件

％

ｍ3/年/件

時間

％

％

基/ｋｍ

％

基/ｋｍ

％

人・週

件

10年間の
件数/箇所

（誤料金請求件数 × 
料金請求総件数） × 1000

（年度末未納料金総額 × 
総料金収入額） × 100

（給水停止件数 × 給水件数） × 1000

（委託した水道メータ数 × 
水道メータ数） × 100

（第三者委託した浄水場能力 ×
 全浄水場能力） × 100

10年間の浄水場停止事故件数 × 
浄水場総数

〔（ダクタイル鋳鉄管延長 + 鋼管延長） / 
管路総延長〕 × 100

（管路の事故件数 / 管路総延長） × 100

（鉄製管路の事故件数 / 鉄製管路総延長） 

× 100

（非鉄製管路の事故件数 / 非鉄製管路総延長）

 × 100

（給水管の事故件数 / 給水件数） × 1000

（年間漏水量 / 年間配水量） × 100

年間漏水量 / 給水件数

（断水・濁水時間 ×

 断水・濁水区域給水人口） / 給水人口

（電気・計装・機械設備等の点検回数 /

 電気・計装・機械設備の法定点検回数） × 100

（点検した管路延長 / 管路総延長） × 100

バルブ設置数 / 管路総延長

（点検した消火栓数 / 消火栓数） × 100

消火栓数 / 配水管延長

（貯水槽水道指導件数 / 貯水槽水道総数） 

× 100

人的技術等協力者数 × 滞在週数

年間人的交流件数

0.13 

12.7 

0.0 

79.8 

0.0 

2.0 

37.0 

10.1 

0.0 

28.0 

16.8 

10.2 

64.2 

データなし

100  

5 

19.6 

100 

3.2 

0.0 

0 

0 

0.02 

13.1 

10.7 

95.7 

0.0 

2.0 

36.2 

17.8 

7.2 

36.6 

10.8 

10.1 

60.8 

データなし

100 

2 

19.6 

100 

3.3 

5.1 

0 

0 

0.02 

13.1 

28.1 

100.0 

0.0 

2.0 

37.0 

17.7 

10.0 

31.2 

8.1 

9.9 

59.3 

データなし

100 

0 

18.9 

100 

2.7 

0.0 

0 

0 
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未来へ走り続ける光のライフライン 水道事業ガイドライン業務指標算出数値一覧

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ Ⅲ 資料編ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）光市水道事業算出数値（平成１６年度～平成１８年度）水道事業ガイドライン業務指標１３７項目水道事業ガイドライン業務指標１３７項目

指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度指標
NO

業務指標の名称 単位 定　　　義 平成16年度 平成 17 年度 平成 18 年度

5111

5112

5113

5114

5115

6001

6101

5005

5006

5007

5008

5009

5101

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5108

5109

5110

◆『国際』に関する指標

料金請求誤り割合

料金未納率

給水停止割合

検針委託率

浄水場第三者委託率

浄水場事故割合

ダクタイル鋳鉄管
・鋼管率

管路の事故割合

鉄製管路の事故割合

非鉄製管路の事故割合

給水管の事故割合

漏水率

給水件数当たり漏水量

断水・濁水時間

設備点検実施率

管路点検率

バルブ設置密度

消火栓点検率

消火栓設置密度

貯水槽水道指導率

国際技術等協力度

国際交流数

％

％

件/1000件

％

％

％

件/100ｋｍ

件/100ｋｍ

件/100ｋｍ

件/1000件

％

ｍ3/年/件

時間

％

％

基/ｋｍ

％

基/ｋｍ

％

人・週

件

10年間の
件数/箇所

（誤料金請求件数 × 
料金請求総件数） × 1000

（年度末未納料金総額 × 
総料金収入額） × 100

（給水停止件数 × 給水件数） × 1000

（委託した水道メータ数 × 
水道メータ数） × 100

（第三者委託した浄水場能力 ×
 全浄水場能力） × 100

10年間の浄水場停止事故件数 × 
浄水場総数

〔（ダクタイル鋳鉄管延長 + 鋼管延長） / 
管路総延長〕 × 100

（管路の事故件数 / 管路総延長） × 100

（鉄製管路の事故件数 / 鉄製管路総延長） 

× 100

（非鉄製管路の事故件数 / 非鉄製管路総延長）

 × 100

（給水管の事故件数 / 給水件数） × 1000

（年間漏水量 / 年間配水量） × 100

年間漏水量 / 給水件数

（断水・濁水時間 ×

 断水・濁水区域給水人口） / 給水人口

（電気・計装・機械設備等の点検回数 /

 電気・計装・機械設備の法定点検回数） × 100

（点検した管路延長 / 管路総延長） × 100

バルブ設置数 / 管路総延長

（点検した消火栓数 / 消火栓数） × 100

消火栓数 / 配水管延長

（貯水槽水道指導件数 / 貯水槽水道総数） 

× 100

人的技術等協力者数 × 滞在週数

年間人的交流件数

0.13 

12.7 

0.0 

79.8 

0.0 

2.0 

37.0 

10.1 

0.0 

28.0 

16.8 

10.2 

64.2 

データなし

100  

5 

19.6 

100 

3.2 

0.0 

0 

0 

0.02 

13.1 

10.7 

95.7 

0.0 

2.0 

36.2 

17.8 

7.2 

36.6 

10.8 

10.1 

60.8 

データなし

100 

2 

19.6 

100 

3.3 

5.1 

0 

0 

0.02 

13.1 

28.1 

100.0 

0.0 

2.0 

37.0 

17.7 

10.0 

31.2 

8.1 

9.9 

59.3 

データなし

100 

0 

18.9 

100 

2.7 

0.0 

0 

0 
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

3 山口県内の水道料金の比較

1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 6,000 円

30㎥使用30㎥使用

８００円８００円

５９８円５９８円

７５０円７５０円

１,４０７円１,４０７円

１,３４４円１,３４４円

１,１６５円１,１６５円

１,２１８円１,２１８円

１,５１２円１,５１２円

１,１８６円１,１８６円

１,０２９円１,０２９円

１,４１０円１,４１０円

１,１７０円１,１７０円 ２,３３５円２,３３５円 ３,５０１円３,５０１円

３,８１０円３,８１０円 ６,２１０円６,２１０円

８５０円８５０円

９２０円９２０円 １,９９０円１,９９０円 ３,０６０円３,０６０円

１,７９５円１,７９５円 ２,７４０円２,７４０円

２,５２９円２,５２９円 ４,０２９円４,０２９円

２,９５０円２,９５０円 ５,０７１円５,０７１円

２,７６１円２,７６１円 ４,０３２円４,０３２円

２,７３５円２,７３５円 ４,９４０円４,９４０円

２,４２５円２,４２５円 ４,４７３円４,４７３円

２,７６１円２,７６１円 ４,４６２円４,４６２円

３,１０８円３,１０８円 ５,２２９円５,２２９円

１,４６４円１,４６４円 ２,１７８円２,１７８円

１,２８１円１,２８１円 １,８７９円１,８７９円

１,770 円１,770 円 ２,７３０円２,７３０円

20㎥使用20㎥使用10㎥使用10㎥使用

美祢市

長門市

柳井市

萩　市

下関市

宇部市

山陽
小野田市

山口市

防府市

旧
新南陽市

周南市

下松市

岩国市

光 市

◆水道メーター口径 13 ㎜の家事用水の場合

山口県内の水道料金比較

Ⅲ 資料編
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未来へ走り続ける光のライフライン

ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～ひかりかがやく水のまち ～光市水道光合成プラン～

3 山口県内の水道料金の比較

1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 5,000 円 6,000 円

30㎥使用30㎥使用

８００円８００円

５９８円５９８円

７５０円７５０円

１,４０７円１,４０７円

１,３４４円１,３４４円

１,１６５円１,１６５円

１,２１８円１,２１８円

１,５１２円１,５１２円

１,１８６円１,１８６円

１,０２９円１,０２９円

１,４１０円１,４１０円

１,１７０円１,１７０円 ２,３３５円２,３３５円 ３,５０１円３,５０１円

３,８１０円３,８１０円 ６,２１０円６,２１０円

８５０円８５０円

９２０円９２０円 １,９９０円１,９９０円 ３,０６０円３,０６０円

１,７９５円１,７９５円 ２,７４０円２,７４０円

２,５２９円２,５２９円 ４,０２９円４,０２９円

２,９５０円２,９５０円 ５,０７１円５,０７１円

２,７６１円２,７６１円 ４,０３２円４,０３２円

２,７３５円２,７３５円 ４,９４０円４,９４０円

２,４２５円２,４２５円 ４,４７３円４,４７３円

２,７６１円２,７６１円 ４,４６２円４,４６２円

３,１０８円３,１０８円 ５,２２９円５,２２９円

１,４６４円１,４６４円 ２,１７８円２,１７８円

１,２８１円１,２８１円 １,８７９円１,８７９円

１,770 円１,770 円 ２,７３０円２,７３０円

20㎥使用20㎥使用10㎥使用10㎥使用

美祢市

長門市

柳井市

萩　市

下関市

宇部市

山陽
小野田市

山口市

防府市

旧
新南陽市

周南市

下松市

岩国市

光 市

◆水道メーター口径 13 ㎜の家事用水の場合

山口県内の水道料金比較
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平成２０年６月　光市水道局

光市地域水道ビジョン

光
市
地
域
水
道
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ジ
ョ
ン

平
成
20
年
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月　

光
市
水
道
局


